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第 1章

はじめに：問題の所在

本章の全体像� �
1.1　議論の端緒：会計研究と実験
1.2　先行研究に対する本稿の位置づけ
1.3　会計学における実験研究以外の研究方法の意義
1.4　小括

� �
〈キーワード〉実験，制度設計，理論の要件，理論の検証，理論へのフィードバック

1.1 議論の端緒：会計研究と実験

本稿の主題は，実験会計学にどのような意義があり，また，制度設計に対してどのよう

な役立ちを有しているのかを，他の方法論と比較しながら明らかにすることである。

ではなぜ実験会計学なのか。それは，今まさに現実に起こっている問題に関係する。す

なわち，現在日本の公認会計士業界は，様々な問題を抱えているが，特に喫緊の課題とし

ては，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングの問題がある。その詳細は後述する

が，ある年度は試験合格者が監査法人に就職できない事態が生じたり，またある年度は逆

に合格者が足りない事態が生じたりしており，実に不安定な状況にある。これに対して何

らかの首尾一貫した政策が必要になるが，現状では政策決定主体は，場当たり的な方策し

か取ることができず，問題は解決されないままである。

このような場当たり的な方策に対して，学術的な立場からは政策を支える首尾一貫した

理論を提供しなければならないが，しかし現状はそれができているとは必ずしもいえな

い。たとえば現在のメインストリームであるアーカイバル研究では，実際に制度が構築さ

れた後でなければデータを取ることができないという制約があるため，現実に存在しない
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制度の有用性を検証することができないという限界がある。また，日本でこれまで伝統的

になされてきた規範的・記述的研究では，人間行動に着目した理論を構築するには一定の

限界がある。

そこで，このような限界を克服して，現状に則した制度デザインを支えることができる

ような研究方法論が求められるが，結論的にいえば筆者は実験会計学こそがそのような役

割を担うことができると考えている。そこで本稿では，実験会計学にどのような意義があ

り，また，制度設計に対してどのような役立ちを有しているのかを，他の方法論と比較し

ながら明らかにする。

ここで，実験会計学とは，実験手法を用いて実証を行う会計学の研究分野である。また，

実験手法を用いて実証を行う研究方法のことを実験研究ということとする。ここでいう実

験とは，「条件間比較によって仮説検証を行う実証法」（渡部・船木, 2008, p. 101）であり，

実験手法とは，「他の条件を一定にして，ある 1つの独立変数だけを実験操作によって変

化させ，従属変数の変化が仮説どおりに起こるかどうかを調べるための手法」である（渡

部・船木, 2008, p. 99）1）。実験は自然科学のみならず社会科学や人文科学の様々な研究分

野で行われている実証法であり，たとえば，経済学，心理学，政治学などの分野で実験研

究による知見が蓄積されている。本稿は，実験研究は会計学にとって意義のある研究方法

なのか，という問題意識から出発する。

日本における実験会計学の研究成果は比較的少数に留まっているが，海外主要国には多

数の先行研究が存在している2）。よって，当該研究分野の意義を明らかにするためには，

それらの先行研究を読み解くことが不可欠である。しかし，実際に行われている研究を参

照するだけでは当該研究分野の意義を十分に明らかにすることはできない。というのも，

会計学では，後述するように，規範的・記述的研究，アーカイバル研究，分析的研究，事

例研究，アンケート調査などの様々な研究方法が用いられてきたという背景があり，それ

らの研究方法の意義を踏まえたうえで実験研究の意義を明らかにすることが必要となるか

らである。また，自ら実験を計画し実施するということも，実験会計学の意義を明らかに

するために必要であると判断した。したがって，本稿では，会計学における実験研究以外

の研究方法の意義を踏まえたうえで，海外と日本で行われてきた実験会計学の先行研究を

読み解き，自ら実験計画を立てて実験を実施する，という一連の流れをつうじて，実験会

1）ここでは，特に会計学に限らず社会科学一般における「実験」と「実験手法」の定義を引用した。
2）海外の実験研究は，日本においても古くから紹介されており，たとえば山桝（1971）第 19章では監査論の実験
研究が紹介されている。
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計学の意義を論じる。なお，本稿において実験を実施した論点は，公認会計士試験合格者

と監査法人のマッチングに関するものである。伝統的に，実験会計学では個人の判断と意

思決定に焦点を当てた研究が相対的に多く行われてきたが，一方で制度設計に関する研究

も必要である。後述するが，数ある制度設計に関する論点の中でも，公認会計士試験合格

者と監査法人のマッチングの問題は早急に解決すべき喫緊の課題であることから当該論点

を選択した。本稿の全体像を示したものが図 1.1である。

第1章 
問題の所在

第2章 
先行研究

第3章 
実験計画

第4章 
現状説明

第5章 
ゲーム理論的分析

第7章 総括と展望

第6章 
実験

方法論

公認会計士と 
監査法人の 
マッチング

図 1.1 本稿の全体像

1.2 先行研究に対する本稿の位置づけ

本稿に関連する先行研究は，大きく分類すると，1) 会計研究における方法論に関するも

の，2) 他の社会科学領域における実験研究に関するもの，3) マッチング理論に関するも

のなどである。それぞれの先行研究に対する本稿の位置づけは，該当する箇所でも随時触

れる方針であるが，はじめに，それらの先行研究に対する本稿の位置づけを確認すること

とする。

まず第 1 に，会計研究における方法論に関する先行研究に対する本稿の位置づけを示

す。会計研究における方法論は古くから議論されており，Ryan, Scapens, and Theobald

（2002）などがよく知られている。近年では，財務会計の領域では，日本の財務会計研究

の過去 30 年間の棚卸しに関連して方法論を取り扱っている徳賀・大日方編著（2013）が
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ある。また，監査論の領域では，多様な研究方法の総合的な研究である瀧田（2012, 2013）

がある。これらの先行研究の中には，本稿が主題とする実験研究の意義に触れられている

ものもある。多くの実験研究を引用している会計における判断と意思決定に関する体系書

は，アメリカでは Bonner（2008）がよく知られているが，そこで採り上げられている文献

は本稿でいうところの心理実験が中心である。経済実験をも含めた包括的な先行研究は，

Libby, Bloomfield, and Nelson（2002）などがあるが，少数に留まっている。そこで本稿で

は，これらの先行研究で議論されている論点を踏まえたうえで，なぜ会計研究で実験を行

うのか，実験によって会計学の何が明らかになるのか，という会計学に固有の実験研究の

意義を明らかにする。心理実験と経済実験を包括的に論じ，実験会計学の全体像を描くこ

とを目指すことから，本稿は会計学の方法論に関する研究の 1つと位置づけられる。

次に第 2に，他の社会科学領域における実験研究に関する先行研究に対する位置づけを

示す。近年，社会科学領域における実験研究は増加の一途を辿っている。特に，会計学の

隣接科目である経済学と政治学の領域では，研究方法全体に対する実験研究のシェアは高

まっている。それに伴い，経済学では実験経済学の基本書・体系書などが多数出版されて

いる3）。また，日本においても，社会科学領域における実験研究に関する論文集が出版され

ており，実験研究の機運の高まりが感じられる4）。しかし，実験会計学の基本書・体系書・

論文集などは，少なくとも現時点（2014年 11月現在）では日本で出版されておらず，他

の社会科学領域に遅れをとっているといえる5）。そこで本稿では，他の社会科学領域で議

論されている論点との対比をつうじて，それらの論点は会計学においてどのように問題と

なるのか，あるいは問題とはならないのか，ということを論じる。そのことによって，会

計学のみならず社会科学全体に対する貢献をも目指している。すなわち，実験をテーマに

することによって，本稿は会計学と他の社会科学領域との架け橋として位置づけられる。

そして第 3に，マッチング理論に関する先行研究に対する本稿の位置づけを示す。マッ

チング理論に関する先行研究は後述するように近年増加している。また，学術研究を離れ

た現実の世界での運用が実際に行われていたり，現実の世界を観察するとマッチング理論

が応用されていた，という発見もなされている。そこで本稿では，これらの先行研究を確

3）実験経済学の基本書・体系書は，Friedman and Sunder（1994），Kagel and Roth（1995），Camerer（2003），
川越（2007）などがよく知られている。

4）実験社会科学に関する論文集は，河野・西條編著（2007），西條・清水編著（2014），山岸編著（2014）などを
参照。

5）ただし，加藤（2005）第 15章，第 16章，福川（2012）第Ⅱ部では実験研究がなされており，日本においても
研究書は出版されている。
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認し，本稿で解決すべき課題である公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングを分析

する道具としてマッチング理論を用いることとする。先行研究で蓄積された知見が，公認

会計士試験合格者と監査法人のマッチングに対してどのような影響を与えるのかを明ら

かにする。このような視点は，マッチング理論を専攻している研究者に対する問題提起と

いう貢献も期待できるし，マッチング理論の応用可能性の高さを示すという貢献も期待で

きる。すなわち，本稿はマッチング理論の潜在的な応用可能分野の 1つとして位置づけら

れる。

以上のように，本稿は，会計学ないし社会科学全体の実験の位置づけを考察すると同時

に，その現実的な適用可能性を探るという意義を有する。

1.3 会計学における実験研究以外の研究方法の意義

実験会計学を論じる第 2章以降の議論の前提として，これまで会計学において行われて

きた研究方法の意義を確認する必要がある。とはいえ，本稿では実験会計学の意義を明ら

かにすることが主題であることから，実験以外の他の方法論（methodology）については

詳細に立ち入らず概要を示すこととする。前述のとおり，会計学では規範的・記述的研究，

アーカイバル研究，分析的研究，事例研究，アンケート調査などの様々な研究方法が用い

られてきた。以下では，Oler, Oler, and Skousen（2010）で採り上げられている規範的・

記述的研究，アーカイバル研究，分析的研究に絞って，その意義を確認する6）。Oler et al.

（2010）では，会計のトップ・ジャーナル 6誌の方法論別掲載割合の時系列推移が示されて

いる（図 1.2参照）7）。

まず，会計学では伝統的に規範的・記述的研究が行われてきたという事実があることか

ら，当該研究方法の意義を確認する。本稿では，米山・万代（2013, p. 49）にならい，記述

的研究を「非数量的な分析で，観察される会計現象（典型的には会計基準）に関するより

良い説明を重視したもの」，規範的研究を「価値判断が色濃く反映されたもの」と定義す

る8）。

6）Oler et al.（2010）では，分析的研究に Theoretical（理論）という用語をあてている。そして，その他に，
Field Study，Review，Surveyという分類項目を設けている。なお，事例研究（Case study）の意義につい
ては，Ryan et al.（2002）Part 2, Chap. 8; 徳賀・大日方編著（2013）第 8章第 4節を参照。

7）Accounting, Organizations and Society（AOS），Contemporary Accounting Research（CAR），Journal
of Accounting and Economics（JAE），Journal of Accounting Research（JAR），Review of Accounting

Studies（RAST），The Accounting Review（TAR）を対象にしている。
8）当該先行研究は財務会計の分野を念頭に置いた定義ではあるが，管理会計や監査論などの会計学の他の分野に
ついてもこの定義を用いることとする。
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図 1.2 会計のトップ・ジャーナル 6誌の方法論別掲載割合の時系列推移

出所：Oler et al.（2010）, FIGURE 4, p. 654, TABLE6, p. 661を参考に筆者が一部加筆修正。

そもそも，財務会計の研究は規範的・記述的研究から始まった。Ryan et al.（2002, p.

100, 石川他初版訳, 1995, p. 98）によると，財務会計研究の草創期である 1920年代から 30

年代は，会計研究者は現行の実務を観察し，実務から理論的原則を抽出することを課題と

していたのに対し，経済学者は「真実の利益」を測定することを課題としていた。その後，

アメリカの財務会計研究は 1960年代まで規範的・記述的研究が主流であった。また，日本

の財務会計研究においては，現在においてもいわゆる「真実利益アプローチ」が主流であ

ることが，徳賀・大日方編著（2013）にて示されている。ここでいう真実利益アプローチ

とは，「企業活動（取引事象）が正確に（正しく）財務諸表上の会計数値に変換されること

を規範または尺度とする研究」（大日方, 2013b, p. 291）である9）。しかし，アメリカでは，

1960年代後半から規範的・記述的研究の論文数は急速に減少する（図 1.2参照）。

アメリカをはじめとする海外主要国において規範的・記述的研究の論文数が減少して

いった理由の 1つは，規範的・記述的研究が科学的な推論が備えるべき特性を欠いている

とみなされているからであろう（米山, 2008, pp. 1–2）。筆者ないし米山（2008）は規範的・

記述的研究の全てが科学的な推論が備えるべき特性を欠いているとは考えていないが，規

範的・記述的研究の論文数が海外主要国で減少した事実を直視し，科学的な推論が備える

9）なお，真実利益アプローチについては，近年，「新たな」真実利益アプローチにもとづく会計研究が行われてい
る。「伝統的な」真実利益アプローチと「新たな」真実利益アプローチの相違点や，「新たな」真実利益アプロー
チの具体的な分析手続については，米山（2008）を参照。
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べき特性は何かを考える必要があると思われる。しかし，当該論点は科学哲学の領域で議

論されており，本稿が深く立ち入るべき論点ではないことから，本稿では会計学の領域で

当該論点を採り上げている米山（2013, p. 106）で示されている「理論の要件（科学的な説

明が備えるべき要件）」を前提にする10）。

「理論の要件（科学的な説明が備えるべき要件）」米山（2013, p. 106）

1. 社会現象間の因果関係を記述した仮説を有すること
2. その仮説が反証可能な（検証可能な）形式を有していること
3. 説明が単純かつ簡潔であること
4. 説明が体系的であること

これらの要件を満たす研究方法に実証研究（empirical research）があるといえよう。実

証研究は「観察可能なデータによって仮説を検証すること」（大日方, 2013a, p. 136）であ

る11）。実証研究の中でも「データ・ベースからデータを機械的に大量収集している研究」

（大日方, 2013a, p. 136）であるアーカイバル研究（archival research）は，規範的・記述

的研究に代わって 1960年代後半からその論文数は増加していった。Oler et al.（2010, p.

661）によると，会計のトップジャーナル 6誌における 2000年代のアーカイバル研究の割

合は 64.7%である。

真実利益アプローチに属している規範的・記述的研究に対し，アーカイバル研究は意思

決定有用性アプローチに属している（大日方, 2013b, p. 291）12）。アーカイバル研究には，

資本市場研究とエージェンシー理論を基礎とした研究という領域があるが，いずれの研究

領域も，上記の科学的な説明が備えるべき要件を尊重した研究がなされている。

しかし，実験研究との対比でアーカイバル研究を捉えると，アーカイバル研究は，「現実

にあるデータを用いるため，制度の有効性を検証する場合には，当該制度がすでに存在し

ていることが大前提となる」（田口, 2013a, p. 36）。また，アーカイバル研究では「現実に

存在するデータから，仮説検証のために必要な変数に出来るだけ近いものを代理変数とし

10）科学的説明については，瀧田（2014）第 21章も併せて参照。
11）したがって，広義の実証研究の中には，実験研究も含まれる。大日方・徳賀（2013）では，財務会計研究の棚
卸しを行う際に，「実証・実験研究」というカテゴリーを設けており，Oler et al.（2010）のように，アーカイ
バル研究と実験研究を分けていない。これは，日本における実験研究は，いまだ数が少なく，独立のカテゴリー
とするほどの規模ではないことを表しているといえるだろう。

12）規範的・記述的研究とアーカイバル研究については，斎藤（2012）も併せて参照。
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て探してこなければならない」（田口, 2013a, p. 36）という点が重要である。

最後に，分析的研究の意義を示す。本稿では，分析的研究を，数理モデル分析による研

究と定義する。すなわち，分析的会計研究とは，「数理モデル分析の手法によって，企業の

会計活動を研究する分野」（太田編著, 2010, p. 1）である。Oler et al.（2010, p. 661）によ

ると，1960年代に 6.4%を占めていた分析的研究は，2000年代は 13.7%となっている13）。

田口（2013a, p. 35）では，実験研究と分析的研究の関係性が 2点示されている。まず第

1に，実験研究と分析的研究は，分析的研究によって提示された仮説を実験研究によって

検証するという関係性がある。また第 2に，実験研究によって理論の予測とは異なる意図

せざる結果が得られた場合に，理論へのフィードバックがなされるという関係性もある。

なお本稿は，第 5章が分析的研究による理論の予測，第 6章が実験による検証という構成

になっている。

1.4 小括

本章では，議論の端緒として問題の所在を記した。すなわち，今まさに現実に起こって

いる公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングの問題に対して，学術的は立場から制

度設計に役立つ理論を提供する必要がある。そこで，制度デザインを支えることが期待で

きる実験会計学にどのような意義があり，また，制度設計に対してどのような役立ちを有

しているのかを，他の方法論と比較しながら明らかにすることが本稿の目的である。

先行研究に対する本稿の位置づけとしては，まず第 1に，心理実験と経済実験を包括的

に論じ，実験会計学の全体像を描くことを目指すことから，会計学の方法論に関する研究

の 1つと位置づけられること，また第 2に，実験をテーマにすることによって，会計学と

他の社会科学領域との架け橋として位置づけられること，そして第 3に，マッチング理論

の潜在的な応用可能分野の 1つとして位置づけられることを示した。

また，実験研究以外の他の方法論として，伝統的なスタイルの研究である規範的・記述

的研究，アーカイバル研究，分析的研究の意義を端的に示した。海外主要国では，科学的

な説明が備えるべき要件を欠いているとみなされてしまった規範的・記述的研究の論文数

が減少し，それらの要件を満たすアーカイバル研究が増加している。しかしながら，アー

カイバル研究にも一定の限界があり，それを補完するためにも分析的研究と実験研究を統

13）分析的会計研究については，太田編著（2010）の他，椎葉・高尾・上枝（2010）も併せて参照。椎葉・高尾・
上枝（2010）では，ディスクロージャーに関する分析的会計研究と実験研究が論じられている。
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合した研究が必要であると考えられる。
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第 2章

実験会計学の概要と先行研究

本章の全体像� �
2.1　はじめに：問題の所在
2.2　実験会計学の概要
2.3　先行研究から見出す心理実験と経済実験の特徴
2.4　財務会計の概念フレームワークと実験研究：財務報告の目的と会計情報の質的

特徴を中心に
2.5　心理実験と経済実験を融合させた制度に関する実験研究の必要性
2.6　小括

� �
〈キーワード〉条件間比較，理論の検証，意図せざる結果，事前検証性，制度設計

2.1 はじめに：問題の所在

第 1章で述べたように，実験研究は会計学にとどまらず，社会科学領域全体でその重要

性に関する認識が高まっている。本章では，関連する先行研究を採り上げながら，これま

でどのような実験研究がなされてきたのかを確認する1）。会計学における実験研究の概要

を示し，その特徴を明らかにすることに努める。

2.2 実験会計学の概要

2.2.1 会計学における実験研究の意義と実験会計学の全体像

本項では実験研究の概要を確認する。前述のとおり，実験手法を用いた研究は，社会科

学領域において重要性に関する認識が高まっているが，社会科学における実験の役割とし

1）本章の一部は，廣瀬（2013b, 2014a）を大幅に加筆・修正したものである。
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て，渡部・仲間（2006, pp. 94–96），上枝・田口（2012, p. 72）では，1) 理論の検証2），2)

意図せざる結果の予想と対処，3) 人々の心理プロセスの検討，という 3 つの役割が挙げ

られている。まず第 1の理論の検証という役割は，理論の予測と実験の結果がしばしば異

なるという現実があることから，理論の予測と実験の結果の乖離を分析し，実験研究から

理論研究へフィードバックすることによって，新たな理論の構築に役立てることができる

という役割のことである。そして第 2の意図せざる結果の予想と対処という役割は，理論

の予測の想定の範囲外である意図せざる結果を実験によって観察し，その対処法を論ずる

ことができるという役割のことである3）。実験は，実験環境を統制することが可能であり，

他の条件を一定にしたうえで，ある 1つの条件を操作し，異なる条件を比較することがで

きる。この点は，実験の制度設計への役立ち，すなわち事前検証が可能であるという実験

の強みにもつながる。そして第 3の人々の心理プロセスの検討という役割は，実験におけ

る人々の心理プロセスの変容と行動データの関係を詳細に分析することによって，どのよ

うな判断と意思決定がなぜなされるのか，という点を明らかにすることができるというも

のである。

会計学における実験研究の全体像として，大きく 2つに分けて心理実験と経済実験があ

ることが知られている（上枝・田口, 2012）4）。心理実験とは心理学をベースにした実験研

究であり，経済実験とは経済学をベースにした実験研究である。それぞれの実験研究の特

徴は後述するが，その全体像は以下の表 2.1のとおりである。

2.2.2 会計学における実験研究の現状

Oler et al.（2010）によると，会計のトップ・ジャーナル 6誌における実験研究の占める

割合は，以下の図 2.1のように推移している。1960年代にはわずか 4.9%であったが，そ

の後割合が増加し，1980年代の 20.6%を境に緩やかな減少傾向となっていることがわか

る。2000年代の実験研究が占める割合は，13.0%となっている。

前述のとおり，会計学における実験研究には心理実験と経済実験の先行研究が存在する

2）なお，ここでいう「理論」とは，数理モデルによる分析を指しており，第 1章でみたように，会計学における当
該研究分野は，分析的会計研究と呼ばれている（太田編著, 2010）。

3）意図せざる結果とは，個々人の行動が集積されることで，誰も意図していなかった社会現象を起こすことがあ
ることをいう（神, 2001, p. 172）。

4）また，研究対象によって分類を行うことも可能である。財務会計，管理会計，監査論，税務会計，ガバナンスな
どの分野で実験研究が実施されている（Bonner, 2008）。
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経済実験 心理実験
依拠するモデル 経済学（ゲーム理論，契約理論） 認知心理学，社会心理学
人間観 経済合理性 限定合理性

対象となる意思決定 複数人の相互依存的な意思決定 個人単体の意思決定
想定される被験者 特に限定なし（学生が多い） 実務家（監査人，投資家など）
実験タスクの反復 繰り返しあり なし（One shot）
金銭的報酬の設定 必須 必ずしも必須ではない
内的妥当性 相対的に高い 相対的に低い
外的妥当性 相対的に低い 相対的に高い
コンテクスト ないほうがよい あるほうがよい
デセプション 禁止されている 許容されている
得意領域 制度論（制度の比較） 手続論（個人の比較）

表 2.1 経済実験と心理実験の特徴

出所：上枝・田口（2012）, 図表 2, p. 76を筆者が一部加筆修正。廣瀬（2014a）, 第 1表, p. 51。
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図 2.1 会計のトップ・ジャーナル 6誌の実験研究掲載割合の時系列推移

出所：Oler et al.（2010）, FIGURE 4, p. 654, TABLE6, p. 661を筆者が一部加筆修正。

が，その割合は心理実験の方が経済実験よりも多い。管理会計の分野では，田口（2013a）

が Lindquist and Smith（2009）のサーベイ論文を手がかりに，実験研究の現状を整理し

ている。それらによると，JMAR（Journal of Management Accounting Research）に掲載

された 1989年から 2008年までの論文のうち，実験研究は 27本（14.52%）である。また，
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27本の論文のうち，14本が心理実験，7本が経済実験である。

また，監査論の分野では，田口（2012b）が，Solomon and Trotman（2003）を手がかり

に，実験研究の現状を整理している。それらによると，会計のトップ・ジャーナル 5誌 に

掲載された 1976年から 2000年までの論文のうち，心理実験は 181本（27%），経済実験は

16本（2.4%）である。JDM監査研究 は 1985–1995年代にピークを迎え，2000年代に入り

若干減少傾向にあることが示されている。また，上枝（2012）によると監査論における経

済実験は，世紀をまたいで減少傾向にあることが示されている。しかし，上枝（2012）で

は経済実験による先行研究を提示し，実験経済学の手法を用いた監査研究は着実に進展し

ている旨が記されている。以上をまとめたものが表 2.2である。

分野 年代 掲載誌 全体 実験研究 心理実験 経済実験
全て 1960–2007 6誌 4896(5114) 745(15.22%) N/A N/A

管理会計 1989–2008 JMAR 186 27(14.52%) 14(7.53%) 7(3.76%)

監査論 1976–2000 5誌 670 197(29.4%) 181(27%) 16(2.4%)

表 2.2 分野別の実験研究掲載割合

出所：Oler et al.（2010），Lindquist and Smith（2009），Solomon and Trotman（2003）を参考に
筆者が作成。

北米における実験研究のメインストリームは心理実験であるといえるだろう。

2.3 先行研究から見出す心理実験と経済実験の特徴

2.3.1 心理実験と経済実験の得意領域

このように，実験会計学には心理実験と経済実験に分けることができ，心理実験がメイ

ンストリームであるが，そもそも心理実験と経済実験はどのような目的に対して，どのよ

うに使い分けられているのだろうか。本節では，それぞれの実験研究が，どのような得意

領域を持ち，また，どのような実験手順によって行われているのかを整理する5）。

心理実験と経済実験では，得意領域が異なるという点が重要である。研究によって明ら

かにしようとしている主題が何であるのかによって適用する実験手法が異なることから，

それぞれの実験手法の得意領域を理解することが重要である。まず，心理実験の得意領域

5）本稿では，実験手順を抽象化・一般化して整理している。個別・具体的にどのような論点に対しどのような実験
が行われてきたのかは，上枝（2002, 2004, 2007b），廣瀬（2012）などを参照。

– 13 –



は手続論である。言い換えると，個人の判断と意思決定を観察することができるという強

みを有する。それに対して経済実験の得意領域は制度論である。言い換えると，経済制度

という構造を比較することによって，制度のパフォーマンスを測ることができるという強

みを有する。このように，心理実験と経済実験では得意領域が異なることから，実験を実

施する際に個人を対象にするか集団を対象にするかが異なることが多い。認知心理学や発

達心理学をベースとした心理実験では個人実験が行われることが多く，実験経済学や社会

心理学をベースとした実験では集団実験が行われることが多い。ただし，それはあくまで

も傾向であり，学問分野によって，個人実験か集団実験かの選択を行うわけではない。研

究目的によって個人実験か集団実験かという実験対象を決めているという点に注意を要す

る（渡部・船木, 2008, p. 94）。

2.3.2 心理実験の概要：判断と意思決定

本項では，認知心理学をベースにした心理実験の概要を整理する。この分野は JDM

（Judgement and Decision Making）研究と呼ばれている判断と意思決定に関する研究分野

である6）。心理実験は，被験者の属性とコンテクストの有無という点が，後述する経済実

験とは決定的に異なる。具体的には，心理実験では被験者として監査人（公認会計士）や

アナリストといった実務家に実験に参加してもらうケースが一般的である7）。これは，実

務家である個人の判断と意思決定を分析の対象としているからである。また，コンテクス

トは設定されることが一般的である8）。ここでいうコンテクストとは，実験において設定

される文脈のことである。社会科学における実験では被験者がヒトであることから，コン

テクストを設定するか否かが各学問分野において論点となっている。心理実験では，実務

家が実際に直面している状況を実験の環境とすることから，コンテクストを設定すること

が一般的である9）。

心理実験の典型的な実験デザインは以下のとおりである。

図 2.2のように，心理実験では 3つのステージが実験者によってデザインされることが

一般的である。まず第 1に，被験者の個人特性を調査するステージが設けられる。このス

テージでは監査人やアナリストなどの専門能力や実務経験，職業的懐疑心などのデータを

6）JDM研究の詳細は Bonner（2008）を参照。また，福川（2012）は日本における先駆的な JDM研究である。
7）経済実験では，被験者の属性は，特に制限はないことが一般的である。
8）経済実験では，コンテクストフリーであることが一般的である。
9）コンテクストについての詳細は第 3章を参照。
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ステージ1 ステージ3 ステージ2 

被験者の個人特性調査 
（専門能力のテスト， 
実務経験のチェックなど） 
※最後に行う場合もある 

被験者にケース付与 
（被験者に読ませる） 
フレーミングあり，なし 
の2パターンを比較 

ケースに関する質問に回答 
（リッカートスケールなど 
で回答してもらう） 

図 2.2 心理実験の実験デザインの典型例

出所：田口（2012b）, 図表 4, p. 85を筆者が一部加筆修正。廣瀬（2014a）, 第 1図, p. 59。

採ることとなる。このステージを設ける趣旨は，心理実験では個人単体の意思決定に関す

る問題を取り扱うという性質上，個人特性のデータを採ることが必要だからである。な

お，この個人特性の調査はあとの 2つのステージへの影響を避けるために，最後に行うこ

ともある。次に第 2に，被験者にケースが付与されるステージが設けられる。このケース

には，企業環境，財務情報，監査人の置かれている状況などの個別具体的な環境が示され

ており，あとのステージ 3で意思決定を行うために与えられる。このステージ 2で用いら

れるケースは様々なものが複数準備されていることが通常である。たとえば，2つのケー

スを用いる際に，両者は実質的には同じケースであるにもかかわらず，一方はフレーミン

グあり，もう一方はフレーミングなし，と操作し，それによって被験者の意思決定が変化

するか否かを調べるといったことが行われる。そして第 3に，ケースに関する質問に回答

してもらうというステージが設けられる。このステージでは，ステージ 2で読んだケース

に対して，どのように意思決定するかという行動データおよび心理データが採られる。た

とえばリッカートスケールなどが用いられる。

前述のとおり，監査論の分野における心理実験（JDM監査研究）のトップジャーナルへ

の掲載本数は 1985–1995 年代がピークであり，2000 年代は相対的に減少傾向にある。田

口（2012b）は，JDM監査研究の動向や位置づけを整理しており，心理実験の将来的な可

能性としては，1) フィールド実験を行い外的妥当性を高めるという方向性と，2) 経済実

験との融合を目指し内的妥当性を高めるという方向性，の 2点が示されている。

なお，妥当性（validity）とは，「測定すべき対象を本当に測定している程度」のことで

ある（渡部・船木, 2008, p. 105）。妥当性の中でも，会計学における実験研究で論点になっ

ている代表例が，内的妥当性と外的妥当性の問題である。内的妥当性とは，「従属変数た
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る実験結果が独立変数たる実験の環境や操作からもたらされ，独立変数以外の要因が結果

に影響していないといえる程度」のことである（上枝, 2012, p. 100）。また，外的妥当性

とは「ある実験結果をそれとは異なる母集団，環境や条件に対して演繹的に適用できる程

度」のことである（上枝, 2012, p. 100）。

2.3.3 経済実験の概要：均衡概念と制度

本項では，ゲーム理論や契約理論などの経済学をベースにした経済実験の概要を整理す

る。会計学における経済実験は，これまでディスクロージャーや監査論の分野で行われて

きた10）。経済実験の大まかな手順は以下の図 2.3のとおりである。

ステージ1 ステージ3 ステージ2 

実験説明書 
（インストラクション） 
の説明 
※理解度のチェックを 
行う場合もある 

被験者による意思決定 質問票（アンケート） 
への回答 

図 2.3 経済実験の実験デザインの典型例

出所：廣瀬（2014a）, 第 2図, p. 60。

まず第 1に，実験者は実験説明書（インストラクション）の説明を行う。ここで被験者

の理解度をチェックするために，問題を解いてもらう場合もある11）。次に第 2に，被験者

による意思決定が行われる。このステージは，実験が依拠するモデル（ゲーム）によって

様々なバリエーションが考えられる。たとえば，公共財供給ゲーム，囚人のジレンマゲー

ム，信頼ゲームなどのゲームがプレイされる。このステージ 2では，複数の環境が設定さ

れている。被験者間実験の場合の各被験者は，そのいずれかの条件のゲームをプレイする

ことになり，被験者内実験の場合の各被験者は，両方の条件のゲームをプレイすることに

なる。心理実験ではタスクを 1回限り行うことが一般的であるが，経済実験では通常タス

10）少数ではあるが，管理会計の分野においても Dejong, Forsythe, Kim, and Uecker（1989）など経済実験の
先行研究が存在する。清水（1990）も併せて参照。

11）被験者の理解度をチェックするために確認問題，練習問題を解いてもらう方が良いと思われる。なお，心理実
験とは異なり，個人特性を調査することは稀である。
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クは複数回繰り返される。

上枝（2012, p. 96）では，監査研究における実験経済学の手法における方法論上の固有

の特徴が 3 点示されている12）。第 1 に，ヒトの被験者が募集され，実験室内の実際の行

動から得られたデータが経済学の理論にもとづく仮説の検証に供されるという点が挙げ

られる。すなわち，研究者自らが実験における行動データを入手することから，現実世界

のデータを入手するアーカイバル研究とは異なるといえる。第 2に，厳格に統制（コント

ロール）された環境下で実験が実施されるという点が挙げられる。前述の実験の定義から

も明らかなように，独立変数と従属変数との因果関係の推論が可能となるのは，実験が統

制された環境で行われるからである。第 3に，実験室内でのパフォーマンスに応じて金銭

的報酬が支払われるという点である。経済実験は，理論的基盤がゲーム理論や契約理論な

ど経済学に由来することから，金銭的報酬の設定，コンテクスト（実験での文脈），などの

諸論点において心理実験との差異がみられる13）。

なお，Roth（1995, p. 22）では，実験経済学研究の目的が 3点挙げられている14）。第 1

は「理論家たちに語る」ための実験である。これは，経済学やゲーム理論における理論仮

説を検証するという実験や，複数の理論が競合している際に比較対照を目的とする実験を

指している。このタイプの実験では，実験結果を理論モデルの修正のためにフィードバッ

クすることが可能であり，その意味において理論家たちに語る実験と呼ばれている。会計

学の分野においても，こういった目的で実験が行われてきた。特に財務会計のディスク

ロージャーの分野では，あるモデルの均衡が達成されるか否かを検証するというタイプの

先行研究の知見が蓄積されている15）。第 2は「事実を追い求める」実験である。これは，

既存理論では明らかになっていない経済現象について，何が要因になっているのかを探索

し，法則性を発見することを目的としている。第 3は「王子の耳にささやく」ための実験

である。これは，複数の経済主体の相互作用を伴う社会経済制度の設計や，政策策定のた

めの検討材料の提供，競合する政策同士の比較，といった事前の知識の提供を目的として

いる16）。一般化や普遍性を志向する経済学と比べて，相対的に実務との距離が近い学問で

ある会計学では，この 3点目の目的が特に重視されてきたという歴史がある。この王子の

12）上枝（2012）では，監査研究に実験経済学の手法を適用する優位性や注意点も論じられている。
13）これらの諸論点については第 3章で論じる。
14）以下の 3つの目的の訳は川越（2010, p. 226）と上枝（2012, p. 99）を参考にしている。
15）Chow, Haddad, and Hirst（1996）などを参照。
16）田口（2013a），廣瀬（2012）では，これを事前検証と呼んでいる。併せてMcDaniel and Hand（1996）も
参照。
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耳にささやくという目的は，会計学における経済実験の貢献として多くの会計学者によっ

て指摘されている（上枝, 2012, p. 99）。

2.4 財務会計の概念フレームワークと実験研究：財務報告の目
的と会計情報の質的特徴を中心に

2.4.1 実験研究は概念フレームワークの開発に貢献することができるのか

前節まで，実験会計学の概要と現状を確認し，心理実験と経済実験の特徴を考察した。

本節では，どのような論点に対し，どのような実験研究を行うことができるのかを考察す

る。具体的には，財務会計の基礎概念に関するいかなる論点に，どのような実験研究を行

うことができるのかを考察する。ここで，基礎概念に関する実験を選択した理由は，概念

フレームワークという 1つの題材で，経済実験と心理実験という上述の 2つの実験を論じ

ることができるからである。また，財務会計に固有の論点である基礎概念に関する実験研

究があまり行われていないという事実があり，現時点において実験研究の適用可能性を整

理する意義があると考えられることから，概念フレームワークに関する実験研究を選択し

た。以下では，企業会計基準委員会（以下，ASBJと略称する）が公表した日本における明

文化された財務会計の基礎概念である討議資料『財務会計の概念フレームワーク』および

国際会計基準審議会（以下，IASBと略称する）と米国財務会計基準審議会（以下，FASB

と略称する）が公表している概念フレームワークをもとに議論を展開する17）。まず，日本

の概念フレームワークは実証研究については触れているものの（第 3章，第 21項），実験

研究に言及している箇所は存在しない。しかしながら，第 1章「財務報告の目的」および

第 2章「会計情報の質的特性」に記述されている論点の中には，実験研究が行われている

ものもあり，その意義を確認することは，将来の実験研究者や基準設定主体にとって有用

であると考えられる。そこで本節では，主として第 1章「財務報告の目的」および第 2章

「会計情報の質的特性」に絞って実験研究のレビューを行うこととする。なお，必要に応

じて実験研究と実証研究との比較を行うこととする18）。そうすることによって実験研究で

は何を明らかにすることができるのか（また，何を明らかにすることができないのか）が

明確になるからである。なお，本節では，経済実験よりも心理実験に相対的に多くの紙幅

17）なお，近年の財務会計ないし財務報告の議論は，情報の経済学やファイナンスなどの理解が前提となっており，
それらについても言及している。

18）討議資料『財務会計の概念フレームワーク』と実証研究については，八重倉（2007）を参照。
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を割くこととする。その理由は，前述のとおり，実験会計学のメインストリームは心理実

験であること，および，第 6章で経済実験を予定しており，論文全体のバランスを考慮し

たことである。

2.4.2 財務報告の目的：仕組みの検証

『財務会計の概念フレームワーク』では，まず第 1章で「財務報告の目的（The objective

of general purpose financial reporting）」が議論されている19）。そこでは，会計を取り巻

くディスクロージャー制度が論点となっており，情報の経済学やファイナンスにおける議

論や研究成果を前提とした記述がみられる。ここでの議論のポイントは，ディスクロー

ジャー制度の根拠を情報の非対称性を緩和することに求めている点である。言い換える

と，「投資者に対する財務報告の根拠を，証券市場の持つ価格形成や資金配分の機能を促

進することに求める考え方」（桜井, 2007, p. 182）であり20），たとえば，第 1章，第 1項

では，「情報の非対称性を緩和し，それが生み出す市場の機能障害を解決するため，経営

者による私的情報の開示を促進するのがディスクロージャー制度の存在意義である。」と

記されている。情報の非対称性（information asymmetry）とは，「取引に参加する経済主

体が保有する情報に格差がある状況をいう」（椎葉・高尾・上枝, 2010, p. 5）。情報の非対

称性には大きく分けて 2つの問題がある21）。1つめはアドバース・セレクション（adverse

selection），2つめはモラルハザード（moral hazard）であるが，これらの論点はいずれも

シンプルな教室実験を行うことが可能である22）。ここで，第 1の Akerlof（1970）が指摘し

たアドバース・セレクションの論点は，Holt and Sherman（1999）が実験によって検証し

ている。次に，第 2のモラルハザードの論点は，シンプルなプリンシパル・エージェント

問題の教室実験である Gächter and Königstein（2009）がある。

また，第 1 章，第 4 項では，経営者は私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有し

ていることや，たとえ公的な規制がなくても，投資家に必要な情報はある程度まで自然

に開示されるはずであることが記されている。このような開示のインセンティブに関す

る論点は，ディスクロージャーの分野で研究の蓄積がある。公的な規制である強制的開

示（mandatory disclosure）を検証するアーカイバル研究の他に，私的情報の自発的開示

19）より詳細な議論は川村（2007）を参照。
20）すなわち，概念フレームワークで採用されている考え方は，企業性悪論や弱者保護論ではない（桜井, 2007, p.

182）。
21）詳細は Scott（2014, pp. 22–23）などを参照。
22）たとえば講義や演習などで実験を行うことは教育にとって有用かもしれない。
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（voluntary disclosure）を検証する実験研究が行われている。ディスクロージャーの分野

の中でも最もプリミティブな議論である完全開示モデルを検証した実験研究に Forsythe,

Isaac, and Palfrey（1989）がある。完全開示とは，「企業価値がどのようなものであって

も，経営者は企業価値についての私的情報を開示する」（椎葉・高尾・上枝, 2010, p. 37）

というものである。

第 1章，第 7項では，証券市場が効率的であれば，情報処理能力の差は投資家の間に不

公正をもたらさないことが記されている。ファイナンスにおける市場の効率性という論点

も，実験による検証が行われてきた。代表的な先行研究である Prott and Sunder（1982）

は，インサイダー情報を知っている者（insiders）と，知らない者からなる市場を実験室に

作り，効率的な市場が成立するか否かを検証している。

このように第 1章では，仕組みに焦点が当てられており，経済実験による検証が有用だ

といえるだろう。

2.4.3 会計情報の質的特性：判断と意思決定の検証

第 2章「会計情報の質的特性（Qualitative characteristics of useful financial information）」

では，会計情報がどのような質的特性を備えなければならないのかが記述されている。

「会計情報の質的特性とは，財務報告の目的を達成するために個別の会計基準がみたすべ

き必要条件を意味している」（大日方, 2007, p. 70）。この目的を達成するにあたり，会計

情報に求められる最も基本的な特性は，意思決定有用性であると記述されている（第 2章，

第 1 項）23）。そして，意思決定有用性は，意思決定との関連性（relevance to decision）と

信頼性（reliability）の 2つの下位の特性により支えられている（第 2章，第 2項）（図 2.4

参照）。

意思決定との関連性とは，「企業価値の推定を通じた投資家による意思決定に積極的な

影響を与えて貢献すること」である（第 2章，第 3項）24）。意思決定との関連性は，IASB

と FASBの概念フレームワークにおけるレリバンス（relevance）とほぼ同じ意味で用いら

れている25）。また，信頼性とは，「会計情報が信頼に足る情報であること」である（第 2章，

23）利害調整は会計情報の副次的な利用として位置づけられている（第 1章，第 21項）。意思決定有用性と利害調
整を比較し，法制度の特徴を論じている古賀（2011）も併せて参照。

24）ここで，会計情報が投資家の意思決定に貢献するというのは，情報価値があることを意味している（第 2章，第
4 項; 大日方, 2007, p. 73）。情報価値とは「投資家の予測や行動が当該情報の入手によって改善されること」
（第 2章，第 4項）をいう

25）意思決定との関連性とレリバンスは厳密には異なる。詳細は大日方（2007）を参照。なお，relevance は目的

– 20 –



意思決定有用性

意思決定との関連性 信頼性

図 2.4 会計情報の質的特性

出所：討議資料『財務会計の概念フレームワーク』2006年版, p. 13を筆者が一部簡素化。
廣瀬（2013b）, 第 1図, p. 32。

第 6 項）。信頼性は，IASB・FASB の 2010 年改正の概念フレームワークでは忠実な表現

（faithfully representation）に置き換えられており，「経済的事象（economic phenomena）

を文字や数字で表現し，それが有用であるためには，財務情報は，関連性のある事象を表

現するだけではなく，表現しようとする事象を忠実に表現することも必要である」（QC12，

訳は秋葉（2014）, p. 45を参照）という記述がある26）。

このように，意思決定有用性をレリバンスと信頼性が支えるという ASBJの質的特性の

構造は，IASBと FASBの概念フレームワークと同様である。ただし，ASBJが 2004年に

公表した日本の概念フレームワークは，内的な整合性（internal consistency）を，意思決

定との関連性と信頼性と並列的な特性として挙げていた（図 2.5参照）。そして，2006年

改正では，内的整合性は，意思決定との関連性と信頼性を支える一般的な制約として位置

づけられた27）。

意思決定有用性

意思決定との関連性 信頼性内的な整合性

図 2.5 会計情報の質的特性の関係図

出所：討議資料『財務会計の概念フレームワーク』2004年版, p. 14を筆者が一部簡素化。
廣瀬（2013b）,第 2図, p. 33。

適合性と訳されることもある。
26）ただし，IASB の概念フレームワークのうち，改正されていない部分では信頼性という用語が現在でも使用さ
れており，その意味で記述上の整合性はない状態となっている。

27）内的整合性は，現在までの基準設定が，実際に会計基準の内的な整合性に着目して行われてきたことから重要
視されている（米山, 2007, p. 24）。
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上記のように，会計情報の質的特性は ASBJ，IASB，FASBともにレリバンスと信頼性

（現在では忠実な表現と呼ばれている）から構成されている28）。しかし，それらの重要性

にもかかわらず，財務諸表利用者がどのように質的特性を適用して意思決定を行なってい

るのかについては，これまであまり研究がなされてこなかった。もちろん，意思決定有用

性に関する経験的な証拠については，おもにアーカイバル研究によって，価値関連性があ

るかないかという研究が蓄積されている。しかし，価値関連性を検証するアーカイバル研

究によって，意思決定有用性のテストをすることはできるが，価値関連性がない場合に，

レリバンスと信頼性のどちらの質的特性に原因があるのかまでは明らかにすることはでき

ない。ここに，当該論点を実験により検証する意義があると考えられる。

近年の実験研究に Kadous, Koonce, and Thayer（2012）がある。Kadous et al.（2012）

は，財務諸表利用者はレリバンスと信頼性を独立した概念だと捉えていないのではない

か，という問題意識から心理実験を行なっている。題材として，資産の公正価値測定とい

うコンテクスト（文脈）を用いて実験を行っている。具体的には，財務諸表利用者が公正

価値の測定値を判断するときに，レリバンスと信頼性という会計情報の質的特性を融合し

て捉えているのではないか（言い換えると，財務諸表利用者がこれら 2つの構成要素を独

立したものとして捉えていないのではないか）というアイデアを検証している。

Kadous et al.（2012）は，公正価値の測定値という会計情報のレリバンスと信頼性をど

のように財務諸表利用者が考えているのかという問題は，次の 2つの理由から重要である

と主張している。まず第 1 に，財務諸表利用者がどのように会計情報の質的特性を評価

しているのかに関して経験的な証拠が欠けているという点である。先行研究では，レリ

バンスと信頼性はトレードオフの関係であるという研究がある一方（Schipper, 2003; Dye

and Sridhar, 2004），建設的な関係であるという研究もある（McCaslin and Stanga, 1983;

Duncan and Moores, 1988）。次に第 2に，多くの財務諸表利用者が公正価値会計に反対す

る潜在的な理由の 1つは，財務諸表利用者がレリバンスと信頼性の概念を融合しているこ

とに起因する可能性があると指摘している。先の金融危機の際に公正価値会計に対して生

じた批判は，測定値の信頼性にもとづいて公正価値のレリバンスを判断することに起因し

ているのではないか，というものである。

具体的には，レリバンスの高低によって公正価値の良し悪しを論じる必要があるもの

28）2010年改正の IASBの概念フレームワークでは，レリバンスと忠実な表現を 2つの基本的な（fundamental）
質的特性であると位置づけている。
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の，表 2.3右上のセルの「高い信頼性だが低いレリバンス」を指して公正価値が批判され

ており，それは，レリバンスと信頼性が混同されているのが原因ではないか，と考えてい

るようである。したがって，右下のセルの「高い信頼性と高いレリバンス」を兼ね備えた

公正価値は有用であるという前提に立って議論が展開されている。

低い信頼性 高い信頼性
低いレリバンス 資産を使用する場合

における，モデルに
より見積もられた比
較不能な評価額

資産を使用する場合
における，比較可能
な売却価額

高いレリバンス 資産を売却する場合
における，モデルに
より見積もられた比
較不能な評価額

資産を売却する場合
における，比較可能
な売却価額

表 2.3 保有している資産の価値に関するレリバンスと信頼性

出所：Kadous et al.（2012）, FIGURE 1, Panel A, p. 1339.

Kadous et al.（2012）では，仮説として，心理学の理論である属性代替（attribute sub-

stitution）が用いられている。属性代替とは，評価することが難しい属性を評価するよう

求められたときに，個人によって使用されるヒューリスティックのことである。この理論

では，アクセスすることが難しい属性を評価するように要求されたとき，個人が同じ実体

のよりアクセス可能な属性の評価をしばしば意識しないで代用すると予測している。この

理論を，資産の公正価値測定の文脈に当てはめると，財務諸表利用者にとって評価するこ

とが難しい質的特性であるレリバンスを評価することを要求されたときに，より評価する

ことが容易な質的特性である信頼性を代用するだろうと予測している。その結果，本当は

高い信頼性ではあるがレリバンスが低い（表 2.3右上のセル）状況であるにもかかわらず，

信頼性が高いがゆえに，それに引きずられてレリバンスも高いと評価してしまう（表 2.3

右下のセルだと誤解してしまう）のではないか，という問題意識である。

この実験研究では，資産の公正価値測定の信頼性の要因は，財務諸表利用者の公正価値

のレリバンスの評価に影響するという仮説を実証している。実験では，ある資産（土地）

の測定値が，能力の高いアナリストによって評価されたものか（信頼性が高い），能力の低

いアナリストによって評価されたものか（信頼性が低い）という点と，いますぐに土地を
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売却するか（レリバンスが高い），長期間土地の売却を予定していないか（レリバンスが

低い），を操作し，仮説が検証されている。実験の結果，属性代替は一方向にしか働かな

かったということが示されている。すなわち，被験者がレリバンスを評価する際に信頼性

を代用していたが，その逆は起こらなかった。このことから，財務諸表利用者は信頼性と

レリバンスを融合していることが考えられ，公正価値測定の文脈で財務諸表利用者が企業

価値評価を行う際に，過度に信頼性にウェイトが置かれているかもしれないということが

示されている。Kadous et al.（2012）は，財務諸表利用者が信頼性を重視していることか

ら，基準設定主体である FASBと IASBが，より公正価値の測定値の信頼性を高める基準

を開発することの重要性を指摘している。また，レリバンスは難しい概念であるため，基

準設定主体はレリバンスの重要性を伝えたいと考えるかもしれないと予想している。要す

るに，この実験は，財務諸表利用者がレリバンスと信頼性を融合していることが企業価値

評価の判断に影響を及ぼすかもしれないということを示唆している。

2.4.4 概念フレームワークに関する実験研究のインプリケーションと発展可
能性

本項では，概念フレームワークに関する実験研究のインプリケーションと，実験研究の

今後の発展可能性について検討する。昨今，概念フレームワークの改正が論点となってい

るが，実験研究は，概念フレームワークの開発にどのように貢献することができるのだろ

うか。制度設計への役立ちを検討する。Kadous et al.（2012） のインプリケーションは，

財務諸表利用者が公正価値の測定値を企業価値評価に利用するときにレリバンスよりも

信頼性にウェイトがあるということであった。これは，意思決定有用性という上位の概念

を 2つの基本的な質的特性に分けて分析することができるということを意味する。言い換

えると，レリバントだが信頼性がない情報や，信頼性はあるがレリバントではない情報を

分析することができる。アーカイバル研究では，意思決定有用性があるかないかを，基準

改正後に事後的に検証することができ，そこで得られた知見が基準改正の際に議論され，

基準設定に役立ってきた。しかし，意思決定有用性がある（またはない）のは信頼性に原

因があるのかレリバンスに原因があるのかまでは明らかにすることはできない。したがっ

て，信頼性とレリバンスのどちらに原因があるのかを明らかにするために実験研究を行わ

なければならないのである。言い換えると，実験研究は内的妥当性が高く，因果関係を直
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接検証することに長けている29）。このように，アーカイバル研究では明らかにすることが

できない論点を実験により検証することで会計学の体系知を補うことこそが実験研究の意

義である。

また，価値関連性を分析するアーカイバル研究では，どうしても事後的な検証にならざ

るをえないという制約が課せられている30）。しかし，実験研究は現実世界の基準改正を待

つ必要はなく，事前検証が可能であるという点が特徴的である。

したがって，実験研究は基準の改正に，よりタイムリーに貢献することができると考え

られる。概念フレームワークは現在，改正作業が行われている。たとえば，2つの基本的

な質的特性であるレリバンスと信頼性の関係は，1989年公表の IASBの概念フレームワー

クではトレードオフが生じうることが記述されていた31）。しかし，2010年改正の IASBの

概念フレームワークでは，レリバンスと忠実な表現は並列関係ではなく，適用プロセスが

規定されている（QC18）。1) まず財務諸表利用者にとって有用な経済的事象を識別し，2)

最もレリバントな情報を識別し，3) その情報を忠実に表現することができるかを決定す

る32）。この考え方は ASBJが 2006年に公表している概念フレームワークとは異なるもの

である。ASBJの概念フレームワークでは，レリバンスと信頼性の間にトレードオフが生

じうることが想定されているからである。したがって，概念フレームワークの改正や国際

比較を考える際に，Kadous et al.（2012）のように，質的特性の関係を明らかにする試み

は，今後も研究対象になると考えられ，実験研究が概念フレームワークの改正によりタイ

ムリーに貢献する余地がある。また，これら 2つの基本的な質的特性と同様に，レリバン

スと忠実な表現以外の質的特性である 4 つの補強的な（enhancing）質的特性も検証する

必要がある。さらに，質的特性の中でも，日本が重視している内的整合性を検証すること

は，日本の立場を説明するうえで意義があるものと思われる。

次に，会計情報の質的特性に関する研究の今後の発展可能性を検討する。Kadous et al.

（2012）では，レリバンスは信頼性と比べて難しい概念であり，市場関係者は，難しい特

性を簡単な特性に置き換えて考えているのかもしれないということが示されていた。しか

し，そもそも，レリバンスを評価することが難しい（ないし無意味である）と判断した場

合，被験者は信頼性しか見ていない（代用ではなく無視している）という可能性がある。

29）実験研究における内的妥当性に関する議論は田口（2013a）を参照。
30）その代わりにアーカイバル研究では，現実世界のデータを分析することができるという特徴がある。
31）レリバンスは有しているが，信頼性を有していない情報は，判断を誤らせる可能性があるとしていた（秋葉,

2014, p. 47）。
32）このプロセスは次に最もレリバントな情報について繰り返す。
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また，まず信頼性を評価し，次にレリバンスを評価したという可能性もある。このような

質的特性を評価する姿勢や順序の問題は，この研究では触れられていない。そこで，たと

えば「信頼性とレリバンスの，どちらを先に評価したのか」を質問することや，アイトラッ

カーによる検証が有効かもしれない。

また，この研究では，謝金は少額の固定給を支払うという実験であったが，これをたと

えば，企業価値評価を行ってもらい，ファンダメンタルバリューに近い人に多くの謝金を

支払うという変動給の実験にすれば，最終的な意思決定の質まで分析することができるか

もしれない。つまり，信頼性は高いがレリバンスは低いという情報を財務諸表利用者が誤

解して，レリバンスも高いと判断してしまった場合に，意思決定の質が低くなるという仮

説を検証するという研究の拡張が考えられる。さらに，監査がない世界の信頼性と，監査

がある世界の信頼性を比較することによって，財務会計と監査論を融合させた研究を行う

ことができるかもしれない。

さて，本項の最後に，この研究でコンテクストとして用いられていた公正価値について

考察する。公正価値に対する批判の一部は，投資家が信頼性とレリバンスを混同している

からである，とする解釈は果たして正しいといえるのだろうか。この点に関し，前述のと

おり，FASBと IASBが 2010年に改正した概念フレームワークでは，レリバンスと信頼性

のトレードオフを考慮しないという改正があったことから，今後は，この規定を根拠に，

公正価値を導入する領域が広がるとも考えられる。しかし，そもそも概念フレームワーク

開発の議論は，公正価値の議論と分けて論じる必要があると考えられる。したがって，公

正価値評価以外の文脈（たとえば原価評価）における質的特性を追検証することによって，

われわれは会計情報の質的特性をより良く理解することができるかもしれない。

2.4.5 概念フレームワークをめぐる近年の動向

本節の最後に，概念フレームワークをめぐる近年の動向を整理しておく。2002年 9月の

ノーウォーク合意により，2004年 10月から始まった IASBと FASBの概念フレームワー

クに関する共同プロジェクトは，一度に全てを置き換えるのではなく，優先順位を定めて

随時改定していくという方法で進められていた。具体的にはフェーズ A からフェーズ H

までの 8つのフェーズに分け，議論が進められていた。

本節でみてきた「財務報告の目的」と「会計情報の質的特性」はフェーズ A であり，

IASBと FASBは共同でディスカッション・ペーパーおよび公開草案を公表し，2010年 9
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月に両ボードにより，これら 2つの章が公表されている（IASB, 2010; FASB, 2010）33）。

しかし，最終的に完了したフェーズはフェーズ A のみであり，その他のフェーズは，

ディスカッション・ペーパーが公表されたフェーズもあるものの，2010年に共同プロジェ

クト自体が中止された。しかし，IASBは 2011年に開催されたアジェンダ協議にて概念フ

レームワークの重要性がコメントされ，2012年 9月から概念フレームワークのプロジェク

トが再開された。なお，今回のプロジェクトは IASB の単独プロジェクトであり，FASB

との共同ではない。そして 2013 年 7 月 18 日に，IASB はディスカッション・ペーパー

（Discussion Paper [DP]）を公表した。今後，提出されたコメントを検討し，2015 年 1–3

月に公開草案（Exposure Draft [ED]）を公表し，最終的な概念フレームワークは 2015年

中に公表することが予定されている。

では，このような近年の動向により，何が問題となるのだろうか。まず，「財務報告の

目的」と「会計情報の質的特性」については，FASBと IASBが共通の概念フレームワー

クとなったことにより，従来は日本の概念フレームワークとの比較対象が 2つ（FASBと

IASB）であったのが，現在は 1つであるという点が挙げられる。これにより，欧米の概念

フレームワークと日本の概念フレームワークは，新章に限っては比較し易くなったといえ

る34）。特に，基本的な質的特性であるレリバンスと信頼性がトレードオフの関係にあるか

否かという論点は，日本と欧米では明確な差異がある。具体的には，ASBJの概念フレー

ムワークでは，両者の間にトレードオフが生じうることが記述されている（第 2章，第 8

項）のに対し，IASBの概念フレームワークでは，トレードオフを不要とする改正を行なっ

ている35）。公正価値の文脈に当てはめると，測定に主観が入るモデルにより見積もられた

会計情報は，高いレリバンスであるが，低い信頼性であるというトレードオフが生じる可

能性があることを ASBJは想定している（第 2章，脚注 3）。しかし，IASBの概念フレー

ムワークでは，「忠実な表現，それ自体が，必ずしも有用な情報をもたらすわけではない」

（QC16, 訳は秋葉（2014）, p. 48を参照）と記述されており，この規定を根拠に，公正価

値の適用範囲が拡大するかもしれない。つまり，今後は日本と欧米の間で，公正価値の取

扱いは対立点となることが予想される。したがって，公正価値を巡る諸問題は未解決の論

33）より厳密には，IASBは 1989年の概念フレームワークを書き換えるという方法により公表し，FASBは SFAC

の 1号と 2号を置き換えて 8号を公表した。
34）ただし，IASB の概念フレームワークが権威ある文献として基準に明示されているのに対し，FASB の概念フ
レームワークは権威ある文献であるとは明示されていないなどという差異は依然として残っている。

35）1989 年公表の概念フレームワークのトレードオフに関する記述が 2010 年改正によって削除されている。な
お，併せて QC16なども参照。
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点であり，今後も他の研究方法と同様に，実験研究によるさらなる検証が予想される。た

とえば，事業資産と金融資産における公正価値の持つ意味の相違などは，実験により新た

に分析することが可能な論点であるといえるだろう。

また，日本と欧米の概念フレームワークの差異に，投資家の意思決定モデルという論点

がある。これは，投資家の意思決定について特定の意思決定モデルを想定していないとい

う点は日本の概念フレームワークだけが明示しているというものである（第 2 章，脚注

1）。そして，Kadous et al.（2012）も，意思決定モデルを特定して実験を行なっているわ

けではなかったという点は重要である。なぜなら，意思決定モデルを特定したうえで実験

を行う方がより豊かな分析ができるのではないか，と考えられるからである。不確実性下

の意思決定モデルは，代表的なものとして期待効用仮説やプロスペクト理論などがある。

それらを前提とした実験こそが，ヒトが会計情報をどのように理解し，意思決定に役立て

ているのかを解き明かすことができるものと考えられる。

2.5 心理実験と経済実験を融合させた制度に関する実験研究の
必要性

前節までの議論で考察してきたように，経済実験は仕組みの検証に主眼が置かれている

ことから，情報の経済学やファイナンスの領域と密接に関係していることがわかる。ま

た，心理実験は，個人の判断と意思決定に主眼が置かれていることから，認知心理学と密

接に関係していることがわかる。

しかしながら，会計学における実験研究では心理実験と経済実験の両者の融合が進展し

ており，両方法論の二分法はより一層困難となっている（上枝, 2012, p. 97; Kachelmeier

and King, 2002, p. 219）36）。この傾向は会計学に限らず，広く社会科学領域一般におい

てもみられるものである。たとえば，公共財供給ゲーム，囚人のジレンマゲーム，独裁者

ゲームなどは，実験経済学と社会心理学の双方において実験研究による知見が蓄積されて

おり，ゲーム理論という共通言語は，各学問分野の統合や対話を可能にしている。

前節までは，実験会計学の先行研究を，心理実験と経済実験に分けて大まかな概要を考

察してきた。本項では，会計学の分野にとらわれず，制度に関する実験研究の先行研究を

36）たとえば，心理実験と経済実験が融合している研究に Bloomfield and Wilks（2000）が挙げられる。また，
田口（2013b）では内部統制監査制度の実験研究を実施する際に心理実験と経済実験を融合することの必要性が
示されており，田口・福川・上枝（2013）では，予備実験を踏まえ，心理データを採取することの必要性が示さ
れている。
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確認することとする37）。制度に関する実験研究は，会計学に隣接する社会科学の各分野，

たとえば経済学，社会心理学，政治学などで既に知見が蓄積されており，それらの先行研

究を正確に理解することは，会計学における制度に関する実験研究を行う際に有用である

と考えられるからである。

前述のとおり，制度に関する実験研究は，社会科学の各分野において様々な設定の研究

が行われてきた。

制度をゲームの均衡であると定義した先行研究に Greif（1994）や Aoki（2001）がある。

「制度とは，ゲームがいかにプレイされるかにかんして，集団的に共有された予想の自己維

持的システムである」（Aoki, 2001, p. 26, 瀧澤・谷口訳, p. 33）。Greif（1994）は，実際に

歴史上起こった制度変容を分析した研究であり，抽象度の高い青木のモデルを具体的な事

例にまで落としこんでいる。具体的には，マグレブとジェノバという地中海の地域の商人

社会における商人と代理人間のエージェンシー問題が，集団主義的戦略と個人主義的戦略

によって解決されていたことをゲーム理論を用いて分析している。そして，その制度変容

に関する論点は，後に渡部・仲間（2006）によって実験社会心理学的に検証されている38）。

ここでいう制度の変容を理解するためのキーワードは共有予想（shared belief）である。共

有予想とは「人々が集合的に形成しているある種の心理特性」（渡部, 2013, p. 153）のこ

とである。渡部・仲間（2006）は，その共有予想がどのように形成され制度が変容するの

か，という問題意識から，実験の途中で情報をフィードバックすることによって共有予想

を操作している。この情報のフィードバック前後では，社会の状態が変化したという。

そして近年，誰が制度を決めるのか，という論点が注目されている。具体的にいうと，

従来の制度に関する実験研究では，ゲームのプレイヤーは第三者から外生的に与えられた

ルールや制度のもとでゲームをプレイしていた。言い換えると，制度やルールが外生変数

となっている実験が多く行われてきたのである。しかし，制度設計や制度の選択自体を

ゲームとして捉え，内生変数化する研究が現れている39）。このように，「ルールや制度の

選択にまつわるゲームを実験室内で研究する研究分野を，制度の内生的選択ゲームとい

う」（川越, 2010, p. 244）。

このように，内生的制度選択を公共財供給ゲームの実験によって分析した研究に上條・

37）なお，ここでいう「制度」とは，会計基準や法律といった明文化されたルール（コードロー）のみならず，慣習
や規範といった明文化されていないルール（コモンロー）をも含む。

38）渡部・仲間（2006）が実験場面として参照したのはジェノバの個人主義的戦略のモデルである。
39）詳細は，川越（2010）第 8章を参照。
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竹内（2007）がある。当該研究が公共財供給ゲームの先行研究と異なるところは，懲罰制

度か報酬制度かを被験者が決定することができるという点である。当該研究では，外生的

に制度が与えられるケースも実験により検証されており，社会的ジレンマ40）の解決には，

懲罰制度の方が報酬制度に比べて有効であるという可能性が示唆されている。さらに，内

生的に制度を選択する際に，投票による多数決か，独裁者による決定か，という処理がな

されており，民主制，独裁制といった制度選択手続きが被験者行動に及ぼす影響が検証さ

れている。実験の結果，「多数決による選択の場合は懲罰制度がより多く，独裁者による

決定の際には両制度が同程度に選択される」（上條・竹内, 2007, p. 36）ことが観察されて

いる。なお，当該実験における制度選択は毎期繰り返し行われており，多数決による民主

制では学習の機会が提供されるが，独裁制では新たな学習の機会が奪われると考察されて

いる（上條・竹内, 2007, p. 37）。

また，近年，会計学の分野においても，「ゲーム理論と実験を用いた制度デザイン研究」

（田口, 2013a, p. 43）である実験比較制度分析の知見が蓄積されている。実験比較制度分

析の会計研究への具体的適用例としては，1) コンバージェンス（Taguchi et al., 2013），2)

監査制度生成（田口・上條, 2012），3) 管理会計チェンジ（田口, 2012c, 2013a）などの論点

が挙げられる。

まず第 1の会計基準のコンバージェンスの問題を論じている田口らの一連の研究では，

当該論点をまずゲーム理論によってモデル化し，そこから得られる予想を経済実験によっ

て検証するという手法が用いられている。具体的には，田口（2009, 2011）において，a)

コンバージェンスによって会計基準が共有化されることによって会計情報の比較可能性が

高まり，各国が便益を得られるという点と，b) 各国が複数基準の中から自国の基準を選択

するという点をゲーム理論によってモデル化し，コーディネーション問題として捉えてい

る41）。田口（2011）の基本モデルの分析では，パレート最適ではあるが公平ではない 2つ

の均衡と，公平ではあるがパレート最適ではない 1つの均衡の，合計 3つのナッシュ均衡

の存在が示されている。また，第 2 のケースのモデル分析では，IASB がいうところの 1

組の質の高い国際的な財務報告基準を反映した分析がなされている。それによると，コン

バージェンスというナッシュ均衡の他に，各国が現状を維持するというナッシュ均衡も存

40）社会的ジレンマとは，「個人にとっての利益と 3者以上からなる集団全体との利益が対立する事態」のことであ
る（亀田・村田, 2000, p. 85）。詳細は Dawes（1980）を参照。会計学における社会的ジレンマの実験研究に
Grant, Bricker, and Shiptsova（1996）がある。田口（2013c）も併せて参照。

41）なお，各プレイヤーが初期採用システムから移行する場合は移行コストがかかると仮定されており，これは制
度への慣性（inertia）を表現したものである。
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在し，複数均衡となっている。

Taguchi et al.（2013）では，上記の基本モデルを経済実験によって検証している。実験

の結果，IFRSへのコンバージェンスを意味する公平な均衡は全く達成されなかったこと

が報告されている（0%）。また，既存基準（米国基準など）へのコンバージェンスを意味

するパレート最適な均衡の達成率も低く（計 47.35%），理論の予測とは異なる結果となっ

ている。さらに，Taguchi et al.（2012）では，上述の第 2のケースの実験も示されている。

それによると，あるプレイヤーが IFRSを導入してコンバージェンスを進めようとしてい

るのに，もう一方のプレイヤーが自国基準を採用し続けるという状況が全体の 44.00%で

あり，最も多かった。この結果は，IASB が開発する IFRS がたとえ高品質であったとし

ても，コンバージェンスは達成されない可能性があることを示唆している。

また第 2の監査制度の生成の問題を論じている田口・上條（2012）では，監査を信頼ゲー

ムと捉えることによって当該論点を検証している42）。具体的には，信頼ゲームでいうとこ

ろの送り手と受け手の関係を，送り手を投資家（ないし株主），受け手を経営者とみなし

て監査の文脈に応用している。通常の信頼ゲームでは，送り手が初期保有額の一部または

全部を受け手に分け与える額が 3 倍され，その 3 倍というのは共有情報である（以下，e

倍と呼ぶ）。しかし，監査の文脈では，e倍されるという情報は経営者の私的情報であり，

それを共有知識とすることができる監査オプションをゲームに組み込むことによって，監

査という制度の生成を描いている。すなわち，経営者が監査オプションを行使し，外部監

査を受け，eの値を共有知識とする場合を米国型条件と呼び，投資家が監査オプションを

行使し，外部監査を受け，eの値を共有知識とする場合を英国型条件と呼んで，両者を比

較している。eの値が共有知識であるか否かは利得に影響を及ぼさないことから，理論の

予測では両条件に差異はない。しかし，実験の結果，監査オプションの行使率が，英国型

条件ではほぼ変化しなかったのに対し，米国型条件では大きく上昇したことが報告されて

いる。また，監査オプションが行使された場合は，米国型条件では英国型条件と比べて送

り手（すなわち投資家）の投資額が大きくなること，さらに，投資家の投資利益率（ROI）

は，監査オプション行使・非行使いずれの場合でも，英国型条件が米国型条件を上回って

いることが報告されている。

最後に第 3 の管理会計チェンジの問題を論じている田口（2012c）では，比較制度分析

42）信頼ゲームの詳細は Camerer（2003）2.7を参照。Berg, Dickhaut, and McCabe（1995）によって考案さ
れたことから BDMゲームとも呼ばれている。
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の視点から管理会計システムの変化が分析されている。当該研究では，管理会計システ

ムと他のドメイン（業績評価システム，組織デザイン，経営戦略など）の間に制度的補完

性43）があると捉えている。そして，管理会計システムの選択というゲームと他のドメイン

の選択というゲームが同時進行し，さらに両者の相乗効果を考慮したメタ・コーディネー

ションゲームによって分析がなされている。田口（2012c）では，同時手番の基本モデルの

他に逐次手番の extensiveモデルが分析されており，後者では，管理会計システムと他の

ドメインの相乗効果が大きい場合には管理会計チェンジが生じることが示されている。ま

た，当該研究では extensiveモデルの予備実験の結果が記されており，理論の予想通り管

理会計チェンジの傾向がみられる。しかし，その被験者行動の心理的解釈については本実

験における重要な検討課題である旨が記されている。

このように，会計学における制度に関する実験研究は，他の社会科学領域の実験研究と

比較して少数であり，今後の発展可能性が期待される分野である。本稿では，次章以降で，

制度に関する実験研究を計画し実施するという一連の流れをつうじて，その意義を明らか

にする。

2.6 小括

本章では，実験会計学の概要と先行研究を確認した。まず，実験会計学には大きく 2つ

に分けて心理実験と経済実験があるという全体像を示した。方法論に関するサーベイ論文

を手がかりに，実験会計学のメインストリームは心理実験であることを確認した。また，

先行研究から心理実験と経済実験の特徴を見出すために，心理実験と経済実験の実験デザ

インの典型例を示したうえで，両者の意義を論じた。実験デザインからもわかるように，

心理実験は，個人の判断と意思決定を分析することができるという強みを有し，経済実験

は，制度のパフォーマンスを測ることができるという強みを有している。

そして，財務会計の概念フレームワークに関してどのような実験を行うことができるの

かという具体的な事例をつうじて，会計学に対する実験研究の貢献の可能性を論じた。そ

こでは，「財務会計の目的」といった仕組みを検証すべき論点には経済実験が有用であり，

「会計情報の質的特性」といった判断と意思決定の検証には心理実験が有用であることを

43）制度的補完性とは，ある制度によって他の制度が強固になるという関係性のことである。すなわち，「1つの経
済の中で一方の制度の存在が他方の制度の存在事由となっているような場合，両者は制度的補完の関係にある」
（青木・関口・堀, 1996, p. 35）という。
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示した。第 6章で経済実験を行うことから，論文全体のバランスを考慮し，現在の実験会

計学のメインストリームである心理実験の近年の先行研究である Kadous et al.（2012）を

レビューした。そのうえで，概念フレームワークに関する実験研究のインプリケーション

と発展可能性として，実験研究は内的妥当性が高く，因果関係を直接検証することに長け

ていることから，データの入手に制約のあるアーカイバル研究では明らかにすることがで

きない論点を実験により検証することで，会計学の体系知を補うという意義があることを

示した。また，アーカイバル研究では，どうしても事後的な検証にならざるをえないとい

う制約が課せられているが，実験研究は現実世界の基準改正を待つ必要はなく，事前検証

が可能であるという点も重要な意義である。本稿では，第 6章にて事前検証性を活かした

実験を行う。

さらに，心理実験と経済実験を融合させた研究の必要性を指摘し，会計学における制度

に関する実験研究である実験比較制度分析の先行研究を簡潔にレビューし，制度に関する

実験研究の必要性を論じた。実験の強みである事前検証性を活かすためにも，制度に関す

る実験研究の蓄積は不可欠である。
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第 3章

実験会計学における実験計画に関す
る諸論点

本章の全体像� �
3.1　はじめに：問題の所在
3.2　実験のねらいと依拠する理論的体系
3.3　金銭的動機付けとコンテクスト
3.4　小括

� �
〈キーワード〉実験計画，実験のねらい，金銭的動機付け，コンテクスト

3.1 はじめに：問題の所在

前章では，実験会計学の概要と先行研究をみてきたが，本章では，具体的な実験デザイ

ンについて確認しよう1）。実験デザインにおいて検討すべき論点は数多く存在するが，第

4章以降の問題に対し適切な実験計画をデザインするという観点から，ここでは特に実験

のねらいに即して整理することにする。

3.2 実験のねらいと依拠する理論的体系

実験を計画する研究者（以下，実験者という）が依拠する理論的体系は，当該研究が何

を明らかにしようとしているのかに依存する。すなわち，制度を比較すること（制度論）

が目的であるのか，個人を比較すること（手続論）が目的であるのか，といった研究の目

的に応じて，経済学（ゲーム理論，契約理論，情報の経済学など）に依拠するのか，それと

1）本章の一部は，廣瀬（2014a）を大幅に加筆・修正したものである。
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も認知心理学に依拠するのかが変わってくる。経済学に依拠した先行研究は，財務会計で

は Chow et al.（1996），上枝（2007a），Taguchi et al.（2013）など，管理会計では Dejong

et al.（1989）など，監査論では Grant et al.（1996），加藤（2001）などがある。また，心

理学に依拠した先行研究は，財務会計では Kadous et al.（2012）など，管理会計では Lipe

（1993），福島・妹尾・新井（2013）など，監査論では Fukukawa and Mock（2011）などがあ

る2）。これらの先行研究が依拠している理論的体系をみると，経済実験では，Chow et al.

（1996）や上枝（2007a）は完全開示モデルおよび開示コストモデル（情報の経済学）を，

Taguchi et al.（2013）はコーディネーション・ゲーム（ゲーム理論）を，Grant et al.（1996）

は公共財供給ゲーム（ゲーム理論）を，加藤（2001）はシグナリング・ゲーム（ゲーム理論）

の数理モデルを検証している。また，心理実験では，Kadous et al.（2012）は属性代替を，

Lipe（1993）は心理会計を，福島・妹尾・新井（2013），Fukukawa and Mock（2011）はフ

レーミング効果を検証している。これらを要約したものが以下の表 3.1から表 3.6である。

経済実験
文献 論点 理論

Chow et al.（1996） ディスクロージャー 完全開示モデル，開示コストモデル
財務会計 上枝（2007a） ディスクロージャー 完全開示モデル，開示コストモデル

Taguchi et al.（2013） コンバージェンス コーディネーションゲーム

表 3.1 財務会計における経済実験に関する先行研究

心理実験
文献 論点 理論

財務会計 Hirst and Hopkins（1998） 包括利益 フレーミング効果
Kadous et al.（2012） 概念フレームワーク 属性代替

表 3.2 財務会計における心理実験に関する先行研究

表 3.1は，財務会計における経済実験に関する先行研究の論点の例である。表 3.1から，

ディスクロージャーやコンバージェンスといった複数人の相互依存的な状況（相手プレイ

ヤーの出方をうかがって自分の意思決定を選択するような状況）における意思決定問題の

2）ただし，以下の表で掲げた先行研究は，数ある文献の中の一部である。なお，税務会計およびガバナンスの分野
の実験研究も存在する。この点に関しては，Bonner（2008）や山地・後藤（2005）などを参照。
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経済実験
文献 論点 理論

管理会計 Dejong et al.（1989） 内部振替価格 エージェンシー理論

表 3.3 管理会計における経済実験の先行研究

心理実験
文献 論点 理論

管理会計 Lipe（1993） 原価差異分析 心理会計
福島・妹尾・新井（2013） ミニプロフィットセンター フレーミング効果

表 3.4 管理会計における心理実験の先行研究

経済実験
文献 論点 理論

監査論 Grant et al.（1996） 自己規制 公共財供給ゲーム
加藤（2001） 監査制度 シグナリング・ゲーム

表 3.5 監査論における経済実験の先行研究

心理実験
文献 論点 理論

監査論 Fukukawa and Mock（2011） リスク評価方法 フレーミング効果

表 3.6 監査論における心理実験の先行研究

解明（すなわち制度，仕組み，構造の解明）を目指す研究は，経済実験を採用しているこ

とがわかる。それらで検証されているモデルは，情報の経済学やゲーム理論の分野で分析

されているものを会計の文脈にアレンジしたものであり，数理モデルによる理論の構築と

実験による検証がうまく噛み合っている様子が伺える。このことから，分析的研究と実験

研究は親和性が高いことがわかる。

たとえば，具体的には，Chow et al.（1996）では，1名の経営者と 3名の投資家という 4

人 1組の市場が設定されているが，経営者役の被験者と投資家役の被験者では利害が対立

しており，相手プレイヤーがどのような意思決定を行うのかを予想して自らの意思決定を

選択するという相互依存的な状況になっている（図 3.1参照）。また，Chow et al.（1996）

の実験では，図 3.1および図 3.2のように，1つのセルに複数の市場が設定されていること
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から，各セルを比較することによって，市場の仕組みを明らかにしようとしていることが

わかる。実験は，他の条件を一定にして，ある 1つの独立変数だけを操作し，比較するこ

とが重要であり，経済実験では仕組みを比較しているといえる。
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図 3.1 Chow et al.（1996）の実験デザイン：経営者と投資家の相互依存的な状況

出所：Chow et al.（1996）を参考に筆者が作成。
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図 3.2 Chow et al.（1996）の実験デザイン：各セルの比較

出所：Chow et al.（1996）, FIGURE 1, p. 138を筆者が一部簡素化。

あくまで，経済実験の背後には，経済学のモデルがあり，経済学のモデルは複数人の相

互依存関係を取り込んでおり，その相互依存的関係の行き着く先としての均衡がある。そ

して，その均衡の妥当性を検証するのが経済実験である。

他方，心理実験の背後には，心理学の様々な理論がある。たとえば意思決定バイアスな

どがあり，これは個人単体の意思決定における一定の心理的傾向をあらわすものであり，

相互依存的関係を描写するものではない。その心理的傾向があるかないかを検証するのが

心理実験である。

– 37 –



たとえば，具体的には，Hirst and Hopkins（1998）は，被験者は全員投資家の役割とし

てタスクを実行するというデザインとなっている3）。ここでは，経済実験とは異なり，自

身の意思決定は他者の意思決定に依存しない。このように，心理実験では，被験者にケー

スを読んでもらった上で意思決定を要求するというタスクを実行することが一般的であ

り，相手プレイヤーの出方をうかがって意思決定を行うことは実験計画上，想定されてい

ないことが一般的である（図 3.3参照）。また，Hirst and Hopkins（1998）では，表 3.7の

ように，各セルは 1つのケースを示しており，各セルを比較することによって，個人の意

思決定を明らかにしようとしていることがわかる。これは前述の経済実験とは異なる点で

ある。実験は，他の条件を一定にして，ある 1つの独立変数だけを操作し，比較すること

が重要であり，心理実験では個人の判断と意思決定を比較しているといえる。

図 3.3 心理実験の実験デザイン

包括利益を表示
する損益計算書

包括利益を表示する
株主持分変動計算書

包括利益を表示
しない損益計算書

利益マネジメントあり EM−CI−IS EM−CI−SCE EM−No−CI

利益マネジメントなし NEM−CI−IS NEM−CI−SCE NEM−No−CI

※注 EM＝Earnings Management, NEM＝No Earnings Management, CI＝Com-
prehensive income, IS＝Income Statement, SCE＝Statements of Changes in
Equity

表 3.7 Hirst and Hopkins（1998）の実験デザイン

出所：Hirst and Hopkins（1998）を参考に筆者が作成。廣瀬（2012）, 第 5表, p. 64。

なお，人間観については，心理実験では限定合理性に拠って立つ。経済実験では 1990年

3）この点が経済実験と大きく異なる点である。心理実験の場合，財務会計では投資家の役割として，監査論では
監査人（公認会計士）の役割として意思決定を行うデザインの先行研究が多い。
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代は経済合理性（合理的経済人）の観点に拠って立つ研究がほとんどであったが，2000年

頃から，経済実験の結果を限定合理性の観点から分析した研究も現れるようになった4）。

このような経済実験と心理実験が融合した実験は，今後より発展することが予想される。

3.3 金銭的動機付けとコンテクスト

上記の経済実験か心理実験かという点は，金銭的動機付けやコンテクストの問題とも大

きく関連する。

実験を実施する際に，被験者に金銭的報酬を支払うか否かという点が論点となってい

る5）。経済実験が拠り所としている実験経済学では金銭的報酬を設定することは必須であ

るとされているのに対し，心理実験が拠り所としている認知心理学，社会心理学，実験心

理学では金銭的報酬の設定は必ずしも必須ではない。経済実験における謝金の設定は実験

における被験者のパフォーマンスに応じて設定され，被験者ごとに謝金の支払金額が計算

されるのに対して，心理実験では参加者報酬として固定給が支払われるか，無報酬（ボラ

ンティア）で実験に参加してもらうことが多い。

実験経済学において謝金の支払いが必須とされている根拠は，被験者の選好を統制する

ためである。Smith（1976, 1982）では，統制の十分条件として 5 つ提示されており，実

験経済学では，それらの要請を満たすことが要求されている。なお，この論点について

Guala（2005）は，科学哲学の観点から実験経済学を批判的に検討している。

会計学における経済実験においても，金銭的動機付けは実験計画上，重要視されており，

たとえば，上枝（2007a, p. 5）では，Chow et al.（1996）の実験が，行動の違いによる報

酬額の差が出にくいデザインであったことを問題視している。

また，実験をデザインする際に，コンテクスト（実験の中の文脈）ありの実験環境を設

定すべきか，コンテクストなし（以下，コンテクストフリーともいう）の実験環境を設定

すべきかが問題となる。経済実験ではコンテクストはない方が良いとされているのに対し

て，心理実験ではコンテクストはある方が良いとされている。コンテクストの有無とは，

例えば図 3.4のように「投資家」と呼ぶ（コンテクストあり）か，図 3.5のように「受け手」

と呼ぶ（コンテクストなし）かの違いである。

4）なお，利得最大化を目指す合理的経済人以外の行動仮説には，互恵性（reciprocity），不平等回避（inequality

aversion），功利者（utilitarian），利他者（altruist）などがある（西條, 2014）。
5）金銭的動機付けは，単に「インセンティブ」とも呼ばれる。
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図 3.4 コンテクストありの実験デザイン
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図 3.5 コンテクストフリーの実験デザイン

会計学における経済実験に関するコンテクストの論点については，会計のコンテクスト

を入れてこそ会計学の研究足り得るとする見解（山地, 2008）と，コンテクストを排し中

立的な用語を使用すべきであるとする見解がある（Berg, 1994）。

この点に関し，隣接分野における議論を確認しておくと，実験経済学ではコンテクスト

を排することに重きを置いている。その根拠は，コンテクストを排しないと価値誘発理論

（Smith, 1976, 1982）の優越性6）に抵触するからである7）。「経済学の理論は普遍性を目指

している」という前提に立った場合，経済理論を検証する実験は，コンテクストを排して

無色透明な実験環境を構築することは自然な流れである。

他方，心理実験では，特定の状況における特定の意思決定者の特定の行動を捉える点に

主眼があるため，むしろコンテクストを積極的に入れることが望ましい。

以上のように，経済実験を採用するか，心理実験を採用するかで，コンテクストを入れ

るべきか否かは変わってくる。

しかしながら，これに対して，コンテクストに関する様々な議論がある。たとえば，政

治学においては，コンテクストを入れた方が良いとする見解もある。「政治学においては，

理論・仮説構築の出発点からコンテクストの存在は明示的に考慮され，重要視される」（清

水・遠藤, 2013, p. 174）ようである。その根拠は，政治学では，実現可能性の高い政策や

制度を提案することが望まれているからである。清水・遠藤（2013, p. 195）では，政策提

言や制度構築をつうじて現実世界とのかかわりを持とうとするのであれば，価値誘発理論

6）優越性とは，被験者の選択は実験報酬以外の要因に左右されてはならない，という要請である（Smith, 1976,

1982; 川越, 2007）。
7）なお，政治学では，APSR（American Political Science Review）をサーベイしたDruckman et al.（2006）
によると，実験室実験のうち価値誘発理論にもとづいてデザインされた経済実験は約半数である。
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に抵触してでもコンテクストを付与すべきであると主張されている。

会計学も政治学と同様，現実世界に近い学問であることを鑑みると，上記の議論は興味

深く，会計においてコンテクストは，極めて重要であると考えられる。ただし，コンテク

ストなしの実験結果とコンテクストありの実験結果とを峻別する必要があるように思わ

れる。すなわち，コンテクストを重視するとしても，一旦コンテクストなしの経済実験を

行ったうえで，それとは別にコンテクストありの経済実験を行い，両者の結果を比較する

ことで，コンテクストが実験結果にどのような影響を及ぼしているのかを観察することが

できる。よって，1つの経済学的な仮説について，2つの実験（コンテクストありとコンテ

クストなし）を行うことがほんらい的には望ましいといえる。

3.4 小括

本章では，具体的な実験デザインに関する諸論点について確認した。実験デザインにお

いて検討すべき論点は数多く存在するが，第 4章以降の問題に対し適切な実験計画をデザ

インするという観点から，特に実験のねらいに即して整理を行った。

まず，実験を計画する際に依拠する理論体系は，実験のねらいによって異なることを示

した。すなわち，実験によって，制度を比較することがねらいなのか，それとも，個人を

比較することがねらいなのか，によって，経済実験と心理実験のいずれかを選択すること

になる。本章では，具体的な先行研究でどのような論点がどのような理論に依拠している

のかを簡潔に示した。それによると，複数の相互依存的な状況における意思決定問題の解

明（制度，仕組み，構造の解明）を目指す研究は，経済実験を採用し，個人単体の判断と

意思決定の問題の解明を目指す研究は，心理実験を採用していることがわかった。特に，

数理モデル分析を行う分析的研究は，経済実験との親和性が高いことがわかった。

次に，金銭的動機付けについて，経済実験を計画するのであれば，変動給の謝金の支払

いを行うことが望ましいことを示した。それに対して，心理実験では，謝金の支払いは必

須ではなく，固定給や無報酬（ボランティア）で実験に参加してもらうことが多いことを

示した。

そして最後に，コンテクストについては，会計学においては見解が分かれているという

状況である。ただし，実験室による経済実験をデザインするのであればコンテクストフ

リーの実験をデザインすることが無難である。ただし，現実世界に近い学問であるという

会計学との共通点をもつ政治学においては，コンテクストありの実験も行われていること
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から，1つの経済学的な仮説について，2つの実験（コンテクストありとコンテクストな

し）を行うことがほんらい的には望ましいといえる。

Guala（2005, 川越訳, p. 348）は，「普遍的な方法論的標準を課す試みは，その学問分野

に否定的な効果をもたらしがちである」として，実験経済学において金銭的動機付けが必

須とされていることを批判的に検討している。金銭的動機付けやコンテクストに限らず，

会計学における実験研究では，実験心理学や実験経済学ほど方法論的標準が確立されてい

ないことから，今後，実験研究が増加するにつれて，本章で検討した論点が議論されるこ

とが予想される。

なお，本章では会計学以外の社会科学領域の文献も参照しつつ実験計画上の諸論点を検

討したが，論文全体の主題集約性の観点から触れることのできなかった論点も残されてい

る。たとえば，学生を被験者とするか，実務家や一般人を被験者とするか，といった被験

者の属性の選択基準，実験タスクを反復するか否か，デセプション，被験者内計画か被験

者間計画か，二重盲検法8）を実施するか否か，同一メンバーで実験を行うのか，またはラ

ウンドごとに異なるメンバーで実験を行うのか9），逐次的に実験が進行するのか，または

あらかじめ選択可能な戦略が提示されて一括して意思決定を行うのか10），パーソナリティ

（ジェンダー，人種，年齢，文化），心理実験で重要視されている実験後の面談，デフリー

ディングなどは重要な論点である。これらの論点のうち，筆者が実施した実験研究に関連

するものは，第 6章で議論することとする。

8）二重盲検法とは，「被験者には行動に影響を与えうる実験条件の意味について知らせないのは当然のこととし
て，実験を実施する実験者も実験条件の被験者への割り当てや，実験条件によって期待しうる行動を知らない
条件で実験が実施される」（川越, 2007, p. 36）方法のことである。

9）繰り返しゲームのときに，同じペア・グループ・メンバーで実験を行うことを partner matching，ラウンドご
とに異なるペア・グループ・メンバーで実験を行うことを stranger matchingという（川越, 2007, p. 44）。

10）「自分の手番が来た時点で選択可能な戦略の中から選択すること」を sequential method，「事前に全ての意思
決定ノード上での選択を指定すること」を strategy methodという（川越, 2007, p. 45）。
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第 4章

公認会計士試験合格者と監査法人の
就職・採用活動：現状の背景説明と経
済学的アプローチの必要性

本章の全体像� �
4.1　はじめに：問題の所在
4.2　公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動の現状の分析
4.3　経済学的アプローチの必要性：マッチング理論とは何か
4.4　マッチング理論の応用可能性
4.5　小括

� �
〈キーワード〉就職・採用活動，合格者の未就職者問題，経済学的アプローチ，メカニ

ズムデザイン，マーケットデザイン

4.1 はじめに：問題の所在

公認会計士試験は，医師試験，司法試験と並んで称される日本で最難関の 3大国家資格

の 1つである（日本公認会計士協会, 2012a）1）。近年，公認会計士試験受験者（以下「受験

者」という。）および公認会計士試験合格者（短答式試験と論文式試験の 2 つの試験に合

格した者である。以下「合格者」という。）の未就職者問題が社会問題化した。たとえば，

日本経済新聞では，2009年度から 2011年度にかけて，「会計士の「卵」就職浪人 900人」

（2010年 1月 26日朝刊），「公認会計士就職浪人 4割」（2011年 2月 22日朝刊），「会計士就

職難が深刻 1500人「浪人」に」（2011年 10月 20日朝刊）などと取り上げられている。

1）本章の一部は，廣瀬（2013a）を大幅に加筆・修正したものである。
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ここで，公認会計士試験制度における受験者および合格者の就職・採用活動には，一般

事業会社や公務員などの就職・採用活動，あるいは他の国家資格である医師や弁護士の制

度とは異なる固有の問題が存在する。特に近年，合格者であるにもかかわらず監査法人に

就職することができないという，いわゆる公認会計士試験合格者の「未就職者問題2）」（町

田, 2012, p. 12）によって，その問題点が顕在化した。公認会計士資格を取得するために

は，試験の合格に加え，一定の実務経験を要するが，当該実務経験を積むための職種に就

くことができない者（試験には合格したものの，実務経験を積めないため資格を得ること

ができない者）が発生し，八田（2012）などによって制度の欠陥が指摘されている。この

問題に対し，所轄官庁である金融庁，日本公認会計士協会などでは論点となり議論されて

いるものの，学術的な議論および先行研究はほとんど存在しないという状況である。

そこで，より広い視点から，公認会計士試験制度（ひいては公認会計士という資格制度）

そのもののデザインを設計するという視点が必要である3）。第 4章から第 6章では，どの

ような運営方式（経済学で「メカニズム」と呼ばれているもの）にもとづいて就職・採用活

動ないし採用活動が行われることが社会的に望ましいのか，という制度設計の観点から，

就職・採用活動問題を分析する4）。就職・採用活動のルールは，法人と合格者のマッチング

を形成するための制度5）であり，その市場を分析することには意義があるといえる。具体

的に本章では，後述するマッチング理論の応用を視野に入れた論点の整理を行う。

4.2 公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動の現状
の分析

本節では，公認会計士試験受験者の就職・採用活動問題に関する現状を分析する。まず，

公認会計士試験合格者の未就職者問題の概要を確認する。次に，その問題の原因と考えら

2）本稿では，合格者のうち就職していない者という意味で，未就職者という用語を用いる。待機合格者（公認会計
士制度に関する懇談会, 2010）ないし会計士浪人（日本経済新聞, 2011年 11月 2日）と呼ばれることもある。

3）監査制度のデザインに関する先行研究に加藤（2005）がある。また，監査制度に関するその他の論点は町田・
松本編著（2012）を参照。なお，資格制度に関する未解決の論点として，「資格の相互承認」というものがあ
る。国際会計士連盟（International Federation Accountants : IFAC）が公表している国際会計教育基準
（International Accounting Education Standards for Professional Accountants : IES）との整合性を満
たさない日本の公認会計士試験制度は，環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）や自由貿易協定（FTA）の交渉
に影響を及ぼす可能性がある。

4）なお，本稿は「公認会計士試験合格者の未就職者問題」のみを扱っているわけではない。単に就職することがで
きるか否かではなく，合格者と監査法人が望ましいマッチングとなる制度設計を目指している。詳しくは後述
する。

5）本稿では，「制度」を，フォーマルなルールである法律のみならず，インフォーマルなルールである慣習などを
も含めて捉えている。
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れる監査法人と合格者の需給バランス（採用者数の減少と合格者の急増）を過年度に実施

された試験などのデータにより確認する。そして，金融庁と日本公認会計士協会を中心

に，関係者が講じている主な対応策を概説する。

4.2.1 公認会計士試験合格者の未就職者問題の概要

ここでは，合格者であるにもかかわらず実務経験を積むための就職先に就職することが

できないという，いわゆる公認会計士試験合格者の「未就職者問題」の概要を確認する。

まず，ここでいう未就職者問題は，現在，日本において社会問題化している一般企業など

への未就職者問題とは問題の内容が異なる。また，他のプロフェッションに関する国家試

験である医師試験および司法試験には存在しない公認会計士試験に固有の問題である。こ

れら他の労働市場における問題とは異なる公認会計士試験の未就職者問題における固有

の問題は，単に職に就くことができないという問題にとどまらず，試験に合格したにもか

かわらず資格が付与されないという点にある。というのも，公認会計士という資格を得

るためには，単に試験に合格するのみではなく，2年間の実務経験等および 3年間の実務

補習6）が必要であるからである（公認会計士法第 15条，16条）。ここでいう実務経験等と

は，業務補助（監査証明業務7）について公認会計士又は監査法人を補助）と実務従事（財務

に関する監査，分析その他の実務に従事）8）のことである。監査法人9）に就職した場合は業

務補助となり，一般企業などに就職した場合は実務従事となる。一般企業への就職者率は

2009年は 2.0%，2010年は 6.4%，2011年は 8.1%と推移しており（金融庁・日本公認会計

士協会, 2012），徐々に増加しているものの，そこで従事する業務が実務経験の要件に該当

するか否かは，当局に相談して初めてわかるという状況にある（公認会計士試験制度に関

する懇談会, 2010）。すなわち，一般企業などでの実務従事を経て公認会計士となる道は，

以前より開かれつつあるが，依然として合格者の選好順位としては低い選択肢であるとい

6）実務経験（業務補助等）の期間が２年以上ある者については，１年又は２年に短縮が可能とされている。
7）公認会計士法第 2 条第 1 項は「公認会計士は，他人の求めに応じ報酬を得て，財務書類の監査又は証明をする
ことを業とする」と定めている。これは「監査証明業務」といわれ，公認会計士のみに与えられた独占業務であ
る（公認会計士法第 47条の 2）。なお，監査証明については金融商品取引法第 193条の 2を参照。

8）具体例として，事業会社における決算，予算実績管理，工場経理，株式公開準備，コンサルティング会社におけ
る他社財務分析，他社決算の受託，金融機関における法人融資，官公庁における国税調査，会計検査，原価計
算，財務分析，などがある（金融庁・日本公認会計士協会, 2012）

9）監査法人とは，公認会計士が公認会計士法の規定にもとづいて設立する法人のことである（公認会計士法第 34

条の 2の 2）。
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える10）。さらに，合格者に対する企業のニーズは多くはなく，合格者を採用しても，「将

来資格を取得した際には退社してしまうのではないかという危惧等」（山崎, 2011, p. 4）

もある11）。そのため，合格者の大半は監査法人への就職を目指すという現状である12）。

ここで，2009年頃から 2011年にかけて社会問題となった合格者の未就職者問題をデー

タで確認しよう。2011 年 4 月 9 日時点における「求職登録し求職活動中の試験合格者」

は 1,100人であった（日本公認会計士政治連盟, 2012）13）。表 4.1より，2011年度の合格者

1,447人のうち，37.25%の 539人が，2012年 4月時点において求職活動中であったという

ことがわかる。また，1,100人の内訳を見てみると，表 4.2より，30歳未満は計 721人であ

り，20代が全体の約 65%を占めている。

ではなぜこのような事態となったのか。以下では，需要と供給の観点から考察する。

合格年 合格者数（人） 求職活動中（人） 割合（%）
2006年（平成 18年度）以前 43

2007年（平成 19年度） 2,695 73 2.71

2008年（平成 20年度） 3,024 92 3.04

2009年（平成 21年度） 1,916 115 6.00

2010年（平成 22年度） 1,923 238 12.40

2011年（平成 23年度） 1,447 539 37.25

合計 1,100

表 4.1 2011年 4月時点における試験合格年度別の求職活動者数

出所：日本公認会計士政治連盟（2012）, 表 1。

10）2009年の合格者に対して金融庁が実施したアンケート調査によると，監査法人に就職・採用活動を実施した者
は全回答者の 94% であり，監査法人以外に就職・採用活動を実施した者は全回答者の 10% である（金融庁,

2010）。
11）金融庁が上場企業に対して行ったアンケート調査によると，合格者を募集したことがない企業が，その理由と
して，「資格取得後に辞める可能性があると考えられる」と回答した企業は 24%（684社中 166社）である（金
融庁, 2012a）。

12）合格者にとっては，一般企業などに就職したくないという消極的な理由と，監査法人に就職したいという積極
的な理由があることに留意する。

13）なお，生活をしていかなければならないということで，会計の道から外れて就職していく者もおり，それは既就
職者になるので，合格者のうち公認会計士になれていない者はさらに多いのかもしれないとの意見がある（八
田, 2012, p. 49）。
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年齢 人数（人）
20歳以上 25歳未満 313

25歳以上 30歳未満 408

30歳以上 35歳未満 236

35歳以上 40歳未満 96

40歳以上 47

1,100

表 4.2 求職活動中者の年齢別人数

出所：日本公認会計士政治連盟（2012）, 表 2。

4.2.2 監査法人と合格者の需給バランス：採用者数の減少と合格者数の急増

表 4.3 は，試験年度別の 4 大監査法人（Big 4）14）の採用者数と未就職率である。なお，

2010年と 2011年のデータは，中小監査法人15）の採用者数，約 100人が含まれた数である。

なお，2012年度の採用者数は日本経済新聞による予測値であり，N/Aはデータが入手で

きなかったものである16）。

表 4.3によると，2006年（平成 18年）の未就職率は 0.0%となっているが，この年は新

試験制度が導入され，公認会計士試験が現行の試験制度となった年である。また，旧試験

制度時代であっても，2003年（平成 15年）には 33.4%もの未就職者が発生していること

がわかる。しかし，旧試験制度時代には公の場では取り上げられることが少なかった未就

職者問題が，新試験制度以降では公認会計士協会や金融庁をはじめ，新聞などでも議論さ

れるような社会問題となった。また，「改革した公認会計士制度には，ほころびが出たわ

けだから，緊急避難的でも，制度に責任を有する国が責任をもって取り組むべき課題であ

る。」（八田, 2012, p. 49）との意見もある。では，なぜこのような事態となったのか。その

理由はいくつか想定されるが，この問題の背景の 1つに，新試験制度の存在がある。

14）4大監査法人とは，日本における代表的な 4つの監査法人（有限責任あずさ監査法人，あらた監査法人，新日本
有限責任監査法人，有限責任監査法人トーマツ（あいうえお順））である。それらはいずれも世界的な会計事務
所（KPMG，PricewaterhouseCoopers，Ernst & Young，Deloitte Touche Tohmatsu）と提携している。

15）仰星監査法人，京都監査法人，三優監査法人，太陽 ASG監査法人，東陽監査法人，優成監査法人，などは中堅
監査法人と呼ばれることがある（日本経済新聞朝刊, 2009年 12月 5日）。

16）合格者数は，短答式試験受験者のうち合格した者の数であり，旧 2次試験合格者を除いている。
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年度 合格者数 採用者数（人） 未就職率（%）
2001年（平成 13年） 961 889 7.5

2002年（平成 14年） 1,148 1,018 11.3

2003年（平成 15年） 1,262 840 33.4

2004年（平成 16年） 1,378 1,096 20.5

2005年（平成 17年） 1,308 1,275 2.5

2006年（平成 18年） 1,372 1,734 0.0

2007年（平成 19年） 2,695 2,442 9.4

2008年（平成 20年） 3,024 2,060 31.9

2009年（平成 21年） 1,916 1,087 43.3

2010年（平成 22年） 1,923 900 53.2

2011年（平成 23年） 1,447 780 46.1

2012年（平成 24年） 1,301 950 17.8

2013年（平成 23年） 1,149 N/A N/A

2014年（平成 23年） 1,076 N/A N/A

表 4.3 試験年度別の 4大監査法人の採用者数と未就職率

出所：TAC株式会社 IR情報，日本経済新聞を参考に作成した廣瀬（2013a）, 第 3表, p. 152を
筆者が一部加筆修正。

新試験制度は，2003年（平成 15年）の公認会計士法改正により導入された制度である。

この公認会計士法改正には 3つの趣旨があるといわれており，そのうちの 1つに，「監査と

会計の複雑化・多様化・国際化への対応」がある17）（金融庁金融審議会, 2002）。「グロー

バル化を背景とした監査証明業務を中心とする公認会計士業務の質的量的変化に対応し

ていくことが必要であり，質を確保しつつ，多様な人材を輩出していくための試験制度等

の改革が不可欠である」（金融庁金融審議会, 2002）との趣旨のもと，試験制度が見直され

た18）。ここで，就職・採用活動問題との関係で，特に重要な点は，新試験制度における合

格者数は旧試験制度における合格者数よりも拡大することが想定されていた，ということ

である。具体的には，金融庁金融審議会19）による 2002年（平成 14年）の報告書「公認会

17）残る 2 つは，我が国資本市場の活性化と，国際的な信認の確保（会計不正への対応）である（金融庁金融審議
会, 2002）。

18）なお，試験制度改革が目指した受験者層の多様化については，最後の旧試験制度である 2005 年に 1,224 人で
あった社会人（会社員・公務員・教員）受験者が，2012年には 3,439人となっている。しかし，合格者に占め
る社会人受験者の割合は 4.5%である。なお，2013年度は，社会人受験者は 2,850人，合格者に占める社会人
受験者の割合は 5.9%である（公認会計士・監査審査会公表資料）。

19）金融庁金融審議会とは，国内の金融制度の改善などについて調査・審議する機関であり，内閣総理大臣，金融庁
長官，財務大臣の諮問（意見を聞くこと）に応じて審議し，答申・報告書とりまとめなどを行う（経済・ビジネ
ス基本用語 4000語辞典, 2009）。
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図 4.1 試験年度別の 4大監査法人の採用者数と未就職率

出所：TAC株式会社 IR情報，日本経済新聞を参考に作成した廣瀬（2013a）, 第 1図, p. 153を
筆者が一部加筆修正。

計士監査制度の充実・強化」において，公認会計士の数についての具体的な拡大規模につ

いて，「例えば，平成 30年頃までに公認会計士の総数が 5万人程度の規模となることを見

込み，年間 2,000名から 3,000名が新たな試験合格者となることを目指しつつ，公認会計

士試験制度の見直しと運営を行うことが考えられる。」としている。

このような経緯により，2006年（平成 18年）から新試験制度に移行し，新試験制度開始

年度の受験者数，合格者数は増加し，合格率も上昇した（図 4.2参照）20）。以上のような，

監査法人の採用者数の減少と合格者数の急増が，合格者の未就職者問題の原因であると考

えられている。

20）なお，新司法試験が法曹の質に与えた影響を分析した先行研究に Ramseyer and Rasmusen（2013）があるが，
筆者が知るかぎり，新公認会計士試験に関する先行研究は存在しない。新公認会計士試験については，「2007

年および 2008年には，他の条件が一定であるとするならば，実質的に質の低い受験生を合格させて，過剰な合
格者数を輩出してしまったのではないかとの懸念もある。」（町田, 2012, p. 11）。よって，新公認会計士試験が
公認会計士の質に与えた影響を分析する意義はあると考えられる。
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図 4.2 公認会計士試験の実施状況

出所：金融庁，公認会計士・監査審査会，日本公認会計士協会の公表資料を参考に作成した
廣瀬（2013a）, 第 2図, p. 154を筆者が一部加筆修正。
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年度 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（%）
1949（昭和 24年） 528 70 13.3

1950（昭和 25年） 1,146 169 14.7

1951（昭和 26年） 1,794 172 9.6

1952（昭和 27年） 1,872 127 6.8

1953（昭和 28年） 1,913 170 8.9

1954（昭和 29年） 1,976 174 8.8

1955（昭和 30年） 2,372 194 8.2

1956（昭和 31年） 2,687 151 5.6

1957（昭和 32年） 2,608 187 7.2

1958（昭和 33年） 2,584 219 8.5

1959（昭和 34年） 2,730 212 7.8

1960（昭和 35年） 2,427 196 8.1

1961（昭和 36年） 2,280 140 6.1

1962（昭和 37年） 2,183 128 5.9

1963（昭和 38年） 2,277 131 5.8

1964（昭和 39年） 2,399 129 5.4

1965（昭和 40年） 2,612 174 6.7

1966（昭和 41年） 3,052 181 5.9

1967（昭和 42年） 3,296 235 7.1

1968（昭和 43年） 3,720 223 6.0

1969（昭和 44年） 4,025 242 6.0

1970（昭和 45年） 4,634 244 5.3

1971（昭和 46年） 4,938 293 5.9

1972（昭和 47年） 5,055 324 6.4

1973（昭和 48年） 4,894 331 6.8

1974（昭和 49年） 5,218 467 8.9

1975（昭和 50年） 5,597 465 8.3

1976（昭和 51年） 5,795 321 5.5

1977（昭和 52年） 5,480 425 7.8

1978（昭和 53年） 5,393 301 5.6

1979（昭和 54年） 4,942 283 5.7

1980（昭和 55年） 4,357 252 5.8

1981（昭和 56年） 4,076 241 5.9

1982（昭和 57年） 3,814 214 5.6

1983（昭和 58年） 3,700 241 6.5

1984（昭和 59年） 3,712 288 7.8

1985（昭和 60年） 3,969 317 8.0

1986（昭和 61年） 4,282 452 10.6

1987（昭和 62年） 4,635 394 8.5

1988（昭和 63年） 5,205 378 7.3

表 4.4 公認会計士試験の実施状況（昭和）

出所：金融庁，公認会計士・監査審査会，日本公認会計士協会の公表資料を参考に筆者が作成。
廣瀬（2013a）, 第 4表, p. 155。
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年度 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（%）
1989（平成元年） 5,735 596 10.4

1990（平成 2年） 6,449 634 9.8

1991（平成 3年） 7,157 638 8.9

1992（平成 4年） 8,102 798 9.8

1993（平成 5年） 9,538 717 7.5

1994（平成 6年） 10,391 772 7.4

1995（平成 7年） 10,414 722 6.9

1996（平成 8年） 10,183 672 6.6

1997（平成 9年） 10,033 673 6.7

1998（平成 10年） 10,006 672 6.7

1999（平成 11年） 10,265 786 7.7

2000（平成 12年） 11,058 838 7.6

2001（平成 13年） 12,073 961 8.0

2002（平成 14年） 13,389 1,148 8.6

2003（平成 15年） 14,978 1,262 8.4

2004（平成 16年） 16,310 1,378 8.4

2005（平成 17年） 15,322 1,308 8.5

2006（平成 18年） 20,796 3,108 14.9

2007（平成 19年） 20,926 4,041 19.3

2008（平成 20年） 21,168 3,625 17.1

2009（平成 21年） 21,255 2,229 10.5

2010（平成 22年） 25,648 2,041 8.0

2011（平成 23年） 23,151 1,511 6.5

2012（平成 24年） 17,894 1,347 7.5

2013（平成 25年） 13,224 1,178 8.9

2014（平成 26年） 10,870 1,102 10.1

表 4.5 公認会計士試験の実施状況（平成）

出所：金融庁，公認会計士・監査審査会，日本公認会計士協会の公表資料を参考に作成した
廣瀬（2013a）, 第 5表, p. 156を筆者が一部加筆修正。
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4.2.3 関係者が講じている対応策：金融庁と日本公認会計士協会を中心に

上記のような問題に対し，立法府，金融庁21），公認会計士・監査審査会，日本公認会計

士協会22），各監査法人23）といった関係者は様々な対応策を講じてきた。本項では，それら

の概要を確認する。

それらの対応策の中でも特に重要なものは，新たな会計プロフェッション24）資格である

企業財務会計士を創設するという構想と，その頓挫である。これは，日本公認会計士協会

が 2009年の政権交代を機に金融担当大臣などに試験制度の見直しを要望したことに端を

発する。2009年 12月に金融担当の内閣府副大臣を座長に「公認会計士制度に関する懇談

会」が発足され，約 1年間の議論の末，新たな会計プロフェッション資格である財務会計

士を創設するという方針が示された25）。

しかし，2011年 4月 21日の参議院財政金融委員会にて，自由民主党ほか野党が，公認会

計士制度の見直しに関する規定のすべてを削除する旨の修正案を提案し，提案側の与党・

民主党を含めた全会一致で削除された（山崎, 2011, p. 19）。その結果，4月 27日の参議院

本会議で企業財務会計士資格の創設という公認会計士法の改正を含む「資本市場及び金融

業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」は修正議決され，公認

会計士法改正案は実質的に廃案となった。議決された金融商品取引法改正案では附帯決議

21）本文で触れなかった金融庁の対応策として，公認会計士の資格取得に必要な実務要件の緩和がある。従来は，一
般企業の場合，資本金５億円以上の法人において実務経験を積む必要があったが，資本金が 5億円未満でも，上
場していたり，資本金 5億円以上の法人の連結子会社も対象となった（公認会計士法施行令第 2条）。また，従
来は国・地方公共団体における実務経験の場合，検査・監査事務を行う必要があったが，財務分析に関する事
務を行う場合も対象になった。さらに，正職員以外の雇用形態での実務経験が排除されないことが明確化され，
パートや派遣社員として勤務する場合でも，通算の実務経験が 2 年以上になれば，要件を満たすことが明らか
にされた（業務補助等に関する規則第 3条）。なお，実務要件について日本公認会計士協会は「監査証明業務に
おける実務経験」を求めており（山崎, 2011），会計士とは何か（会計の専門家なのか，監査の専門家なのか）
という論点は，未解決の論点となっている。さらに，未就職合格者を金融庁が雇用するという対策も行なって
いる（若干名）ことが報じられた（日本経済新聞朝刊, 2011年 4月 3日）。

22）本文で触れなかった日本公認会計士協会の対応策として，企業内会計士の実態把握に向けた調査がある（日本
経済新聞朝刊, 2011年 2月 17日）。企業側の公認会計士に対するニーズや，企業で働く公認会計士の待遇など
が明らかになることは，今後の議論の参考になると考えられる。

23）あずさ監査法人は未就職合格者を対象に，無償で中国留学を支援すると報じられた（15人を募集）（日本経済新
聞朝刊, 2011年 1月 18日）。また，川相商事（人材派遣会社）は桜橋監査法人と連携し，未就職合格者を企業
に派遣し，経理・決算業務を行うこと（実務経験を積むこと）を支援すると報じられた（10～20人程度）（日本
経済新聞朝刊, 2011年 3月 29日）。

24）会計プロフェッションについては百合野編著（2013）を参照。
25）この懇談会は，研究者が座長となり，行政主導で意見を取りまとめる審議会方式とは異なり，政務三役（大臣，
副大臣，大臣政務官）を中心とした政治主導で施策が取りまとめられた（山崎, 2011, p. 11）。この点に関し，
「議事進行役を含め多くの懇談会参加者が，会計及び監査の知識や理解が充分でないままに進められていった」
（町田・松本編著, 2012, p. 3）との指摘がある。
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があり，「公認会計士監査制度及び会計の専門家の活用に関しては，会計をめぐる国際的

な動向や，公認会計士試験合格者数の適正な規模についての議論などを踏まえ，その在り

方を引き続き検討すること」とされ，この問題は振り出しに戻った。

また，2011年度の合格者数については「1,500人から 2,000人程度」という政府答弁が

4 月 21 日の参院財政金融委員会であり，同年度の合格者数は 1,511 人となった（表 4.5

参照）。

さらに，金融庁は，2012年（平成 24年）以降の合格者数のあり方について，「公認会計

士試験については，公認会計士・監査審査会において運用され，平成 23年の合格者数は 1

千 5百人程度であったところであるが，合格者等の活動領域の拡大が依然として進んでい

ないこと，監査法人による採用が低迷していることに鑑み，平成 24年以降の合格者数に

ついては，なお一層抑制的に運用されることが望ましいものと考える。」との考えを表明

した。そして実際に合格者を抑えることによって需給バランスを調整し，2012年度の試験

では，合格者の数は 1,347人と新試験制度が実施されてからは最も少ない数となった。監

査法人の予定採用者数の増加もあり，2012 年度は合格者の未就職者問題は改善される見

通しとなった（表 4.5参照）26）。

しかし，会計専門職を志す者は減少している。たとえば，18 会計大学院27）中およそ半

数の会計大学院で定員割れが発生しており，今後，公認会計士を目指す者は減少すること

が予想される（会計大学院協会, 2011）。複数の会計大学院が 2015年度の募集を停止して

いることからも，この問題の根深さがわかるだろう。また，TAC株式会社 IR情報28）によ

ると，会計系資格マーケット（簿記検定試験，公認会計士試験，税理士試験）は，ピーク

であった 2010年の 819,777人から，2013年には 647,222人に減少している。さらに，「日

本の公認会計士試験や資格制度をめぐる混乱状況を背景として，日本の学生等が，アメリ

カ公認会計士試験の受験にシフトしているとも解される」（町田, 2012, p. 11）との見解も

ある。会計プロフェッションを志す優秀な人材が集まらないことは，公認会計士監査制度

の存立基盤に関わる問題であると思われる。また，公認会計士監査制度のみならず，税理

26）2012年度の 4大監査法人の採用者数の合計は約 950人であると報じられた（日本経済新聞朝刊, 2012年 11月
13日）。

27）会計大学院とは，文部科学省専門職大学院設置基準により設置された会計に関する専門職大学院をいう。アカウ
ンティングスクール，会計専門職大学院ともいう。なお，法科大学院（ロースクール）の修了が新司法試験の受
験資格となる法曹養成制度とは異なり，会計大学院を修了することは公認会計士試験の受験資格要件ではない。

28）TAC株式会社は，大原簿記学校と並ぶ，大手公認会計士試験対策予備校（いわゆる受験専門学校）である。な
お，公認会計士試験の受験者は，いわゆる受験専門学校にその多くを依存しているという現状がある（金融庁金
融審議会, 2003）。公認会計士試験と大学における会計教育については瀧田（1993）を参照。
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士制度，会計に精通した経理・財務担当者や公務員など，社会の重要なインフラストラク

チャーである会計全体にも関わる問題である。

これまで述べてきたように，現状の公認会計士監査制度（ないし試験制度）は紆余曲折

を経て今日に至っているが，制度を支える理論的な根拠はないといえるだろう。ここに，

経済学的アプローチによる研究を行う必然性がある29）。

4.3 経済学的アプローチの必要性：マッチング理論とは何か

4.3.1 メカニズムデザインの概要

このように，今こそ経済学的アプローチが必要とされているが，本稿では，メカニズム

デザインの思考にもとづいた議論を展開する。

ここで，メカニズムデザインとは，「圧倒的な情報の非対称性から生じる，望ましい社

会的帰結を実現する困難を，ゲーム理論に基づく制度の設計を通じて解決する，あるいは

なぜ解決できないのかを考察する学問分野である」（坂井, 2009, p. 19）。メカニズムデザ

イン理論は，20世紀前半から中半において，Lange，Mises，Hayekらにより繰り広げられ

た，「社会主義計画経済 対 資本主義市場経済」という社会主義計画経済論争を背景として

いる30）（坂井・藤中・若山, 2008, p. 13）。この論争を受けて，「Hurwicz（1960）は，現存す

る経済体制のみならず，考えられるありとあらゆる経済体制の中から性能のよい経済制度

を選択するという枠組みを提示し，今日のメカニズムデザインの基礎を築いた。」（西條・

大和, 2006, p. 56）。近年におけるメカニズムデザイン理論の応用として，交換経済，オー

クション，公平分担，非分割財交換，マッチング，公共財供給問題などが挙げられる31）。

オークションとマッチングに関する領域は，マーケットデザインと呼ばれることがあ

り，以下ではそれらの意義を確認する32）。

29）監査法人と合格者の労働市場における需要と供給の分析は重要であり，サーチ理論を用いて労働市場を分析す
ることができるかもしれない。ただし，筆者が知る限り，会計士の労働市場をサーチ理論を用いて分析した先
行研究は存在しない。

30）「しかし，後にメカニズムデザイン理論が進展するにつれ，経済計画論争は意識されることが少なくなってきて
おり，とりわけ，1990年代以降の研究ではそれを念頭に置くものは極めて稀である」（坂井・藤中・若山, 2008,

p. 13）。
31）これらの分類は，坂井・藤中・若山（2008）の章立てなどを参考にした。なお，マッチングについては後述す
るがそれ以外の論点は，坂井・藤中・若山（2008）を参照。

32）概ね，マーケットデザイン⊆メカニズムデザインという関係であると思われる。
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4.3.2 マーケットデザインの概要

「マーケットデザインは，経済学（特にゲーム理論33））で得られた最新の知見をいかし

て，現実の経済制度の修正・設計を行う新しい研究分野である」（安田, 2009, p. 88）。マー

ケットデザインには 2つの重要な特徴があるといわれている。それは，a)工学的な側面を

持ち，実験をつうじて理論の妥当性および実用性を検証することができる，b)実践的な側

面を持ち，研究者が考案したアイデアがそのまま実用化されて世の中の役に立つことがあ

る，ということである（安田, 2009, p. 88）。

現在，マーケットデザインというときには，実際的な制度設計を視野に入れた上での，

オークション理論とマッチング理論を指すことが多く（坂井, 2010, p. i），それらの中で

も，特に実際の社会で実用されている具体例として，周波数オークション34）や腎臓マッチ

ングなどが挙げられる。

一般的に，金銭売買がなじまない（あるいは認められていない）問題の場合は，オーク

ションのような取引手段を用いることができず，マッチング理論（ないし非分割財交換35））

による分析がなされる。公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動問題は，オー

クションのような取引手段による問題解決にはなじまないため，マッチング理論を用いて

分析することになる。

4.3.3 マッチング理論の概要と応用例

マッチング問題とは，「一方のグループに属するメンバーを，もう一方のグループに属

するメンバーと組み合わせる問題」（坂井・藤中・若山, 2008, p. 159）である36）。

マッチング理論の先行研究が蓄積している論点は，「1 対 1（one-to-one）マッチング」

と「1 対多（many-to-one）マッチング」である37）。「1 対 1 のマッチング市場とは，そこ

で形成されるマッチングが各側 1人ずつのプレイヤーから成っている市場である」（佐々

33）ゲーム理論はマーケットデザインの基礎理論である。
34）オークションについては，Milgrom（2004）を参照。
35）非分割財交換の代表例として，腎臓マッチング（kidney exchange）（Roth, Sönmez, and Ünver, 2004,

2005）がある。
36）マッチング問題を分析することを，「2 つの集団に分かれた人と人（あるいは組織）のマッチングを分析する」
（瀧澤, 2010, p. 60）と定義することもできる。

37）Roth and Sotomayor（1990）では，多数対多数（many-to-many）の市場に関する記述もある。「多数対多
数のマッチング市場とは，たとえば，労働市場で労働者が複数の勤務先で働けるような場合に成立する市場で
ある。」（佐々木, 2004, p. 26）。
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木, 2004, p. 26）。たとえば，結婚市場（marriage market）などであり，1対 1マッチング

は結婚マッチング（marriage matching）ともいわれている。それに対して，1対多のマッ

チング市場とは，「そこで形成されるマッチングが一方の側のプレイヤー 1人と複数の他

方のグループのプレイヤーが結合するような市場」（佐々木, 2004, p. 26）である。たと

えば学校と生徒の問題や労働市場などであり，1対多マッチングに関する問題は入学問題

（college admissions problem）ともいわれている。

それらの中でも特に現実の世界で実用化されやすいのは「1 対多マッチング」であり，

その代表例として，研修医マッチング（residency matching）（Roth, 1984）と学校選択問

題（school choice problem）（Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003; 安田編著, 2010）がある。

マッチング問題では，物を人間に配分するのではなく，1人の人間を 1人の人間（ない

し組織）に割り当てる，という点が特徴的である。すなわち，「各人は，他者に対して選好

を持つとともに，他者から選好の対象となるものとして扱われる」（坂井, 2010, p. 111）の

である。公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動問題の文脈では，1人の合格

者と 1つの法人のマッチングを分析することになる。

4.4 マッチング理論の応用可能性

4.4.1 マッチング理論による分析を行う意義

ではなぜ，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングの分析を行う必要があるの

か。それは，前述した単なる需要と供給の調整以外にも，問題解決の手段があるのではな

いか，という問題意識にもとづく。ここで，本稿が問題としている就職・採用活動の論点

については，プレイヤーの戦略的状況を前提に分析する必要がある。そこで有用な分析

ツールとなるのが，ゲーム理論アプローチである38）。ゲーム理論を用いることによって，

「相手は自分の行動に対して，どのような反応を示すのか」を予想して行動するという現

実的な状況を捉えることができる39）。また，第 3章で論じた制度設計の発想，すなわち，

現在の就職・採用活動ルールを外生的に与えられたものとして批判の対象とするのではな

く，内生的な選択変数として捉え，制度をデザインするという発想が必要である。ここに，

38）会計学の分野においても，これまでゲーム理論による分析が行われてきた。たとえば，Gaa（1994）第 3章で
は，会計士の権利（自治権）と義務（社会的責任）を，会計専門職と社会との社会契約という観点から捉えてい
る。Gaa（1994）は，制度を外生的なものとして扱っており，制度を内生的なものとして扱う本稿とは，制度
の捉え方が異なる。

39）就職・採用活動をゲームとして捉えるという発想である。
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マッチング理論を用いて公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動問題を分析す

る意義がある。現在の就職・採用活動ルールは望ましいものであるのか，より適切な運営

方式はあるのか，といった就職・採用活動ルールをデザインする視点が，いま必要とされ

ている。

就職・採用活動についての運営は日本公認会計士協会が自主規制として行なっており，

現場レベルでの対策として日本公認会計士協会による JICPA Career Navi というウェブ

サイトの立ち上げ40）や，就職・採用活動ルールの周知徹底などが行われている。

また，就職・採用活動ルールは，年度によって変更されることもあり，日本公認会計士

協会としても試行錯誤していることが伺える41）。就職・採用活動ルールの変更の具体例と

して，2011年と 2012年のルール変更が挙げられる。2011年には監査法人の採用活動は合

格発表後に行われることになり，2012年には修正が加えられた42）。

このような，説明会，面接，採用通知の時期のルール変更は，果たしてどれほどの効果

があるのだろうか。合格者が真実の選好順位にもとづかず，法人に対して虚偽の表示を行

うという戦略的な行動をとる可能性があるのではないだろうか。また，これらのルールに

もとづいて就職・採用活動が行われることによって，いかなるマッチング（経済的帰結）

がもたらされたのか43）。そして望ましいメカニズムをデザインすることはできないのだろ

うか44）。

また，就職・採用活動ルールは，実質的には，日本公認会計士協会が主導して運営して

いる。各監査法人の採用情報によると，日本公認会計士協会のルールを順守した採用活動

が行われているものと推測できる。このように，就職・採用活動がルールにもとづいて行

われるという点については，一般企業における就職・採用活動ほど無秩序ではないことを

40）これは日本公認会計士協会無料職業紹介所（キャリアセンター） が運営する公認会計士および公認会計士試験
合格者のための求人情報サイトである。また，「公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大のための当面
のアクションプラン（24年度改訂）」によると，日本公認会計士協会は「マッチングがより円滑に行われるため
の方法を検討する。」という意思表示を行なっている。

41）近年の就職・採用活動ルールの変更は，前述の合格者の未就職者問題に端を発したものであるが，1989年頃に
は就職・採用活動に関する別の問題点が指摘されていた。1989年に，日本公認会計士協会が大蔵省に提出した
要望書の中には「新人採用需給の極端なアンバランスは，業界内に正常とはいい難い採用活動をも誘発してお
り」という記述がある（村山, 1993）。当時は需要超過であり，優秀な合格者の獲得をめぐる競争が行われてい
たと考えられる。

42）従来は，試験直後から就職・採用活動を始めるという慣習であった。
43）法人と合格者のミスマッチングは起きていないのだろうか。たとえば，優秀な合格者が未就職者となったり，監
査法人内で人が余るという現象は，合格者と法人のミスマッチングも関係しているのではないだろうか。

44）詳しくは第 5章に譲るが，たとえば 12/6や 12/7といった内定通知を出すタイミングで受入保留方式を用いる
と，Big 4（東京事務所）と合格者のマッチングを改善することができるかもしれない。受入保留方式について
は第 5章を参照。
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意味する。すなわち，マッチング理論の応用を考えるにあたって，現実への適用可能性が

相対的に高いと考えられる45）。また，上記のように，日本公認会計士協会は，就職採用活

動が公平・適切になされるよう，試行錯誤してルールを運営しているという現状があり，

政策提言という観点からも，マッチング理論による分析を行う意義がある。

4.4.2 他のマッチング理論の応用例との比較

前述のとおり，マッチング理論は現実の世界で応用されているが，その代表例は研修医

マッチングと学校選択制である。そこで，公認会計士試験受験者や合格者の就職・採用活

動の問題（以下では便宜上，会計士就活と呼ぶ。）を考えるにあたって，それらとの異同点

を整理する。まずは最もシンプルなケースを想定し，受験者の就職・採用活動ではなく，

合格者と法人のマッチングを考える46）。また，法人側のプレイヤーは大手監査法人（東京

事務所），大手監査法人（大阪事務所），中小監査法人，一般企業など47）が想定される。ま

ず，市場の特性について考える。マッチング市場には，前述のように「1対 1」と「1対多」

があるが，1つの法人は多数の合格者とマッチングすることから，「1対多」のマッチング

問題であることがわかる。これは，病院と研修医，学校と生徒についても当てはまること

から，共通点である。

次に，選好について考える。合格者が大手監査法人（東京事務所），大手監査法人（大阪

事務所），中小監査法人，一般企業などに対し厳密な選好順位を持ち，法人側も合格者に対

して厳密な選好順位を持つことは自然な仮定であると考えられる。法人側の選好順位は，

たとえば，面接による人物評価，公認会計士試験における成績，性別，年齢，学歴などが考

えられる。また，病院と研修医についても同様に，厳密な選好順位を持っていると考えら

れる。これらに対し，学校選択制における選好順位の捉え方はやや異なる。公立の学校を

前提とする場合，どの生徒を優先するのかは，多くの場合，ルールで定められており，近

所に住んでいるか，兄弟が通っているか，などによって順位付けがなされている（小島・

安田, 2009, p. 140）。学校選択制において，学校の選好や戦略的動機を考慮する必要がな

45）なお，将来的に，合格者の実務経験を「会計士業界ですべて担うという方法」（町田, 2012, p. 25）が採用され
た場合，後述する研修医マッチングと同様の環境が整うことから，現実への適用可能性はさらに高まる。

46）なお，会計専門職のマッチングについては，新人採用市場のほかに，たとえば現役の公認会計士と企業という 1

対多の市場なども想定される。
47）一般企業や地方公共団体がマッチングプログラムに参加する場合は，経理部・財務部・財政課などへの配属を前
提にした，いわゆる部門別採用であることが望ましい。採用する合格者が，公認会計士資格の取得要件である
実務経験を積むことができる業務に従事できないのであれば，ミスマッチングが生じるからである。
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い場合，これは片側（one-sided）マッチング問題48）であり，学校側の選好や戦略的動機を

考慮する必要がある場合は，両側（two-sided）マッチング問題となる（友枝・成田, 2010,

p. 105–106）。よって，会計士就活は，学校選択制よりも研修医マッチングと近い問題であ

ることが予想される。

では，研修医マッチングと会計士マッチングで決定的に異なる点は何なのか。それはた

とえば，地方の医師不足に代表されるような医師の地域偏在という問題が，会計士につい

ては存在しないということである49）。研修医マッチングは 2004年に導入されたが，地方

の医師不足という問題を改善するために，2009 年からは都道府県別に地域定員を設けて

マッチングを行うメカニズムに変更されたという経緯がある（鎌田・小島・和光, 2011）。

なお，学校選択制では，そもそも全国規模での地域偏在は，問題とならない50）。

また，市場参加者の規模もマッチングに影響を及ぼすことが知られている（Immorlica

and Mahdian, 2005; Kojima and Pathak, 2009）。市場参加者の規模を比較してみると，会

計士就活の場合はおおむね 4～20 の法人と，1,300 人程度の合格者の参加が見込まれる。

この法人数は，毎年定期的に合格者を採用している法人の数であり，さらに多くの参加者

となる可能性もある51）。ただし，実際の採用者数は Big 4が寡占していることから，それ

がマッチングにどのように影響するのかを分析しなければならない。これに対し，厚生労

働省によると，日本における研修医マッチングでは，毎年約 1,000の病院と約 8,000人の

学生とのマッチングが行われている。なお，アメリカにおける研修医マッチングの市場規

模は病院数が約 4,000，学生数が約 25,000人である（小島・安田, 2009, p. 139）。そして学

校選択制では，東京都 23区におけるデータによると，学校数がおおむね 10～20校，生徒

数がおおむね 300～2,000人規模である（東京都新宿区，渋谷区Webサイトなどを参照）。

そして，定員に空きがあるか否か，という点も相違点である。前述のとおり，会計士就

活においては，法人側の定員に空きがないときには，未就職者問題が社会問題となった。

それに対し，研修医マッチングと学校選択制では，定員に空きがあり，会計士就活でいう

ところの未就職者問題はないといえる。

48）片側マッチング問題は，roommate problemとも呼ばれている。
49）前述のとおり，そもそも未就職者が出るほど監査法人の定員に空きがないという状況の年度もあった。
50）学校選択制は各自治体ごとに導入するか否かを決めることができる。全国よりも相対的に小さい地域の中で生
徒が偏在したとしても，その影響は，研修医マッチングや会計士就活よりも小さい。

51）過去 5 年間における，大原簿記学校が 9 月に発行する就職・採用活動の特集に掲載されている求人広告数を調
べたところ，最大で 1年度に 22法人であった。その数には会計事務所，税理士法人，コンサルティング会社，
その他株式会社が含まれている。
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以上をまとめたものが表 4.6である。

会計士就活 研修医マッチング 学校選択制
市場のタイプ 1対多 1対多 1対多
選好 両側 両側 片側または両側

地域偏在の問題 なし あり N/A

1側の市場参加者 約 4～20の法人 約 1,000の病院 約 10～20の学校
多側の市場参加者 約 1,300人 約 8,000人 約 300～2,000人
定員の空き なしまたはあり あり あり
未就職者問題 あり なし なし

表 4.6 マッチング理論の応用例と会計士就活の比較

出所：廣瀬（2013a）, 第 6表, p. 166を筆者が一部加筆修正。

なお，これらのマッチング以外にも，マッチング問題の先行研究がある。佐々木（2004）

は，早稲田大学の学部と早稲田大学高等学院の生徒のマッチングに関する事例研究であ

り，内部進学者決定のメカニズムは，受入保留方式が採用されていたことが明らかになっ

ている52）。

4.5 小括

本章では，公認会計士試験受験者ないし合格者と監査法人の就職・採用活動に関して，

現状の背景説明と，経済学的アプローチの必要性を示した。まず，公認会計士試験合格者

と監査法人の就職・採用活動に関する現状の分析を行った。そこでは，2009年頃から 2011

年にかけて未就職者問題が社会問題になったことを確認した。その原因は，監査法人と合

格者の需給バランス，すなわち，採用者数の減少と合格者数の急増にあると考えられる。

また，金融庁や日本公認会計士協会といった関係者が対応策を講じているものの，試行錯

誤している状況であるということを示した。

そして，前章までの議論を踏まえて，現実に存在する制度を分析するだけではなく，ど

のようなルールにもとづいて就職・採用活動が行われることが望ましいのか，という制度

設計の観点から議論することを確認した。そのうえで，その発想の根底にある理論，すな

52）意識的に採用したわけではなく，公正な進路指導の実現を念頭に置いての試行錯誤の結果，結果として受入保
留方式と同じ手順が採用されたという（佐々木, 2004, p. 42）。
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わち，メカニズムデザインとマーケットデザインの概要を確認した。要約すると，マー

ケットデザインは，実験により検証が可能である点と，現実の世界への貢献も期待できる

点が重要な特徴である。また，マーケットデザインの一分野であるマッチング理論は，学

校選択制や研修医マッチングといった現実の世界への応用が既になされており，公認会計

士試験合格者と監査法人の就職・採用活動という文脈でも，マッチング理論の議論を適用

できる可能性があることを示した。

そのうえで，本章では，公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動をマッチン

グ理論によって分析を行う意義を考察した。すなわち，公認会計士試験合格者と監査法人

のマッチングの分析を行う根拠は，単なる需要と供給の調整以外にも問題解決の手段があ

るのではないか，という問題意識にもとづく。そこで，モデル分析を行う前段階として，

会計士就活を，研修医マッチングや学校選択制と比較し，それらの異同点を明らかにした。

特に重要な点は，会計士就活は，研修医マッチングと似ているものの，定員に空きがある

年度と，定員に空きがない年度があり，それが研修医マッチングや学校選択制とは決定的

に異なるということである。

また，学校選択制は研修医マッチングと非常に似ている点が多く，研修医マッチングの

モデルを修正することによって発展してきたという歴史がある（小島・安田, 2009）。そこ

で，会計士就活を考えるにあたって，既存のマッチング理論におけるモデルと何が同じで

何が異なるのか，会計士就活に特有の制約や事情は何か，という点に注意しながら第 5章

にて定式化を行う。

そして，理論の予測を検証するために第 6 章にて経済実験を行う。実験は，“事前検

証” することが可能であるという強みを有していることから，学校選択制の文脈におい

て，実験によってメカニズムのパフォーマンスを検証している先行研究がある（Chen and

Sönmez, 2006; Pais and Pintér, 2008; Featherstone and Niederle, 2008）。会計士就活は研

修医マッチングや学校選択制と異なり，未だ現実の世界に存在しない制度である。した

がって，特に，事前にそのパフォーマンスを検証する必要があるのである。
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第 5章

公認会計士試験合格者と監査法人の
就職・採用活動：問題の所在とゲーム
理論的分析

本章の全体像� �
5.1　はじめに：問題の所在
5.2　現行の就職・採用活動ルール
5.3　メカニズムの導入：受入保留方式
5.4　実験による検証の必要性：様々なバイアスの存在と現実世界への応用
5.5　小括

� �
〈キーワード〉受入保留方式，現行ルール，マッチング，真実表明，バイアス

5.1 はじめに：問題の所在

公認会計士法が改正された 2003年から 10年以上が経過した1）。その間，公認会計士監

査制度を取り巻く環境は変化し，様々な論点に関する議論が蓄積されてきた（町田・松本

編著, 2012）。しかし，試験制度に関する議論は存在するものの（町田, 2012），公認会計士

試験受験者や合格者が最初にどの監査法人に所属するのかという就職・採用活動に関する

論点は，筆者の知る限り学術的な議論はなされてこなかった2）。前述のとおり，公認会計

士という資格は試験合格後の実務経験を経た後に登録することができることから，公正な

就職・採用活動が行われることは，合格者や受験者ないし潜在的な受験者が期待するとこ

1）本章の一部は，廣瀬（2014b）を大幅に加筆・修正したものである。
2）公認会計士試験に合格した者が監査法人以外の一般企業や国・地方公共団体などに所属することも想定される
が，本章では議論の出発点として監査法人に限った論点を検討する。

– 63 –



ろである。景気や合格者数に左右されない安定的で公正・公平な制度設計はできるのだろ

うか。このような問題意識から，公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動の市

場を分析する。

本章では，公認会計士試験合格者（以下，合格者という。）と監査法人のマッチングに改

善の余地があるか否かをゲーム理論を用いて分析する3）。現行の就職・採用活動ルールは

年度によって変更されており，試行錯誤が繰り返されているという状況にある。しかし，

現行のルールが合格者と監査法人の双方にとって最適なルールであるか否かは明らかでは

ない。そこで本章では，どのような運営方式（メカニズム）にもとづいて就職・採用活動

が行われることが社会的に望ましいのか4），という制度設計の問題を，ゲーム理論，特に

近年注目を浴びているマッチングの観点から分析する。ここで重要な点は，就職・採用活

動をゲームとして捉えるという発想である。このことにより，現状がどのような状態にあ

るのか，また，どのような制度デザインによれば，現状をよりよい方向に変えていくこと

ができのるかを理解することができる。

本章では，最初に現行の公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動ルールを分

析することとする。そしてその問題点を踏まえたうえで，後半では，現行ルールの代替案

としてメカニズム（受入保留方式）を導入した場合，どのような理論的な予測が得られる

のかを明らかにする。このように，複数の代替案がありうることから，制度設計への役

立ちという観点から，実験により事前検証を行うことを念頭に置いた分析を行うことと

する。

5.2 現行の就職・採用活動ルール

5.2.1 現状の分析

第 4章でも示したように，現行の就職・採用活動ルールは，日本公認会計士協会の自主

規制ないし監査法人間の紳士協定によって運営されており，法人説明会，面接，内定通知

の開始日が周知徹底されている。また，このルールは年度によって変更されることがあ

り，2011年と 2012年にもルール変更がなされている。従来は，論文式試験終了直後から

法人説明会などが行われていたが5），2011年から大手監査法人の採用活動は論文式試験合

3）公認会計士試験制度については町田・松本編著（2012）を参照。
4）本稿における社会的な「望ましさ」とは，マッチング理論でいう効率性，安定性，耐戦略性（真実表明）をいう
（後述）。なお，ここでいう効率性とは厚生経済学のパレート効率性のことである。

5）2010年以前の状況については廣瀬（2013a）などを参照。
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格発表日後に行われることになり，2012年には修正が加えられた。具体的には，2011年

のルールは図 6.4，2012年のルールは図 6.5のとおりである。

t

8/21 11/14 12/7

法人説明会 面接 内定通知

法人説明会 法人説明会 面接 内定通知

Big 4（東京）
Big 4（大阪）

上記以外

図 5.1 2011年度の就職・採用活動ルール

出所：日本公認会計士協会（2011）を参考に筆者が作成。廣瀬（2013a）, 第 3図, p. 161。

t

8/19 11/12 11/22

法人説明会 内定通知

法人説明会 法人説明会 面接 内定通知

Big 4（東京）

上記以外

面接

12/6

Big 4（大阪）
法人説明会 内定通知面接

図 5.2 2012年度の就職・採用活動ルール

出所：日本公認会計士協会（2012b）を参考に筆者が作成。廣瀬（2013a）, 第 4図, p. 162。

2011年度と 2012年度の共通点は，Big 4の東京・大阪事務所以外6），すなわち中小監査

法人と Big 4の地方事務所については，論文式試験終了直後から法人説明会を開催するこ

とができるという点と，面接を行うタイミングと内定通知を出すタイミングが Big 4の東

京・大阪事務所よりも早いという点である。

6）ここでいう Big 4とは，前述の 4大監査法人のことであり，日本における代表的な 4つの監査法人（有限責任
あずさ監査法人，あらた監査法人，新日本有限責任監査法人，有限責任監査法人トーマツ（あいうえお順））を
指す。
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また，2011年度と 2012年度の相違点は，Big 4の大阪事務所が Big 4の東京事務所より

も早い段階で内定通知を出すことができるという点である。なお，大阪事務所の入社承諾

期限は 11/30とされており，東京事務所の内定通知が出る前に設定されている。したがっ

て，大阪事務所に入社することを承諾した者は東京事務所に入社することができないとい

うルールになっている。なお，2012年まで大阪事務所とされていたところが 2013年は京

阪神（京都，大阪，神戸），2014年は関西地区事務所（京阪神含む）とされているが，その

他の点は概ね 2012年と同様のルールとなっている。このように，現状では色々な試行錯

誤がなされているが，合格者と監査法人の関係は，基本的には不可逆的ないわば「一発勝

負」の状況にあるといえる。

5.2.2 現行の就職・採用活動ルールの問題点

上記のような現実の世界における就職・採用活動ルールのエッセンスを，プリミティブ

なモデルと設例により考えてみよう7）。まず，Niederle and Roth（2009）の枠組みに依拠

すると，監査法人が出す内定通知は exploding offerであるといえる。exploding offerとは，

すぐに返事をしなければならないオファーであり，合格者は決められた期日までに承諾ま

たは拒否を選択しなければならない8）。具体例を以下の設例で確認する。

［設例］現行の就職・採用活動ルール

公認会計士試験合格者（successful cpa candidate）を s，監査法人（audit firm）を aと呼

ぶ。S = {s1, s2, ... sn′}により合格者の集合を，A = {a1, a2, ... an′′}により監査法人の集
合を表わす。監査法人は整数の定員 c ≥ 1を持っており，最大 c人まで合格者を受け入れ

ることができる。以下の例では最もシンプルなケースを想定するため，S = {s1, s2, s3}，
A = {a1, a2, a3}，c = 1とする。a1 は Big 4 の東京事務所，a2 は Big 4 の大阪事務所，a3

は中小監査法人とする。全ての合格者は全ての監査法人の面接を受けると想定する。a1，

a2，a3 では内定通知を出すタイミングが異なり，その順番は a3 → a2 → a1 である。a3 の

内定承諾期日が過ぎてから a2 の内定通知が出され，a2 の内定承諾期日が過ぎてから a1 の

7）以下の設例では，プレイヤーたちは効用最大化を目指し，経済合理的に行動すると仮定する。また，本稿では議
論の出発点として 1 対 1 のマッチングを取り扱っているが，それは議論を単純化するためであり，実際には 1

つの監査法人に多数の合格者が所属するという 1対多のマッチングの問題である。
8）なお，対峙する概念として open offerというものがある。open offerとは，承諾と拒否の他に保持という選択
もできるオファーである。保持を選択した場合は，次の期間に他の監査法人からもオファーを受けることがで
きる。
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内定通知が出される。

合格者の選好と監査法人の選好は以下のように与えられているものとする9）。

s1 : a2 � a1 � a3

s2 : a1 � a2 � a3

s3 : a1 � a2 � a3

a1 : s1 � s3 � s2

a2 : s2 � s1 � s3

a3 : s2 � s1 � s3

このとき，もし aが，入社が決定しておらず残っている sの中で最も選好順位の高い合

格者に内定通知を出すとすると（まさにこれが現在の就職・採用活動の現状である），たと

えば以下のようなマッチングが考えられる。

ケース 1　 s2 が「安全策」をとる場合（第 3希望の監査法人に入社する場合）

前提として，各合格者は全監査法人に自動申込していることから，まず a3 が最も高い選

好順位の s2 に内定通知を出し，s2 は a3 に入社するか否かを決定する。s2 にとって a3 は

第 3希望であるが安全策をとって入社を承諾したとしよう。次に a2 が残りの合格者のう

ち最も選好順位の高い s1 に内定通知を出す。s1 にとって a2 は第 1希望であるので入社を

承諾する。最後に a1 が残りの合格者のうち最も選好順位の高い s3 に内定通知を出し，s3

は a1 への入社を承諾する。その結果，ケース 1 の最終的な所属関係は以下のマッチング

となる10）。

(s1, a2), (s2, a3), (s3, a1)

9）監査法人の選好順位の決定要因は，たとえば入社試験や面談による人物評価，合格順位，受験予備校での模試の
成績，TOEICのスコア，性別などが想定される。また，合格者の選好順位の決定要因は，組織文化ないし組織
風土，法人の規模（大手か中小か），事務所の所在地，給与水準，福利厚生などが想定される。この点について
は，今後，アンケート調査やインタビューなどをつうじて明らかにしていきたい。

10）ここで (s1, a1)は，合格者 s1 と監査法人 a1 がお互いにマッチングした状態を示す。
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ケース 2　 s2 が「少し妥協」する場合（第 2希望の監査法人に入社する場合）

前提として，各合格者は全監査法人に自動申込していることから，まず a3 が最も高い選

好順位の s2 に内定通知を出し，s2 は a3 に入社するか否かを決定する。s2 にとって a3 は

第 3 希望であるので内定を断ったとしよう。このとき，a3 はつづけて内定通知を出せな

い。それはこのゲームが不可逆的な一発勝負であり，それが就職・採用活動ルールのエッ

センスであるからである11）。次に a2 が残りの合格者のうち最も選好順位の高い s2 に内定

通知を出す。s2 にとって a2 は第 2希望であるが，少し妥協して入社を承諾したとしよう。

最後に a1 が残りの合格者のうち最も選好順位の高い s1 に内定通知を出し，s1 は a1 への

入社を承諾する。その結果，ケース 2の最終的な所属関係は以下のマッチングとなる。s3，

a3 は誰ともマッチングしないアンマッチとなる。

(s1, a1), (s2, a2)

ケース 3　 s2 が賭けに出る場合（第 1希望の監査法人にのみ入社したい場合）

前提として，各合格者は全監査法人に自動申込していることから，まず a3 が最も高い選

好順位の s2 に内定通知を出し，s2 は a3 に入社するか否かを決定する。s2 にとって a3 は

第 3 希望であるので内定を断ったとしよう。このとき，a3 はつづけて内定通知を出せな

い。次に a2 が残りの合格者のうち最も選好順位の高い s2 に内定通知を出す。s2 にとって

a2 は第 2 希望であるため，賭けに出て内定を断ったとしよう。このとき，a2 はつづけて

内定通知を出せない。最後に a1 が残りの合格者のうち最も選好順位の高い s1 に内定通知

を出し，s1 は a1 への入社を承諾する。その結果，ケース 3の最終的な所属関係は以下の

マッチングとなる。s2，s3，a2，a3 は誰ともマッチングしないアンマッチとなる。

(s1, a1)

本設例では，ケース 1では 3組，ケース 2では 2組，ケース 3では 1組のマッチングが

11）本研究の拡張として，この仮定を緩めて，つづけて内定通知を出すことができるケースを考える必要がある。本
稿では，最もプリミティブな設定としている。
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確定した。内定通知を出す出すタイミングと，内定を承諾または辞退するタイミングが期

間によって区切られているため，ほんらい就職できたはずの者が未就職になっている可能

性があるかもしれない。また，aの選好は sにとって不明であるので，sにとっては何が最

適な戦略であるのかという明確な指針が存在しないゲームになっている。よって合格者は

場当たり的に対応せざるを得ず，ほんらい入社できたはずの監査法人に入社できない可能

性がある（たとえば，s2 は「少し妥協する」ケース 2の戦略をとれば第 2希望の監査法人

に入社することができたにもかかわらず，「安全策をとる」ケース 1 の戦略をとれば第 3

希望の監査法人に入社することになる）。また，aは，応募してきた sのうち最も選好順位

の高い合格者に内定通知を出すことになるが，上記のような sの戦略的な行動により，よ

り選好順位の高い有為な人材の獲得を逃している可能性がある点に注意を要する（たとえ

ば，a1 と a2 は，ケース 2では第 1希望の合格者を採用することになるが，ケース 1では

第 2希望の合格者を採用することになる。）。

以上のように，現行の就職・採用活動ルールのエッセンスをモデル化した設例による分

析から，このルールは後述する効率性，安定性，耐戦略性（真実表明）を満たさない，偶

然に支配されたルールであることがわかる12）。

5.3 メカニズムの導入：受入保留方式

そこで，就職・採用活動ルールに上記のような問題を解消するようなメカニズムを導入

するという代替案が考えられる。ここでいうメカニズムとは，なんらかのルールにもとづ

いて割当てを決める仕組みのことをいう。マッチングと呼ばれるこの分野における先行研

究に研修医マッチング（residency matching）（Roth, 1984）と学校選択問題（school choice

problem）（Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003）がある。それぞれ，研修医と病院，生徒と

学校のマッチングが分析されており，現実の世界に応用されている13）。マッチングの望ま

しさを判断する規準には効率性，安定性，耐戦略性（真実表明）などがある。ここでは，

安定的で耐戦略性をもつとされている受入保留方式を本問題に適用した場合にどのような

12）本設例は，1つのケースを示したに過ぎず，他にも様々な意思決定のパターンが考えられる。しかし，他のケー
スを想定したとしても，現行ルールはプレイヤーが帰結を予測できないという意味において偶然に支配された
ルールであるといえるだろう。

13）前述のとおり，研修医マッチングと学校選択制以外にも先行研究が存在する。佐々木（2004）は，早稲田大学
の学部と早稲田大学高等学院の生徒のマッチングに関する事例研究であり，内部進学者決定のメカニズムは，受
入保留方式が採用されていたことが明らかになっている
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マッチングが導かれるのかを確認する14）。受入保留方式は DAアルゴリズムとも呼ばれて

いる。これは，Deferred Acceptanceの略称であり，Gale and Shapley（1962）によって考

案された（このことから，GSメカニズムとも呼ばれる。）。ここで，受入保留方式を合格

者と監査法人の就職問題に適用するならば，以下のような手順が想定できる。

ステップ 1　各合格者は第 1希望の監査法人に出願する。各監査法人は欲しい合格者を定

員が埋まるまで暫定的にキープ（仮マッチ）し，残りは断る。

ステップ t　ステップ t-1 で断られた各合格者は，まだ自分を断っていない監査法人の中

の第 1希望に出願する。各監査法人は，新たに応募してきた合格者とキープしている合格

者の中から，欲しい合格者を定員が埋まるまで暫定的にキープし，残りは断る。

終了　新たに断られる合格者が 1人もいなくなった時点で終了し，各監査法人がキープし

ている合格者を正式に採用する。

なお，この手順は実際に合格者が出願したり監査法人がキープ（仮マッチ）したりする

のではなく，中央集権的な第三者（たとえば日本公認会計士協会や金融庁など）がコン

ピュータを用いてマッチングの決定を行うことを想定している15）。具体例を以下の設例で

確認する16）。

［設例］受入保留方式

公認会計士試験合格者（successful cpa candidate）を s，監査法人（audit firm）を aと呼

ぶ。S = {s1, s2, ... sn′}により合格者の集合を，A = {a1, a2, ... an′′}により監査法人の集
合を表わす。監査法人は整数の定員 c ≥ 1を持っており，最大 c人まで合格者を受け入れ

ることができる。以下の例では最もシンプルなケースを想定するため，S = {s1, s2, s3}，
A = {a1, a2, a3}，c = 1とする。a1 は Big 4 の東京事務所，a2 は Big 4 の大阪事務所，a3

は中小監査法人とする。

14）日米の研修医マッチングでは受入保留方式を拡張したものが用いられている。ただし，マッチング理論で用いら
れるアルゴリズムは受入保留方式だけではない。その他のアルゴリズムの特徴については坂井（2010）を参照。

15）たとえば，研修医マッチングを運営している医師臨床研修マッチング協議会は，日本医師会，医療研修推進財
団，全国医学部長病院長会議及び臨床研修協議会から構成される。

16）本設例は，瀧澤（2010），坂井（2010），小島・安田（2009）などを参考に作成した。
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監査法人の選好と合格者の選好は以下のように与えられているものとする。

s1 : a2 � a1 � a3

s2 : a1 � a2 � a3

s3 : a1 � a2 � a3

a1 : s1 � s3 � s2

a2 : s2 � s1 � s3

a3 : s2 � s1 � s3

このとき，6通りのマッチングが考えられるが，ここでは合格者が出願側の受入保留方

式を適用する。

ステップ 1　 s1 は a2 に，s2 と s3 は a1 に出願する。a1 は s3 をキープし，s2 を断る。a2

は s1 をキープする。

(s3, a1), (s1, a2)

ステップ 2　ステップ 1で断られた s2 は，まだ自分を断っていない監査法人の中の第 1

希望である a2 に出願する。a2 は，新たに出願してきた s2 とキープしている s1 の中から，

欲しい合格者である s2 をキープし，s1 を断る。

(s3, a1), (s2, a2)

ステップ 3　ステップ 2で断られた s1 は，まだ自分を断っていない監査法人の中の第 1

希望である a1 に出願する。a1 は，新たに出願してきた s1 とキープしている s3 の中から，

欲しい合格者である s1 をキープし，s3 を断る。

(s1, a1), (s2, a2)
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ステップ 4　ステップ 3で断られた s3 は，まだ自分を断っていない監査法人の中の第 1

希望である a2 に出願する。a2 は，新たに出願してきた s3 とキープしている s2 の中から，

欲しい合格者である s2 をキープし，s3 を断る。

(s1, a1), (s2, a2)

ステップ 5　ステップ 4で断られた s3 は，まだ自分を断っていない監査法人の中の第 1

希望である a3 に出願する。a3 は s3 をキープする。

終了　新たに断られる合格者が 1人もいなくなったので，各監査法人がキープしている

合格者を正式に採用する。したがって，最終的な所属関係は以下のマッチングとなる。

(s1, a1), (s2, a2), (s3, a3)

以上を図示したものが，図 5.3から図 5.9である。

a1a2s1

s2

a3

� �:

a3

� �:

a1 a2

s3 a3

� �:

a1 a2

図 5.3 合格者の選好順位

a1

:

s3

� �

a2

:

s2 s1 s3

� �

a3

:

s2 s1 s3

� �

s1 s2

図 5.4 監査法人の選好順位
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s3

a2s1

s2

a1

(s1, a2)

(s3, a1)

�

図 5.5 ステップ 1

s3

s1

s2

a1

(s3, a1)

a2

(s2, a2)

a2

図 5.6 ステップ 2

s3

s1

s2

a1

a2

a1

(s1, a1)

(s2, a2)

図 5.7 ステップ 3

s3

s1

s2 a2
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図 5.8 ステップ 4
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s2 a2

a1

(s1, a1)
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a3
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図 5.9 ステップ 5
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この受入保留方式は安定的である。マッチングが安定であるとは，ブロックする組が

いっさい存在しないことをいう（瀧澤, 2010, p. 65）。合格者 s がマッチングにより定め

られた監査法人とは別の監査法人 aをより好み，監査法人 aの定員に空きがあるか，もし

くはマッチングにより定められた合格者よりも sの選好順位のほうが高い場合に，合格者

sと監査法人 aの組 (s , a) は元のマッチングをブロックするという。言い換えれば，本当

は相思相愛のマッチングが他にあるにもかかわらず，そうではないマッチングになってし

まっている状態（抜け駆けをするインセンティブがある状態）が安定的ではないマッチン

グである。

また，受入保留方式は耐戦略性をもつ。真の選好順位と異なる順位を申告することで得

をすることができないとき，耐戦略的であるという（瀧澤, 2010, p. 69）。各ステップで決

まるマッチングが暫定的であることから，合格者は選好順位の低い監査法人へ早く出願す

る利点がないのである。なお，現行の就職・採用活動ルールと比較すると，受入保留方式

ではタイミングの問題がないため，アンマッチの合格者と監査法人がいないという点が重

要である。

5.4 実験による検証の必要性：様々なバイアスの存在と現実世
界への応用

このように，メカニズムの導入は現行の就職・採用活動ルールにおけるマッチングを改

善する可能性がある。しかし，理論上支持されている受入保留方式についても様々な議論

がなされている。学校選択制の文脈における実験による先行研究では，被験者が選好順位

を偽って報告することによって自分のマッチングを有利にしようとする様々なバイアスが

報告されている17）。

たとえば，Chen and Sonmez（2006）では，a) 生徒が選好順位を提出するときに，通学

圏内の学校18）を自分の真の選好順位における順位に比べてより高くランク付けする行動

である通学圏内校バイアス（district school bias），b) 最も競争が激しい学校の順位を下げ

る行動である小規模校バイアス（small school bias），c) 最も選好順位の高い学校の順位を

下げる行動である類似選好バイアス（similar preference bias）が観察されている。このう

ち a) 通学圏内校バイアスは合格者と監査法人の文脈では問題とはならないが，b) 小規模

17）学校選択制の実験研究については川越（2010）を参照。
18）通学圏内の生徒は学校に対して，他の生徒よりも高い優先順位をもっている。
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校バイアスと c) 類似選好バイアスは合格者と監査法人の文脈でも問題となるかもしれな

い。なぜなら，合格者は最も競争が激しい監査法人の順位を下げる行動をとるかもしれな

いし（小規模校バイアスに相当する行動である），他人も自分と似た選好をもつと予想し

て，競合を避けるために最も選好順位の高い監査法人の順位を下げる行動をとるかもしれ

ない（類似選好バイアスに相当する行動である）からである。

また，Chen and Sonmez（2006）を拡張し，全ての学校（7校）に対する選好順位を提出

することができる場合と，上位数校（3校）までしか選好順位を提出することができない

場合を比較した Calsamiglia, Haeringer, and Klijn（2010）では，指定校バイアス（safety

school effect）が観察されている。これは，どの学校にも割り当てられずにマッチング作

業が終わってしまうリスクを避けるために，指定校（通学圏内にある優先順位の高い学

校19））の選好が 4位以下であっても，それを 3位以内にランク付けする行動である。この

指定校バイアスを合格者と監査法人のマッチングの文脈で考えてみよう。通常，合格者は

監査法人の選好を知ることができないため，監査法人の合格者に対する選好順位は不明で

ある。すなわち，学校選択制でいうところの指定校に相当する監査法人は通常は存在しな

い。しかし，この実験の設定のように，全ての学校の選好順位を提出する場合と，上位数

校しか提出することができない場合でどのようなマッチングが導かれるのかという点は，

合格者と監査法人のマッチングを考える上で考慮する必要がある。なぜなら，実際にメカ

ニズムを導入するのであれば，合格者が監査法人の選好順位（順位表）を提出する際に何

位まで記入することができるのか，という点が問題となるからである。

このように，学校選択制の文脈においてゲーム理論による予測を実験によって検証する

研究が行われている。

また，マッチング理論の先行研究のうち，もう 1 つの代表例である研修医マッチング

の文脈では，現実の問題に即したルール変更や代替案の提示が行われている。たとえば，

2003 年に日本に導入された研修医マッチングでは，当初はアメリカの研修医マッチング

で使われているルールに近いものであったが，「地方の医師不足」という批判に対応する

ため，厚生労働省が見直しを行い，2009年から都道府県別定員を設けるという新しいルー

ルとなった20）。このように，マッチング理論の現実への応用例である学校選択制と研修医

19）前述のとおり，現実の世界では，通学圏内の生徒の方が，通学圏外の生徒よりも学校側の優先順位が高く設定さ
れていることが多い。

20）しかし，鎌田・小島・和光（2011）ではその問題点が指摘されている。すなわち，都道府県別に定員を設ける
と安定性が満たされないマッチングになってしまうという問題点が指摘されている。もっとも，地方の監査人
不足という問題を抱えていない監査業界では，大都市の定員にあぶれた合格者が地方の監査法人に配属される
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マッチングの文脈においては，より現実の世界に即した研究が行われている。

5.5 小括

本章では，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングに改善の余地があるか否かを

ゲーム理論を用いて分析を行った。現行の就職・採用活動の分析を行った 5.2では，現行

ルールのエッセンスをモデル化した設例をつうじて，現行ルールは，効率性，安定性，耐

戦略性（真実表明）を満たさない，偶然に支配されたルールであることがわかった。つづ

く 5.3では，現行ルールの代替案として，受入保留方式を適用した場合にどのような帰結

となるのかを概観した。受入保留方式が安定的で耐戦略的（真実表明）な性質を持つアル

ゴリズムであることは先行研究で既に明らかになっているが，当該アルゴリズムを公認会

計士試験合格者と監査法人のマッチングに適用した場合，現行の就職・採用活動ルールと

比較してタイミングの問題がないことから，アンマッチの合格者と監査法人がいないとい

うことが明らかになった。そして，5.4で検討したように，合格者と監査法人のマッチン

グの文脈においても，マッチングを検証する手段として実験研究を行う意義があるといえ

るだろう。

本章を踏まえ，つづく第 6章では，公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動

市場において現実の世界で採用されていない受入保留方式を事前検証するために経済実

験を行う。具体的には，現行ルールを単純化した実験市場での人々の行動と，本章で代替

案として提案した受入保留方式の実験市場での人々の行動を比較し，それらのパフォーマ

ンスを検証する。また，第 4章で検討した，監査法人の定員に空きがある場合と，監査法

人の定員に空きがない場合ではどのような差がみられるのか，あるいはみられないのかと

いった実験の設定も行う。好況時のように監査法人の定員に空きがある場合と，2011年の

就職・採用活動の市場のように監査法人の定員に空きがない場合における人々の行動を比

較することによって，どのように制度を設計すれば良いのかの示唆を得ることができるか

らである。

というシナリオを想定した制度設計を行う必然性はないことから，研修医マッチングのような問題は生じない
と考えられる。
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第 6章

公認会計士試験合格者と監査法人の
マッチング：実験による検証

本章の全体像� �
6.1　はじめに：問題の所在
6.2　受入保留方式の検証：最も単純なケース
6.3　受入保留方式の検証：監査法人の定員に空きがある場合とない場合の比較
6.4　現行ルールと受入保留方式の比較
6.5　小括

� �
〈キーワード〉事前検証，受入保留方式，現行ルール，真実表明，監査法人の定員

6.1 はじめに：問題の所在

本章では，第 5章におけるゲーム理論による分析を承けて，理論の予想を実験によって

検証することを目的とする1）。第 2章および第 3章で抽象的に論じた実験の目的を，個別

具体的な論点に即して示すと，本研究において実験による検証という手法を用いる理由は

以下の 3点である。まず第 1に，事前検証が可能であるという点である。本稿が主張して

いる受入保留方式は公認会計士と監査法人の就職・採用活動の市場では未だ導入されてい

ない方式であり，現行ルールの代替案である受入保留方式のパフォーマンスを事前に検証

することが必要である。次に第 2に，他のマッチング理論（たとえば学校選択制）の実験

研究では，意図せざる結果が発見され報告されていることである。制度を検証するうえ

で，実験の検証により意図せざる結果が予想されるのであれば，制度設計の事前にそれに

1）本章の一部は，廣瀬（2015）を大幅に加筆・修正したものである。
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対応することが可能となる。そして第 3に，本研究が取り扱う論点は，現実の就職・採用

活動のデータが入手不可能であり，アーカイバル型の実証研究は不可能な論点であるとい

う点である。

本章の構成は以下のとおりである。まず，最も単純なケースである受入保留方式の検証

を行う。次に，受入保留方式のもとで，監査法人の定員に空きがある場合とない場合の比

較を行う。そして最後に，現行の就職・採用活動ルールと代替案としての受入保留方式の

比較を行う。ゲーム理論による予測のとおりに被験者は行動するのか，それとも理論の予

想とは異なる行動をするのかが重要なポイントである。

6.2 受入保留方式の検証：最も単純なケース

6.2.1 実験デザイン

実験は，2013年 7月に同志社大学の学部生と修士課程の院生を対象に行ない，96名が

参加した。被験者は 3人 1組となり，3つの監査法人に就職活動をしている合格者の役割

を演じた。最もプリミティブなケースである 3人 1組の実験では，3つの監査法人の定員

をそれぞれ 1名に設定した（図 6.1参照）。

1名 1名1名

3名

図 6.1 最も単純なケース

実験手順は，まず実験者が各被験者に真の選好順位を記載した書面を配布し，実験説明

書（インストラクション）2）を説明し，質問への対応を行なった。それを受けて被験者は 3

つの監査法人のランキング（行動データ）とそれを選択した理由（心理データ）を空欄に

2）実際に使用したインストラクションなどは付録 Aを参照。
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記入し提出するという形式を採用した。被験者は 1回だけ意思決定を行ない，繰り返し意

思決定を行わない。各被験者に配布した真の選好順位は私的情報であり，各被験者は他の

被験者の真の選好順位を知ることができない。

なお，いずれの実験も各監査法人の選好順位は固定されており，真の選好順位を表明す

る（欲しい合格者のランキングを偽らずに提出する）という設定である。この監査法人側

の真の選好順位は被験者全員が知ることができない情報である。

被験者は真の選好順位の第 1順位の監査法人に割当てられた場合は 3ポイント，第 2順

位の監査法人に割当てられた場合は 2ポイント，第 3順位の監査法人に割当てられた場合

は 1ポイントの利得を獲得するという設定とした。以下では，被験者が提出したランキン

グが真の選好順位と同じであることを真実表明，被験者が提出したランキングが真の選好

順位と異なることを虚偽表明という。この実験手順を示したものが，図 6.2である3）。

インストラクション説明

質問対応

ランキングと選択理由を記入

受入保留方式を適用

割当先決定

自分の真の選好順位を知る

図 6.2 最も単純なケースの実験手順

実験の概要は以下のとおりである。

状況

被験者は，就職活動をしている大学生（以下，就活生）である，という状況を設定した。

これは，「公認会計士試験合格者」というコンテクストのある用語ではなく，中立的でコン

テクストフリーな用語を使用するという意図である4）。被験者が演じるのは自分自身を含

めた全員で 3名の就活生#1，#2，#3であり，3つの企業 A，B，Cに就職活動をしている

3）実験手順のうち，被験者が意思決定を行う部分を網掛けにしている。以下同様。
4）コンテクストの問題については第 3章を参照。
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という設定である。全ての企業の定員は 1名とした。この実験では就活生に 3名 1組のグ

ループになってもらったが，誰とグループになっているのかはわからないという設定にし

た。就活生はあるメカニズムにもとづいて企業に割当てられ，その企業に入社する。メカ

ニズムの内容は後述する。

意思決定

被験者は 3つの企業のランキングを選んで，選択用紙にランキングとそれを選択した理

由を記入して提出する。被験者から提出されたランキングにメカニズムを適用し，入社す

る企業を決定した。入社する企業によって就活生が獲得する利得が異なる。自身の利得は

選択用紙に記入されているが，他人の利得はわからないという設定にした。

メカニズム

就活生の企業への割当ては以下のメカニズムにもとづいて決定される。これは第 4章で

確認した受入保留方式である。

・ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願する。各企業は欲しい就活生を定員が埋まるまで

暫定的にキープし，残りを拒否する。

・ラウンド t：ラウンド t-1で拒否された就活生は，まだ自分を拒否していない企業の中の

最も高い順位の企業に出願する。各企業は，キープしている就活生と新たに出願してきた

就活生を比べて，欲しい就活生を定員が埋まるまで暫定的にキープし，残りを拒否する。

・終了：新たに拒否される就活生が 1人もいなくなった時点で終了し，各企業がキープし

ている就活生を正式に採用する。

パラメータの設定

実験では表 6.1，表 6.2のランキング表をパラメータとして採用した。

就活生#1 就活生#2 就活生#3

1位 B A A

2位 A B B

3位 C C C

表 6.1 就活生のランキング
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A B C

1位 1 2 2

2位 3 1 1

3位 2 3 3

表 6.2 企業側のランキング

6.2.2 理論の予想：仮説

第 5章でみたように，受入保留方式のもとで予想される帰結を時系列でまとめると以下

のようになる。

ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願する。

・#1は B，#2は A，#3は Aに出願する。

・Aは#2と#3を比べて，#3をキープし#2を拒否する。

・Bは#1をキープする。

ラウンド 2：ラウンド 1で拒否された就活生（#2）は 2位の企業に出願する。

・#2は Bに出願する。

・Bは#1（ラウンド 1でキープ）と#2を比べて，#2をキープし#1を拒否する。

ラウンド 3：ラウンド 2で拒否された就活生（#1）は 2位の企業に出願する。

・#1は Aに出願する。

・Aは#3（ラウンド 1でキープ）と#1を比べて，#1をキープし#3を拒否する。

ラウンド 4：ラウンド 3で拒否された就活生（#3）は 2位の企業に出願する。

・#3は Bに出願する。

・Bは#2（ラウンド 2でキープ）と#3を比べて，引き続き#2をキープし#3を拒否する。

ラウンド 5：ラウンド 4で拒否された就活生（#3）は 3位の企業に出願する。

・#3は Cに出願する。
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・Cは#3をキープする。

　誰も拒否されていないので，このプロセスを終了し，正式に採用する。

最終的な割当て結果は以下のようになる。

就活生#1 就活生#2 就活生#3

企業 A B C

表 6.3 最終的な割当て結果

なお，第 5章でみたように受入保留方式は耐戦略性（真実表明）をもつ。すなわち，理

論の予想からすると，全ての被験者は真実表明を行うはずである。

以上のように検証すべき仮説は以下のようになる。

仮説 1-1：最終的な割り当て結果（理論の予想）

　　受入保留方式のもとでの最終的な割り当て結果は表 6.3のようになる。

仮説 1-2：真実表明

　　すべての被験者は真実表明を行う。

6.2.3 実験結果

仮説 1-1の検証

32組中，27組が仮説で示した表 6.3の割り当て結果となった5）。

仮説 1-2の検証

まず，3人 1組の実験における選好の表明について，選好順位を真実表明した人数と虚

偽表明した人数の割当結果をまとめたものが表 6.4である。これらの差をχ2 検定で分析

した結果，χ2(2) = 6.762, p < .05となり，真実表明した合格者は第 3順位の監査法人に

割当てられることが少なく，虚偽表明した合格者は第 3順位の監査法人に割当てられるこ

とが多かった。

5）3 人全員が真実表明の場合は前述のとおり表 6.3 のような割り当て結果になる。ただし，真実表明の者と虚偽
表明の者とが混在する組で表 6.3のような割り当て結果となっている場合もある。
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割当結果
選好の表明 第 1順位 第 2順位 第 3順位 合計
真実表明 7 43 18 68

% 10.3 63.2 26.5 100.0

虚偽表明 0 14 14 28

% 0.0 50.0 50.0 100.0

合計 7 57 32 96

% 5.2 56.6 38.2 100.0

χ2(2) = 6.762, p < .05

表 6.4 選好の表明と割当結果のクロス表

次に，真実表明した合格者の獲得利得と虚偽表明した合格者の獲得利得を比較するため

に，t検定を行った。その結果，t(94) = 2.657, p < .01となり，真実表明した合格者の方が

虚偽表明した合格者よりも獲得利得が高かった（表 6.5参照）。これは，受入保留方式のも

とでは真実表明が支配戦略であるという理論の予想と整合している。言い換えると，他人

の行動にかかわらず，真の選好順位を正直に表明することが最善の戦略であるといえる。

選好の表明 N 平均 標準偏差 t

真実表明 68 1.84 .589
2.657***

虚偽表明 28 1.50 .509

***p < .01

表 6.5 真実表明と虚偽表明の効率性の t検定の結果

6.3 受入保留方式の検証：監査法人の定員に空きがある場合と
ない場合の比較

6.3.1 実験デザイン

実験は，2013年 7月に同志社大学の学部生と修士課程の院生を対象に行ない，100名が

参加した。被験者は 5人 1組となり，3つの監査法人に就職活動をしている合格者の役割

を演じた。5人 1組の実験では，売り手市場のケースと買い手市場のケースを想定し，3つ

の監査法人の定員に差異を設けている。具体的には，
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売り手市場：監査法人の定員が 6名（2名，2名，2名）の，未就職者が存在しないケー

ス（図 6.3参照）

買い手市場：監査法人の定員が 4名（2名，1名，1名）の，未就職者が存在するケース

（図 6.4参照）

を設定し，それぞれの市場に 50名の被験者が参加した。

2名 2名2名

5名

図 6.3 売り手市場のケース

1名 1名2名

5名

図 6.4 買い手市場のケース

この設定を設けた趣旨は，第 4章でみたように，年度によって，買い手市場で未就職者

が存在するケース（監査法人の定員に空きがないケース）と，売り手市場で未就職者が存

在しないケース（監査法人の定員に空きがあるケース）があるからである。

実験手順は，まず実験者が各被験者に真の選好順位を記載した書面を配布し，インスト

ラクションを説明し，質問への対応を行なった。それを受けて被験者は 3つの監査法人の

ランキング（行動データ）とそれを選択した理由（心理データ）を空欄に記入し提出する

という形式を採用した。被験者は 1回だけ意思決定を行ない，繰り返し意思決定を行わな

い。この 5人 1組の実験では，上記 2つのケースのうちいずれかのケースの用紙が配布さ

れた。各被験者に配布した真の選好順位は私的情報であり，各被験者は他の被験者の真の

選好順位を知ることができない。

なお，いずれの条件も各監査法人の選好順位は固定されており，真の選好順位を表明す

る（欲しい合格者のランキングを偽らずに提出する）という設定である。この監査法人側

の真の選好順位は被験者全員が知ることができない情報である。

被験者は真の選好順位の第 1順位の監査法人に割当てられた場合は 3ポイント，第 2順
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位の監査法人に割当てられた場合は 2ポイント，第 3順位の監査法人に割当てられた場合

は 1ポイントの利得を獲得するという設定とした。被験者が提出したランキングに受入保

留方式を適用し，マッチングを決定した。以下では，被験者が提出したランキングが真の

選好順位と同じであることを真実表明，被験者が提出したランキングが真の選好順位と異

なることを虚偽表明という。

6.3.2 理論の予想：仮説

理論の予想では，定員の多い/少ないにかかわらず真実表明することが支配戦略である

ため（坂井, 2010, 第 8章），先の分析と同様，ここでもこのメカニズムが耐戦略性を満た

すか否か（被験者が真実表明を行うか否か）を検証する。

仮説 2：真実表明

　　定員の多い/少ないにかかわらず，すべての被験者は真実表明を行う。

6.3.3 実験結果

仮説 2の検証

5人 1組の実験において，定員が 6名のケースと定員が 4名のケースの真実表明の割合

を比較するために，t検定を行った。その結果，t(98) = 2.167, p < .05となり，定員が 6

名のケースの方が定員が 4名のケースよりも真実表明の割合が高かった（表 6.6参照）。

定員 N 平均 標準偏差 t

6名 50 .86 .351
2.167**

4名 50 .68 .471

**p < .05

表 6.6 定員の差異と真実表明割合の t検定の結果

理論の予想では，定員の多い/少ないにかかわらず真実表明することが支配戦略である

ので，被験者の行動に差はないはずである。しかし，定員が 4名，すなわち未就職者が存

在する市場では，ランキング表の提出において，被験者が真の選好順位を偽って報告する
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ことによって自分のマッチングを有利にしようとする行動（バイアス）が観察された。

これは理論予想に反する意図せざる結果である。現実の公認会計士試験合格者と監査法

人のマッチングの問題でいうと，買い手市場のときに虚偽表明が多くなり，売り手市場の

ときは真実表明が多くなるということである。特に注目すべきは買い手市場の場合であ

る。すなわち，この場合であっても公認会計士試験合格者はメカニズムを信頼して真実表

明をすれば監査法人との適切なマッチングがなされ自分の望む就職ができるはずである。

しかしながら，実際には就職したいという気持ちが強まるあまりメカニズムに反する近視

眼的な行動をとる結果，自分の望む就職ができなくなってしまうということを実験は示唆

しているのである。

よって，もし仮に受入保留方式を実際に導入するとしても，特に買い手市場の場合には，

公認会計士試験合格者にメカニズムを信頼させるような追加的な政策が別途必要となる。

具体的にはたとえば，日本の医師臨床研修マッチングにおいては，正直申告（真実表明）

が最適である旨のアナウンスが研修医になされている（坂井, 2010, p. 140–141）。公認会

計士業界へのマッチング導入においても，このような工夫が必要となることを実験結果は

示している。

以上 2つの実験結果から，1) 真の選好順位を表明した者の方が，虚偽の選好順位を表明

した者よりも獲得利得が高いこと，2) 定員が 6名のケースの方が定員が 4名のケースより

も真実表明の割合が高いこと，がわかった。全ての被験者が真実表明をしたわけではない

ことから，受入保留方式は嘘をついたとしても得をすることができない仕組みであること

を周知徹底する必要があるといえるだろう。

6.4 現行ルールと受入保留方式の比較

ここまでの実験では被験者に謝金（インセンティブ）を付与しないデザインを採用して

きたが，第 3章で見たように経済実験においては，金銭的インセンティブを付与すること

が重要である。そこで以下では，金銭的インセンティブを付与したデザインを採用し，受

入保留方式の有用性を現行ルールと比較することで明らかにする。

6.4.1 実験デザイン

実験は，2014年 1月，2月に同志社大学の学部生を対象に行ない，以下の 2つの条件に

合計 43名が参加した。被験者は 3人 1組となり，3つの監査法人に就職活動をしている合
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格者の役割を演じた。3つの監査法人の定員はそれぞれ 1名に設定した。被験者は，現行

ルールまたは受入保留方式のいずれか一方のみの条件の実験に参加するという被験者間計

画（between-subject）6）を実施した。

実験手順は，まず実験者が実験説明書（インストラクション）7）を説明し，質問への対応

を行なった。次に実験者が各被験者に真の選好順位を記載した書面を配布した。各被験者

に配布した真の選好順位は私的情報であり，各被験者は他の被験者の真の選好順位を知る

ことができない。それを受けて，現行ルール条件の被験者は，それぞれの監査法人にエン

トリーするか否かをWebサイト上で選択した。また，受入保留方式条件の被験者は，3つ

の監査法人のランキングをWeb サイト上で選択した。いずれの条件も，被験者は 1 回だ

け意思決定を行ない，繰り返し意思決定を行わない。両条件ともに，これら行動データの

他に事後アンケートを行ない心理データも得ている。

なお，いずれの条件も各監査法人の選好順位は固定されている。また，各監査法人の意

思決定を行う主体はヒトではなく，現行ルール条件の各監査法人は，エントリーしてきた

合格者を比較し，選好順位が高い合格者を採用するという設定である。また，受入保留方

式条件の各監査法人は真の選好順位を表明する（欲しい合格者のランキングを偽らずに提

出する）という設定である。この監査法人側の真の選好順位は被験者全員が知ることがで

きない情報である。

被験者は真の選好順位の第 1順位の監査法人に割当てられた場合は 3ポイント，第 2順

位の監査法人に割当てられた場合は 2ポイント，第 3順位の監査法人に割当てられた場合

は 1ポイントの利得を獲得するという設定とした。1ポイントあたり 250円で換算し，謝

金を支払った。平均の所要時間は約 30 分であり，被験者に支払った謝金の平均値は 453

円である。なお，実際には先と同様，コンテクストフリーで実験を行った。この実験手順

を図に示したものが，図 6.5と図 6.6である。

受入保留方式の設定は前述のとおりである。現行ルールの設定の概要は，以下のとおり

である。

ゲームのルール

被験者は，就職活動をしている大学生（以下，就活生）の役割を演じる。自身を含めて

全員で 3名の就活生#1，#2，#3がおり，3つの企業 A，B，Cに就職活動をしている。全

6）被験者間計画については補論 2を参照
7）実際に使用したインストラクションなどは付録 B，付録 Cを参照。
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インストラクション説明

質問対応

Web上で行動を選択

現行ルールを適用

割当先決定

自分の真の選好順位を知る

事後アンケートに回答

図 6.5 現行ルール条件の実験手順

インストラクション説明

質問対応

Web上でランキングを選択

受入保留方式を適用

割当先決定

自分の真の選好順位を知る

事後アンケートに回答

図 6.6 受入保留方式条件の実験手順

ての企業の定員は 1名と設定した。この実験では就活生の被験者に 3名 1組のグループに

なってもらうが，自分が誰とグループになっているのかはわからない。企業 A，B，Cは

採用活動を行っている時期が異なり，第 1期は C，第 2期は B，第 3期は Aが採用活動を

行っている。就活生の被験者には，各期にエントリーするかしないかを意思決定してもら

う。そして企業は採用する就活生を選択する。なお，いずれかの企業に採用された場合，

次期以降のゲームに参加することはできない。たとえば，第 1期に Cにエントリーして採

用された場合，第 2期以降のゲームに参加することができない。このルールを表したもの

が図 6.7である。

第1期 第2期 第3期 

Cに 
エントリーする 

または 
エントリーしない 

A 

B 

C 

Bに 
エントリーする 

または 
エントリーしない 

Aに 
エントリーする 

または 
エントリーしない 

図 6.7 各企業の採用時期
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意思決定

被験者には，別紙に記載されている URLにアクセスして意思決定を行ってもらう。

ゲームの流れは図 6.8のとおりである。

Cに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用（ゲーム終了） 

Bに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用（ゲーム終了） 

Aに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用 

図 6.8 就職採用活動の流れ

被験者には，各社にエントリーするか否かの意思決定を，あらかじめ第 1期から第 3期

までの全ての期に対して行ってもらう。全ての期に対して意思決定を行ってもらうが，C

にエントリーして採用された場合は第 2期以降の意思決定をなかったものとみなして処理

する。また，Bにエントリーして採用された場合は第 3期の意思決定をなかったものとみ

なして処理する。就活生が獲得する利得は入社する企業によって異なる。自分の利得は配

布している別紙に記載されているが，他人の利得はわからない。また，企業の採用方針は

わからない。
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パラメータの設定

実験では表 6.7，表 6.8のランキング表をパラメータとして採用した。これは，受入保留

方式条件と同じランキング表である。

就活生#1 就活生#2 就活生#3

1位 B A A

2位 A B B

3位 C C C

表 6.7 就活生のランキング

A B C

1位 1 2 2

2位 3 1 1

3位 2 3 3

表 6.8 企業側のランキング

6.4.2 理論の予想

現行ルールは，なんらかの理論的根拠にもとづいたものではないため，理論による結果

の予想はそもそもできない。このように理論の予想がない点が先の受入保留方式とは決定

的に異なる。そしてこの点こそが現行ルールの大きな問題点である。つまり，なんらかの

予期される結果がないため，現行ルールのもとで意思決定を強いられるプレイヤーは，大

きな不確実性にさらされてしまっている。このため，現行ルールのもとでは，どれが最適

な戦略か事前に予測できないため，プレイヤーの行動は必然的に場当たり的なものとなら

ざるをえない。

以上のように，現行ルールのもとでは，どのような帰結がえられるかは事前に予測不可

能であるが，たとえば一例として次のような流れが考えられる。

第 1期

・#1だけが Cにエントリーした。

・Cは#1を採用した。
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・#1 は第 2 期以降のゲームに参加することができない（第 2 期と第 3 期の意思決定はな

かったものとみなして処理する）。

第 2期

・誰も Bにエントリーしなかった。

第 3期

・#2と#3が Aにエントリーした。

・Aは#3を採用した。

A

C

B

#1だけCに 
エントリー 
↓ 

#1採用

Bに誰も 
エントリーせず

#2と#3がAに 
エントリー 

↓ 
#3採用

第1期 第2期 第3期

図 6.9 ゲームの設例

就活生#1 就活生#2 就活生#3

企業 C ― A

表 6.9 最終的な割当て結果（理論の予想ではなく，あくまで一例）
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6.4.3 実験結果

現行ルール条件では，被験者が各監査法人にエントリーするか否かの選択と各監査法人

の選好順位を照合し，マッチングを決定した。

受入保留方式条件では，被験者が選択したランキングに受入保留方式を適用し，マッチ

ングを決定した。以下では，被験者が提出したランキングが真の選好順位と同じであるこ

とを真実表明と定義し，被験者が提出したランキングが真の選好順位と異なることを虚偽

表明と定義する8）。

現行ルール条件と受入保留方式条件の就職率の比較

まず，現行ルール条件における合格者の就職率と，受入保留方式条件における合格者の

就職率を比較するために，t検定を行った。その結果，t(24) = 2.138, p < .05となり，受

入保留方式条件の就職率の方が現行ルール条件の就職率よりも高かった（表 6.10参照）。

就職率 N 平均 標準偏差 t

現行ルール条件 25 .84 .37
2.138**

受入保留方式条件 18 1.00 .00

**p < .05

表 6.10 現行ルール条件と受入保留方式条件の就職率の t検定の結果

特に，受入保留方式条件では就職率が 100%となっており，就職率が高い方が望ましい

という規範を前提とすると，未就職者が現れないという点は，受入保留方式の現行ルール

に対する優位性であると考えられる。

現行ルール条件と受入保留方式条件の平均獲得利得の比較

次に，現行ルール条件に参加した合格者の平均獲得利得と，受入保留方式条件に参加し

た合格者の平均獲得利得を比較するために，t検定を行った。その結果，t(41) = .213, n.s.

となり，有意差がみられなかった（表 6.11参照）。

8）なお，以下の分析では，被験者の欠席により参加者が 2 名となってしまったグループのマッチングの決定にあ
たっては，他のグループの誰かの意思決定を乱数によって選択し，擬似的に 3 名 1 組と仮定し割当先を決定し
ている。
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合格者利得 N 平均 標準偏差 t

現行ルール条件 25 1.84 1.11
.213

受入保留方式条件 18 1.78 .65

n.s. 非有意

表 6.11 現行ルール条件と受入保留方式条件の合格者利得の効率性の t検定の結果
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図 6.10 現行ルール条件の合格者利得
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図 6.11 受入保留方式条件の合格者利得

しかしながら，図 6.10と図 6.11の合格者利得のヒストグラムをみると，受入保留方式

条件の方が現行ルール条件よりもばらつきが小さいことがわかる。また，現行ルール条件

では利得がゼロ，すなわちどこにも就職することができなかった合格者が 4名存在するこ

とから，監査法人の定員に空きがある場合でも未就職者が現れる可能性がある制度である

ことがわかる。つまり，先にみたように，現行ルールが理論的根拠のあるものではなく，

不安定な仕組みであることが，実験結果からも観察される。

次に，現行ルール条件における監査法人の平均獲得利得と，受入保留方式条件における

監査法人の平均獲得利得を比較するために，t検定を行った。その結果，t(41) = .276, n.s.

となり，有意差がみられなかった（表 6.12参照）。
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監査法人利得 N 平均 標準偏差 t

現行ルール条件 25 2.08 1.04
.278

受入保留方式条件 18 2.17 .99

n.s. 非有意

表 6.12 現行ルール条件と受入保留方式条件の監査法人利得の効率性の t検定の結果

しかしながら，図 6.12と図 6.13の監査法人利得のヒストグラムをみると，現行ルール

条件では利得がゼロ，すなわち誰も採用することができなかった監査法人が 4社存在する

ことから，監査法人の定員に空きがある場合でも定員を確保することができない可能性が

ある制度であることがわかる。ここでも，現行ルールの不安定さが垣間みえる。
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図 6.12 現行ルール条件の監査法人利得
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図 6.13 受入保留方式条件の監査法人利得

現行ルール条件下の行動タイプ

現行ルール条件では，被験者はどのような行動を選択したのだろうか。現行ルール条件

の実験において，合格者の第 1希望がどの監査法人であるか（Aか Bか）と，行動タイプ

別の人数をまとめたものが表 6.13である。ここでいう行動タイプとは，被験者の行動を 3

つに分類したものであり，安全策とは，最も早く採用活動を行う C（ここでは中小監査法

人を指す）にエントリーする行動のことである。また，C回避とは，Cを回避してその後

に採用活動を行う監査法人にエントリーする行動のことである。第 1希望のみとは，第 1

希望の監査法人（実験の設定上，Aか Bの監査法人）にのみエントリーするという行動の
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ことである。

これらの差をχ2 検定で分析した結果，χ2(2) = 1.639, n.s.となり，有意差はみられな

かった（表 6.13参照）。

行動タイプ
第 1希望 安全策 C回避 第 1希望のみ 合計
A 3 11 2 16

% 18.8 68.7 12.5 100.0

B 3 6 0 9

% 33.33 66.67 .0 100.0

合計 6 17 2 25

% 24.0 68.0 8.0 100.0

χ2(2) = 1.639, n.s. 非有意

表 6.13 第 1希望の監査法人と行動タイプのクロス表

しかしながら，最も早く採用活動が行われる Cを回避して Bと Aにエントリーした被

験者が 68%を占めている。そして，その逆に，就職できないというリスクを避けたい（ゼ

ロポイント獲得を回避したい）という，リスク回避的な被験者は 24%であった。また，第

1希望のみエントリーした被験者の事後アンケートによると，皆は安全策をとって Cも含

めた全ての監査法人にエントリーすると予測し，「裏をかいて」Aのみにエントリーした

との回答があった。また，全ての監査法人にエントリーすることを良しと思っているもの

の，あえて「ハイリスク・ハイリターンを選択した」という回答もあった。このことから，

現行ルールは，就職活動参加者による様々な駆け引きが行われるという制度であるかもし

れない。ここでも現行ルールの不安定さが垣間みえる。

現行ルール条件下の行動タイプ別の合格者利得の比較

また，上記の行動タイプ別（安全策，C回避，第 1希望のみ）の合格者の獲得利得を比

較するために分散分析を行った。その結果，F (2, 22) = 1.062, n.s.となり，行動タイプの

主効果はみられなかった（表 6.14参照）。
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行動タイプ 平均 標準偏差 F

安全策 1.33 .82 1.062

C回避 2.06 1.09

第 1希望のみ 2.12 1.50

N = 2～17 n.s. 非有意

表 6.14 現行ルール条件下の行動タイプ別の合格者利得の分散分析の結果

しかしながら，ばらつきが大きいという傾向が観察された。やはりここでも現行ルール

の不安定さが垣間みえる9）。

6.5 小括

本章では，第 5章でのゲーム理論的分析を実験によって検証した。本章で示した実験か

ら得られた主要な結論は以下のとおりである。

まず第 1 に，受入保留方式のもとでは，真実の選好順位を偽って表明する「虚偽表明」

よりも，真実の選好順位を正直に表明する「真実表明」の方が，合格者の獲得利得が高く，

これは，受入保留方式のもとでは真実表明が支配戦略であるという理論の予想と整合して

いるということである。

次に第 2に，受入保留方式のもとで，監査法人の定員に空きがある場合とない場合を比

較すると，理論の予想では，定員の多い/少ないにかかわらず真実表明することが支配戦

略であるが，定員が 4名，すなわち未就職者が存在する買い手市場のケースでは，ランキ

ング表の提出において，被験者が真の選好順位を偽って報告することによって自分のマッ

チングを有利にしようとする行動（バイアス）が観察されたということである。これは理

論予想に反する意図せざる結果である。現実の公認会計士試験合格者と監査法人のマッチ

ングの問題でいうと，ほんらい公認会計士試験合格者はメカニズムを信頼して真実表明を

すれば監査法人との適切なマッチングがなされ自分の望む就職ができるはずである。しか

しながら，実際には就職したいという気持ちが強まるあまりメカニズムに反する近視眼的

9）このように，一般的傾向としては，ばらつきが大きいという結果が観察されるが，統計分析では有意差がみられ
なかったことについては，以下の様な解釈が可能かもしれない。すなわち，現行ルールは合格者の戦略的な行
動を誘発し不安定な制度であるという問題点があるが，合格者の行動タイプによって獲得利得の差がないので
あれば，現実の世界では合格者と監査法人は現行ルールの問題点を認識していない可能性がある。前述のとお
り，現行ルール条件の就職率は受入保留方式条件の就職率よりも低いことから，先の未就職者問題などのよう
な就職率がクローズアップされる局面になってはじめて，現実の世界において現行ルール条件の問題点が認識
されるのかもしれない。
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な行動をとる結果，自分の望む就職ができなくなってしまうということを実験は示唆して

いるのである。よって，もし仮に受入保留方式を実際に導入するとしても，特に買い手市

場の場合には，公認会計士試験合格者にメカニズムを信頼させるような追加的な政策が

別途必要となる。具体的にはたとえば，日本の医師臨床研修マッチングにおいては，正直

申告（真実表明）が最適である旨のアナウンスが研修医になされている（坂井, 2010, p.

140–141）。公認会計士業界へのマッチング導入においても，このような工夫が必要となる

ことを実験結果は示している。

そして第 3に，現行ルールと受入保留方式を比較すると，現行ルールが，定員に空きが

ある場合であっても未就職者が存在する制度であるのに対し，受入保留方式は，定員に空

きがある場合は未就職者が存在しない制度である，ということである。この原因は，受入

保留方式は理論的根拠があるのに対して，他方，現行ルールは理論的根拠がないからであ

る。つまり，現行ルールは，不安定さを構造的に内包していることが理解できる。
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補論 1　謝金を付与しない実験デザインにおける実験結果

本文では現行ルール条件について謝金を付与するデザインで実験を行っているが，これ

と全く同じ条件で謝金を付与しないデザインでも実験を別途行っているので，その結果も

紹介する。実験は，2014年 1月に同志社大学の学部生を対象に行ない，現行ルール条件に

合計 35名が参加した。なお，当該実験の被験者は，本文に示した謝金を付与する実験デザ

インの実験に参加した被験者とは異なる。

現行ルール条件の実験において，第 1希望の監査法人がどの監査法人であるか（Aか B

か）と行動タイプ別の人数の割当結果をまとめたものが表 6.15である。ここでいう行動タ

イプとは，被験者の行動を 3つに分類したものであり，安全策とは，最も早く採用活動を

行う Cにエントリーする行動のことである。また，C回避とは，Cを回避してその後に採

用活動を行う監査法人にエントリーする行動のことである。第 1希望のみとは，第 1希望

の監査法人のみ（実験の設定上，Aか Bの監査法人）にエントリーするという行動のこと

である。

これらの差をχ2 検定で分析した結果，χ2(2) = 1.818, n.s.という結果となり，有意差

はみられなかった（表 6.15参照）。

行動タイプ
第 1希望 安全策 C回避 第 1希望のみ 合計
A 6 12 5 23

% 26.1 52.2 21.7 100.0

B 2 9 1 12

% 16.7 75.0 8.3 100.0

合計 8 21 6 35

% 22.9 60.0 17.1 100.0

χ2(2) = 1.818, n.s. 非有意

表 6.15 第 1希望の監査法人と行動タイプのクロス表

しかしながら，最も早く採用活動が行われる Cを回避して Bと Aにエントリーする被

験者が 60%を占めている。そして，その逆に，就職できないというリスクを避けたい（ゼ

ロポイント獲得を回避したい）という，リスク回避的な被験者は 22.9%であった。第 3章
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で論じたように，被験者に謝金を支払うことは経済実験では必須とされている。本実験で

は，よりリスクの高い選択肢である「第 1希望のみ」にエントリーするという行動タイプ

の被験者の割合は，謝金ありの実験ではわずか 8%であったのに対し，謝金なしの実験で

は 17.1%となっている。また，それに対応し，「安全策」の行動タイプの被験者の割合は，

謝金ありの実験では 24.0%であったのに対し，謝金なしの実験では 22.9%となっている。

そして，「C回避」の行動タイプの被験者の割合は，謝金ありの実験では 68.0%であった

のに対し，謝金なしの実験では 60.0%となっている。「安全策」と「C回避」という 2つの

行動タイプは，少ないポイントでも良いから確実にポイントが得られることを狙う相対的

にリスクの低い行動タイプであり，「第 1希望のみ」にエントリーするという行動タイプ

は，ポイントを得られない可能性もあるが，高いポイントの獲得を狙うという行動タイプ

であり，相対的にリスクが高いといえる。

このことから，謝金ありの実験と謝金なしの実験では，似たような傾向を示すものの，

謝金を支払うか否かは，被験者のインセンティブを喚起し，慎重な意思決定を促進してい

る可能性があるといえるかもしれない。

補論 2　他の章との関連性：実験デザインの根拠

ここでは，第 3章で論じた（ないし論じなかった）実験デザインの諸論点に即し，実施

した実験デザインの根拠を示す。

本研究は，第 4 章で論じたように，本問題の問題意識から，依拠するモデルは経済学

（ゲーム理論）となっている。したがって，人間観は経済合理性を前提としている。また，

対象となる意思決定は 3人ないし 5人 1組という複数人の相互依存的な意思決定であり，

他の被験者の意思決定を予測して自らの意思決定を選択するという実験デザインとなって

いる。

本研究では，被験者として学生を採用している。これは，効用最大化を目指す行動は学

生と実務家（この実験の文脈でいうところの公認会計士試験合格者）では差異がないと考

えられるからである。もっとも，一般的には，実験をデザインする上で被験者の属性が問

題となる。言い換えると，学生を被験者とするのか，専門家（会計学の文脈では実務家）

を被験者とするのかが論点となっている。経済実験をデザインする場合は，被験者の属性

は特に限定がないことから一般的に学生が被験者として採用されることが多い。また，心

理実験をデザインする場合は，実務家である投資家や監査人が採用されることが多い。
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経済実験では，学生を被験者とすることから，実験によって得られた結果は現実の世界

にも当てはまるのかという疑問や批判が寄せられることがある。この問いに関しては経済

学の分野において古くから議論がなされている。この点に関し，実験は条件間の比較を行

う研究手法であり，学生と一般人とで，利得最大化を目指す意思決定が異なるとは考えに

くいという指摘や（渡部・船木, 2008, p. 112），実験説明書（インストラクション）が正確

に理解されている限りにおいて専門家と学生の意思決定が異なることは予想されないとの

指摘がある（上枝, 2012, p. 102）。

本研究では，実験タスクの反復は行なっていない。経済実験は意思決定を反復するタイ

プの実験が多いが，マッチング理論の先行研究である学校選択制の実験などでは，現実の

世界での学校選択の意思決定は 1度きりであることから，1回の意思決定データのみを採

取する実験が行われている。本稿の文脈においても，公認会計士試験合格時の意思決定は

1度きりである点を重視し，意思決定を反復するのではなく 1回の意思決定データのみを

採取している。

本研究では，金銭的報酬の設定については，前述のとおり，2つのケースの実験を行っ

ている。謝金ありの実験と謝金なしの実験で決定的な差があるとはいえないが，被験者の

行動は謝金の支払いによって変化する可能性があることを指摘した。

本研究では，コンテクストについては「公認会計士試験合格者」「監査法人」というコン

テクストありの用語を使用するのではなく，「就活生」「企業」という一般的な用語を使用

した。この用語がコンテクストフリーであるか否かについては見解が分かれるかもしれな

いが，学生に馴染みのある用語であり違和感なく実験に参加することができる用語である

と考えている。

本研究では，デセプションは行なっていない。本研究の問題意識からは，デセプション

は不要であるからである。デセプションとは「偽の情報を意図的に被験者に与えること」

（渡部・船木, 2008, p. 113）である。一般的に，経済実験ではデセプションが禁止されてい

るのに対して，心理実験ではデセプションが許容されている。政治学では，Druckman et

al.（2006）によると，APSRのうちデセプションを行った実験は 31%であるという。この

ことからもわかるように，政治学においてもデセプションは許容されているようである。

実験心理学では，実験後に実験の意図を被験者に説明するというデブリーフィングが行わ

れることが実験倫理上，強く要求されており，デセプションの内容はその場で説明される

ことが一般的である。しかし，「ある実験でデセプションを経験した被験者は他の実験で
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もだまされているのではないかと勘ぐり，それによって行動や意思決定が左右されてしま

う」（渡部・船木, 2008, p. 114）という，いわゆる「被験者の汚染」という問題がある。デ

セプションに関しては，今後，会計学においても議論がなされることが予想される。本論

点は，今後，別の実験でデセプションをするか否かの判断を要するときに再度検討したい

と考えている。

本研究では，本文でも述べたように，被験者間計画で実験を実施した。実験を計画する

際，被験者内計画（within-subjects design）を採用するか，被験者間計画（between-subject

design）を採用するか，という論点がある10）。

ここで，被験者内計画とは，被験者が複数の treatmentに参加するデザインのことであ

り，被験者間計画とは，被験者がいずれか 1つの treatmentに参加する（複数の treatment

には参加しない）デザインのことである（田口・福川・上枝, 2013, p. 172）11）（図 6.14，図

6.15を参照）。

Cell 1� Cell 2�

Cell 3� Cell 4�

図 6.14 被験者内計画の実験デザイン

Cell 1� Cell 2�

Cell 3� Cell 4�

図 6.15 被験者間計画の実験デザイン

ヒトは情報の提示順序によって異なる全体的印象が形成されることが知られているが

（順序効果, Asch, 1946），被験者内計画の実験では，被験者の複数の実験セッションへの

参加や，複数の役割（監査人と経営者など）を経験することから，その順序効果の影響が

混入してしまうという問題が生じる。それに対し，被験者間計画では，被験者はいずれか

1つの実験セッションへ参加し，被験者の役割もいずれか 1つに固定されることから，順

10）本論点に関する会計学における議論の詳細は Libby et al.（2002）を，経済学における議論は Charness et al.

（2012）を参照。
11）社会科学における実験研究では，treatmentの訳出は定まっておらず，「条件」，「処理」，「操作」などと訳出さ
れている。
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序効果の影響を排除することができるという利点がある。しかし，被験者間計画では，被

験者数を確保することが被験者内計画と比べて相対的に難しいという欠点がある。
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第 7章

おわりに：総括と展望

本章の全体像� �
7.1　要約と含意
7.2　残された課題と今後の展望

� �
〈キーワード〉制度設計，理論，現実，フィールド実験，コラボレーション

7.1 要約と含意

ここまで，会計学における実験研究以外の研究方法の意義を踏まえたうえで，海外と日

本で行われてきた実験会計学の先行研究を読み解き，自ら実験計画を立てて実験を実施す

る，という一連の流れをつうじて，実験会計学の意義を論じてきた。各章の要約は以下の

とおりである。

第 1章では，議論の端緒として問題の所在を記した。すなわち，今まさに現実に起こっ

ている公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングの問題に対して，場当たり的な対応

ではなく，長期的な解決策を提供する必要があり，学術的な立場から制度設計に役立つ理

論を提供する必要がある。そこで，制度デザインを支えることが期待できる実験会計学に

どのような意義があり，また，制度設計に対してどのような役立ちを有しているのかを，

他の方法論と比較しながら明らかにすることが本稿の目的である旨を示した。

先行研究に対する本稿の位置づけとしては，まず第 1に，心理実験と経済実験を包括的

に論じ，実験会計学の全体像を描くことを目指すことから，会計学の方法論に関する研究

の 1つと位置づけられること，また第 2に，実験をテーマにすることによって，本稿は会

計学と他の社会科学領域との架け橋として位置づけられること，そして第 3に，マッチン

グ理論の潜在的な応用可能分野の 1つとして位置づけられることを示した。
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また，実験研究以外の他の方法論として，伝統的なスタイルの研究である規範的・記述

的研究，アーカイバル研究，分析的研究の意義を端的に示した。海外主要国では，科学的

な説明が備えるべき要件を欠いているとみなされてしまった規範的・記述的研究の論文数

が減少し，それらの要件を満たすアーカイバル研究が増加している。しかしながら，アー

カイバル研究にも一定の限界があり，それを補完するためにも分析的研究と実験研究を統

合した研究が必要であると考えられる。

第 2章では，実験会計学の概要と先行研究を確認した。まず，実験会計学には大きく 2

つに分けて心理実験と経済実験があるという全体像を示した。方法論に関するサーベイ論

文を手がかりに，実験会計学のメインストリームは心理実験であることを確認した。ま

た，先行研究から心理実験と経済実験の特徴を見出すために，心理実験と経済実験の実験

デザインの典型例を示したうえで，両者の意義を論じた。実験デザインからもわかるよう

に，心理実験は，個人の判断と意思決定を分析することができるという強みを有し，経済

実験は，制度のパフォーマンスを測ることができるという強みを有している。

そして，財務会計の概念フレームワークに関してどのような実験を行うことができるの

かという具体的な事例をつうじて，会計学に対する実験研究の貢献の可能性を論じた。そ

こでは，「財務会計の目的」といった仕組みを検証すべき論点には経済実験が有用であり，

「会計情報の質的特性」といった判断と意思決定の検証には心理実験が有用であることを

示した。第 6章で経済実験を行うことから，論文全体のバランスを考慮し，現在の実験会

計学のメインストリームである心理実験の近年の先行研究である Kadous et al.（2012）を

レビューした。そのうえで，概念フレームワークに関する実験研究のインプリケーション

と発展可能性として，実験研究は内的妥当性が高く，因果関係を直接検証することに長け

ていることから，データの入手に制約のあるアーカイバル研究では明らかにすることがで

きない論点を実験により検証することで，会計学の体系知を補うという意義があることを

示した。また，アーカイバル研究では，どうしても事後的な検証にならざるをえないとい

う制約が課せられているが，実験研究は現実世界の基準改正を待つ必要はなく，事前検証

が可能であるという意義もあることを示した。

さらに，心理実験と経済実験を融合させた研究の必要性を指摘し，会計学における制度

に関する実験研究である実験比較制度分析の先行研究を簡潔にレビューし，制度に関する

実験研究の必要性を論じた。実験の強みである事前検証性を活かすためにも，制度に関す

る実験研究の蓄積は不可欠である。
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第 3章では，具体的な実験デザインに関する諸論点について確認した。実験デザインに

おいて検討すべき論点は数多く存在するが，第 4章以降の問題に対し適切な実験計画をデ

ザインするという観点から，特に実験のねらいに即して 3つの論点を整理した。

まず第 1に，実験を計画する際に依拠する理論体系は，実験のねらいによることを示し

た。すなわち，実験によって，制度を比較することがねらいなのか，それとも，個人を比

較することがねらいなのか，によって，経済実験と心理実験のいずれかを選択することに

なる。第 3章では，具体的な先行研究でどのような論点がどのような理論に依拠している

のかを簡潔に示した。それによると，複数の相互依存的な状況における意思決定問題の解

明（制度，仕組み，構造の解明）を目指す研究は，経済実験を採用し，個人単体の判断と

意思決定の問題の解明を目指す研究は，心理実験を採用していることがわかった。特に，

数理モデル分析を行う分析的研究は，実験研究との親和性が高いことがわかった。

次に第 2に，金銭的動機付けについて，経済実験を計画するのであれば，変動給の謝金

の支払いを行うことが望ましいことを示した。それに対して，心理実験では，謝金の支払

いは必須ではなく，固定給や無報酬（ボランティア）で実験に参加してもらうことが多い

ことを示した。

そして第 3に，コンテクスト（実験における文脈）については，現実世界に近い学問であ

る会計学では，一般化や普遍性を目指す経済学とは異なり，実験をデザインする際にコン

テクストを入れるか否かは見解が分かれているという状況であることを示した。ただし，

実験室による経済実験をデザインするのであればコンテクストフリーの実験をデザインす

ることが無難である。ただし，現実世界に近い学問であるという会計学との共通点をもつ

政治学においては，コンテクストありの実験も行われていることから，1つの経済学的な

仮説について，2つの実験（コンテクストありとコンテクストなし）を行うことがほんら

い的には望ましいといえる。

Guala（2005, 川越訳, p. 348）は，「普遍的な方法論的標準を課す試みは，その学問分野

に否定的な効果をもたらしがちである」として，実験経済学において金銭的動機付けが必

須とされていることを批判的に検討している。金銭的動機付けやコンテクストに限らず，

会計学における実験研究では，実験心理学や実験経済学ほど方法論的標準が確立されてい

ないことから，今後，実験研究が増加するにつれて，実験計画上の諸論点が議論されるこ

とが予想される。

なお，第 3章では会計学以外の社会科学領域の文献も参照しつつ実験計画上の諸論点を
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検討したが，論文全体の主題集約性の観点から触れることのできなかった論点も残されて

いる。たとえば，学生を被験者とするか，実務家や一般人を被験者とするか，といった被

験者の属性の選択基準，実験タスクを反復するか否か，デセプション，被験者内計画か被

験者間計画か，二重盲検法を実施するか否か，同一メンバーで実験を行うのか，またはラ

ウンドごとに異なるメンバーで実験を行うのか，逐次的に実験が進行するのか，または

あらかじめ選択可能な戦略が提示されて一括して意思決定を行うのか，パーソナリティ

（ジェンダー，人種，年齢，文化），心理実験で重要視されている実験後の面談，デフリー

ディングなどは重要な論点である。これらの論点のうち，筆者が実施した実験研究に関連

するものは，第 6章で論じている。

第 4章では，公認会計士試験受験者ないし合格者と監査法人の就職・採用活動に関して，

現状の背景説明と，経済学的アプローチの必要性を示した。まず，公認会計士試験合格者

と監査法人の就職・採用活動に関する現状の分析を行った。そこでは，2009年頃から 2011

年にかけて未就職者問題が社会問題になったことを確認した。その原因は，監査法人と合

格者の需給バランス，すなわち，採用者数の減少と合格者数の急増にあると考えられる。

また，金融庁や日本公認会計士協会といった関係者が対応策を講じているものの，試行錯

誤している状況であるということを示した。

そして，第 3章までの議論をふまえて，現実に存在する制度を分析するだけではなく，

どのようなルールにもとづいて就職・採用活動が行われることが望ましいのか，という制

度設計の観点から議論することを確認した。そのうえで，その発想の根底にある理論，す

なわち，メカニズムデザインとマーケットデザインの概要を確認した。要約すると，マー

ケットデザインは，実験により検証が可能である点と，現実の世界への貢献も期待できる

点が重要な特徴である。また，マーケットデザインの一分野であるマッチング理論は，学

校選択制や研修医マッチングといった現実の世界への応用が既になされており，公認会計

士試験合格者と監査法人の就職・採用活動という文脈でも，マッチング理論の議論を適用

できる可能性があることを示した。

そのうえで，公認会計士試験合格者と監査法人の就職・採用活動をマッチング理論に

よって分析を行う意義を考察した。すなわち，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチ

ングの分析を行う根拠は，単なる需要と供給の調整以外にも問題解決の手段があるのでは

ないか，という問題意識にもとづく。そこで，モデル分析を行う前段階として，会計士就

活を，研修医マッチングや学校選択制と比較し，それらの異同点を明らかにした。特に重
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要な点は，会計士就活は，研修医マッチングと似ているものの，定員に空きがある年度と，

定員に空きがない年度があり，それが研修医マッチングや学校選択制とは決定的に異なる

ということである。

第 5章では，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングに改善の余地があるか否か

をゲーム理論を用いて分析を行った。まず，現行の就職・採用活動の分析を行ったところ，

現行ルールのエッセンスをモデル化した設例をつうじて，現行ルールは，効率性，安定性，

耐戦略性（真実表明）を満たさない，偶然に支配されたルールであることがわかった。次

に，現行ルールの代替案として，受入保留方式を適用した場合にどのような帰結となるの

かを概観した。受入保留方式が安定的で耐戦略的（真実表明）な性質を持つアルゴリズム

であることは先行研究で既に明らかになっているが，当該アルゴリズムを公認会計士試験

合格者と監査法人のマッチングに適用した場合，現行の就職・採用活動ルールと比較して

タイミングの問題がないことから，アンマッチの合格者と監査法人がいないということが

明らかになった。そして，合格者と監査法人のマッチングの文脈においても，マッチング

を検証する手段として実験研究を行う意義があることを示した。

第 6章では，公認会計士試験合格者と監査法人のマッチングを実験によって検証した。

実験から得られた主要な結論は以下のとおりである。

まず第 1 に，受入保留方式のもとでは，真実の選好順位を偽って表明する「虚偽表明」

よりも，真実の選好順位を正直に表明する「真実表明」の方が，合格者の獲得利得が高く，

これは，受入保留方式のもとでは真実表明が支配戦略であるという理論の予想と整合して

いるということである。

次に第 2に，受入保留方式のもとで，監査法人の定員に空きがある場合とない場合を比

較すると，理論の予想では，定員の多い/少ないにかかわらず真実表明することが支配戦

略であるが，定員が 4名，すなわち未就職者が存在する買い手市場のケースでは，ランキ

ング表の提出において，被験者が真の選好順位を偽って報告することによって自分のマッ

チングを有利にしようとする行動（バイアス）が観察されたということである。これは理

論予想に反する意図せざる結果である。現実の公認会計士試験合格者と監査法人のマッチ

ングの問題でいうと，ほんらい公認会計士試験合格者はメカニズムを信頼して真実表明を

すれば監査法人との適切なマッチングがなされ自分の望む就職ができるはずである。しか

しながら，実際には就職したいという気持ちが強まるあまりメカニズムに反する近視眼的

な行動をとる結果，自分の望む就職ができなくなってしまうということを実験は示唆して
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いるのである。よって，もし仮に受入保留方式を実際に導入するとしても，特に買い手市

場の場合には，公認会計士試験合格者にメカニズムを信頼させるような追加的な政策が

別途必要となる。具体的にはたとえば，日本の医師臨床研修マッチングにおいては，正直

申告（真実表明）が最適である旨のアナウンスが研修医になされている（坂井, 2010, p.

140–141）。公認会計士業界へのマッチング導入においても，このような工夫が必要となる

ことを実験結果は示している。

そして第 3に，現行ルールと受入保留方式を比較すると，現行ルールが，定員に空きが

ある場合であっても未就職者が存在する制度であるのに対し，受入保留方式は，定員に空

きがある場合は未就職者が存在しない制度である，ということである。この原因は，受入

保留方式は理論的根拠があるのに対して，他方，現行ルールは理論的根拠がないからであ

る。つまり，現行ルールは，不安定さを構造的に内包していることが理解できる。

7.2 残された課題と今後の展望

最後に，残された課題と今後の展望を論じる。

残された課題は以下の 3点である。まず第 1に，本稿の主題は，実験会計学の意義を制

度設計への役立ちの観点から明らかにすることであるから，実験会計学の網羅的なサーベ

イを行なっていないということである。今後，実験研究に興味関心を持つ研究者たちと共

に網羅的なサーベイを行うことが課題である。また第 2に，主題集約性の観点から本稿で

は論じなかった実験計画や方法論についての諸論点が存在するということである。これら

の議論を，さらに進展させることが課題である。そして第 3に，本稿は，公認会計士試験

合格者と監査法人のマッチングという局所的な論点を論じているため，公認会計士試験制

度ないし公認会計士監査制度全体のデザインを構築するには至っていないということであ

る。したがって，よりマクロな観点からの実験を行うことが課題である。

これらの残された課題はあるものの，最後に，今後の展望として以下の 2点を指摘して

おきたい。

まず第 1に，本稿で実施した実験はラボ実験であったが，これをフィールド実験に拡張

するという方向性が考えられる。フィールド実験については，第 3章で論じたコンテクス

トの論点とも関連する。Harrison and List（2004）では，実験室で得られた結果を一般化

する案としてフィールド実験の有用性を説いている 。Harrison and List（2004）による

と，実験は，1) 伝統的な実験室実験（a conventional lab experiment），2) 人為的なフィー
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ルド実験（an artefactual field experiment），3) フレームされたフィールド実験（a framed

field experiment），4) 自然フィールド実験（a natural field experiment）の 4つに分類され

る。これらは，被験者の属性が学生か一般人か，コンテクストがあるかないか，ルールを

課すか課さないか，を基準にして分類されている。これを要約したものが表 7.1である。

被験者の属性 コンテクスト ルール
伝統的な実験室実験 学生 なし 課す

人為的なフィールド実験 一般人 なし 課す
フレームされたフィールド実験 一般人 あり 課す

自然フィールド実験 一般人 あり 課さない

表 7.1 実験の分類

出所：Harrison and List（2004）, pp. 1013–1014; 清水・遠藤（2013）, pp. 178–179を参考に
筆者が作成。

表 7.1に示したとおり，Harrison and List（2004）はフィールド実験であればコンテクス

トのある経済実験を行うことを許容しているが，このことは，経済実験であっても，実験

の目的やデザイン如何によってはコンテクストが許容されることもありえるという一例で

ある。また，被験者の属性も学生から一般人に拡張する方向性が示されている。したがっ

て，1つの経済モデルについて，これら複数の実験を行い，その結果を比較するという方

向性が考えられる1）。

そして第 2に，実験研究は，本稿でみたマッチング理論だけではなく，他の論点を検証

するときにも有用であるという点である。たとえば，会計大学院（アカウンティングス

クール）の経済分析は，先行研究が存在せず，この点に関して，本稿のようなモデル分析

と実験によるアプローチが必要である。なぜなら，会計教育の論点は，教育の内容の議論

はなされているものの，どのような仕組みを導入すればよいのか，という議論はあまりな

されてこなかったからである2）。その結果，場当たり的な政策となっており，長期的な解

決策が求めれている。つまり，現状では教育の内容に議論が集中し，制度設計ないしメカ

ニズムデザイン的な発想が欠けているのである。

したがって，本稿でみた論点に限らず，制度設計への役立ちを目指して，アーカイバル

1）なお，表 7.1 の最も右の列のルールを課さないとは，被験者が実験に参加していることに気づかないことであ
るとされている。

2）田口（2013d）は数少ない先行研究の 1つである
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研究，分析的研究，規範的・記述的研究，事例研究などを行っている研究者たち，さらに経

済学や社会心理学をはじめとする社会科学領域に関心を持つ研究者たちとコラボレーショ

ンすることこそが，実験会計学の進むべき道であると考えられる。
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付録 A

最も単純なケース（受入保留方式）の
実験インストラクション，選択用紙

– 126 –



実験説明書

1 実験の概要

実験に参加していただきありがとうございます．これから，ある状況のもとで意思決定を

行なってもらいます．いまから実験が終わるまで，他の人とコミュニケーションをとること

は禁止します．他の人と相談しないようにしてください．このあと，皆さんに状況と意思決

定の方法を説明します．説明の最後に質問の時間をとります．

2 状況

皆さんは就職活動をしている大学生（以下，就活生）という状況です．あなたも含めて全

員で 3名の就活生#1，#2，#3がおり，3つの企業A, B, Cに就職活動をしています．全て

の企業の定員は 1名です．この実験では就活生の皆さんに 3名 1組のグループになってもら

いますが，誰とグループになっているのかはわかりません．就活生はあるメカニズムにもと

づいて企業に割当てられ，その企業に入社します．メカニズムの内容は後述します．

3 意思決定

あなたは 3つの企業のランキングを選んで，選択用紙にランキングとそれを選択した理由

を記入して提出してください．皆さんから提出されたランキングにメカニズムを適用し，入

社する企業を決定します．入社する企業によって就活生が獲得する利得が異なります．自分

の利得は選択用紙に記入されていますが，他人の利得はわかりません．

4 メカニズム

就活生の企業への割当ては以下のメカニズムにもとづいて決定されます．

・ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願します．各企業は欲しい就活生を定員が埋まるま

で暫定的にキープし，残りを拒否します．

・ラウンド t：ラウンド t-1で拒否された就活生は，まだ自分を拒否していない企業の中の最

も高い順位に出願します．各企業は，キープしている就活生と新たに出願してきた就活生を

比べて，欲しい就活生を定員が埋まるまで暫定的にキープし，残りを拒否します．

・終了：新たに拒否される就活生が 1人もいなくなった時点で終了し，各企業がキープして

いる就活生を正式に採用します．
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5 具体例

就活生#1 就活生#2 就活生#3

1位 A A C
2位 C C B
3位 B B A

表 1: 就活生が提出したランキング

A B C

1位 2 1 2
2位 1 2 1
3位 3 3 3

表 2: 企業側のランキング（※本番の設定とは異なります）

ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願します．

・#1はA，#2はA，#3は Cに出願します．

・Aは#2，Cは#3をキープします．

・Aは#1を拒否します．

ラウンド 2：ラウンド 1で拒否された就活生（#1）は 2位の企業に出願します．

・#1は Cに出願します．

・Cは#3（ラウンド 1でキープ）と#1を比べて，#1をキープし#3を拒否します．

ラウンド 3：ラウンド 2で拒否された就活生（#3）は 2位の企業に出願します．

・#3は Bに出願します．

・Bは#3をキープします．

　誰も拒否されていないので，このプロセスを終了し，正式に採用します．最終的な割当て

結果は以下のようになります．

就活生#1 就活生#2 就活生#3

企業 C A B

表 3: 最終的な割当て結果
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選択用紙　　 ID：　　　

あなたの役割は就活生#1です．あなたも含めて就活生は全員で 3名です．入社する企業

によってあなたの得られる利得が異なり，それは以下の利得表のとおりです．

入社する企業 A B C

あなたの利得 1,000 1,500 500

※注意　実験参加者ごとにこの利得表は異なります．

※注意　あなたが提出する選択用紙はこの表の順番通りに記入する必要はありません．

※注意　いずれの企業も定員は 1名です．

企業側のランキング（順位付け）：企業は就活生の質を考慮し，これにもとづき企業はすべ

ての就活生に対して順位付けをします．この企業側のランキングは，あなたはわかりません．

1位から 3位まで，企業（AからC）のランキングを記入してください．3社すべての企業

を記入してください．

1位　　　　　　　 2位　　　　　　　 3位

そのランキングを選んだ理由と，この実験の感想を記入してください．

あとで選択用紙と実験説明書を回収します．ご協力いただきありがとうございました．

1
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付録 B

現行ルール条件の実験インストラク
ション，別紙，意思決定画面
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実験説明書

1 実験の概要

実験に参加していただきありがとうございます。これから皆さんにはあるゲームをプレイ

してもらいます。いまから実験が終わるまで、他の人とコミュニケーションをとることを禁

止します。他の人と相談しないようにしてください。このあと、皆さんにゲームのルールと

実験の流れを説明します。最後に質問の時間をとります。

2 ゲームのルール

皆さんは就職活動をしている大学生（以下、就活生）です。あなたも含めて全員で 3名の

就活生#1、#2、#3がおり、3つの企業A、B、Cに就職活動をしています。全ての企業の

定員は 1名です。この実験では就活生の皆さんに 3名 1組のグループになってもらいますが、

自分が誰とグループになっているのかはわかりません。企業 A、B、Cは採用活動を行って

いる時期が異なり、第 1期はC、第 2期はB、第 3期はAが採用活動を行っています。就活

生の皆さんには、各期にエントリーするかしないかを意思決定してもらいます。企業は採用

する就活生を選択します。なお、いずれかの企業に採用された場合、次期以降のゲームに参

加することはできません。例えば、第 1期にCにエントリーして採用された場合、第 2期以

降のゲームに参加することができません。このルールを図に表したものが図 1です。

第1期 第2期 第3期 

Cに 
エントリーする 
または 

エントリーしない 

A 

B 

C 

Bに 
エントリーする 

または 
エントリーしない 

Aに 
エントリーする 

または 
エントリーしない 

図 1: 各企業の採用時期
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3 意思決定

皆さんには、別紙に記載されている URLにアクセスしていただき、意思決定を行っても

らいます。

ゲームの流れは以下の図 2のとおりです。

Cに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用（ゲーム終了） 

Bに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用（ゲーム終了） 

Aに 
エントリー 

しない 

する 

不採用 

採用 

図 2: 就職採用活動の流れ

皆さんには、各社にエントリーするか否かの意思決定を、あらかじめ第 1期から第 3期ま

での全ての期に対して行ってもらいます。全ての期に対して意思決定を行ってもらいますが、

Cにエントリーして採用された場合は第 2期以降の意思決定を無かったものとみなして処理

します。また、Bにエントリーして採用された場合は第 3期の意思決定を無かったものとみ

なして処理します。就活生が獲得する利得は入社する企業によって異なります。自分の利得

は配布している別紙に記載されていますが、他人の利得はわかりません。企業の採用方針は

わかりません。獲得した利得に 0.5を掛けた額が報酬です。

4 設例

就活生#1 就活生#2 就活生#3

1位 A A C
2位 C C B
3位 B B A

表 1: 就活生が入社したいと思っている企業の順位（※本番の設定とは異なります）

2

– 132 –



第 1期

・#3だけが Cにエントリーしました。

・Cは#3を採用しました。

・#3は第 2期以降のゲームに参加することができません（第 2期と第 3期の意思決定は無

かったものとみなして処理します）。

第 2期

・誰も Bにエントリーしませんでした。

第 3期

・#1と#2がAにエントリーしました。

・Aは#2を採用しました。

第1期 第2期 第3期 

#3だけCに 
エントリー 
↓ 

#3採用 

#1と#2がAに 
エントリー 

↓ 
#2採用 誰もBに 

エントリーせず 

A 

B 

C 

図 3: ゲームの設例

就活生#1 就活生#2 就活生#3

企業 ― A C

表 2: 最終的な割当て結果
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別紙　　実験 ID：　　　

下記のURLにアクセスし、意思決定を行ってください。

http:// xxxxxxxxxxxxxxx

あなたの役割は就活生#2です。利得表は以下のとおりです。

入社する企業 A B C

あなたの利得 1,500 1,000 500

表 1: 利得表

企業（A、B、C）に対してエントリー「する」か「しない」かを丸で囲ってください。3

社すべての企業に対して意思決定してください。

第 1期：　 Cにエントリー　　　　　する　　　　　　　　しない

第 2期：　 Bにエントリー　　　　　する　　　　　　　　しない

第 3期：　Aにエントリー　　　　　する　　　　　　　　しない

1
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付録 C

受入保留方式条件の実験インストラ
クション，別紙，意思決定画面

– 136 –



実験説明書

1 実験の概要

実験に参加していただきありがとうございます。これから、ある状況のもとで意思決定を

行なってもらいます。いまから実験が終わるまで、他の人とコミュニケーションをとること

を禁止します。他の人と相談しないようにしてください。このあと、皆さんに状況と意思決

定の方法を説明します。説明の最後に質問の時間をとります。

2 状況

皆さんは就職活動をしている大学生（以下、就活生）という状況です。あなたも含めて全

員で 3名の就活生#1、#2、#3がおり、3つの企業A, B, Cに就職活動をしています。全て

の企業の定員は 1名です。この実験では就活生の皆さんに 3名 1組のグループになってもら

いますが、誰とグループになっているのかはわかりません。就活生はあるメカニズムにもと

づいて企業に割当てられ、その企業に入社します。メカニズムの内容は後述します。

3 意思決定

皆さんには、別紙に記載されている URLにアクセスしていただき意思決定を行ってもら

います。あなたは 3つの企業のランキングを選択してください。皆さんから提出されたラン

キングにメカニズムを適用し、入社する企業を決定します。入社する企業によって就活生が

獲得する利得が異なります。自分の利得は別紙に記載されていますが、他人の利得はわかり

ません。獲得した利得に 0.5を掛けた額が報酬です。

4 メカニズム

就活生の企業への割当ては以下のメカニズムにもとづいて決定されます。

・ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願します。各企業は欲しい就活生を定員が埋まるま

で暫定的にキープし、残りを拒否します。

・ラウンド t：ラウンド t-1で拒否された就活生は、まだ自分を拒否していない企業の中の最

も高い順位に出願します。各企業は、キープしている就活生と新たに出願してきた就活生を

比べて、欲しい就活生を定員が埋まるまで暫定的にキープし、残りを拒否します。

・終了：新たに拒否される就活生が 1人もいなくなった時点で終了し、各企業がキープして

いる就活生を正式に採用します。
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5 設例

就活生#1 就活生#2 就活生#3

1位 A A C
2位 C C B
3位 B B A

表 1: 就活生が提出したランキング

A B C

1位 2 1 2
2位 1 2 1
3位 3 3 3

表 2: 企業側のランキング（※本番の設定とは異なります）

ラウンド 1：就活生は 1位の企業に出願します。

・#1はA、#2はA、#3は Cに出願します。

・Aは#2、Cは#3をキープします。

・Aは#1を拒否します。

ラウンド 2：ラウンド 1で拒否された就活生（#1）は 2位の企業に出願します。

・#1は Cに出願します。

・Cは#3（ラウンド 1でキープ）と#1を比べて、#1をキープし#3を拒否します。

ラウンド 3：ラウンド 2で拒否された就活生（#3）は 2位の企業に出願します。

・#3は Bに出願します。

・Bは#3をキープします。

　誰も拒否されていないので、このプロセスを終了し、正式に採用します。最終的な割当て

結果は以下のようになります。

就活生#1 就活生#2 就活生#3

企業 C A B

表 3: 最終的な割当て結果

2
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別紙　　実験 ID：　　　

下記のURLにアクセスし、意思決定を行ってください。

http:// xxxxxxxxxxxxxxx

あなたの役割は就活生#3です。利得表は以下のとおりです。

入社する企業 A B C

あなたの利得 1,500 1,000 500

表 1: 利得表

1位から 3位まで、企業（A、B、C）のランキングを記入してください。3社すべての企

業を記入してください。

1位　　　　　　　 2位　　　　　　　 3位

1
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